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【第１回】 R6.10.4   開催
【第２回】 R7.2.18   開催

〇平成28年3月に「明日の日本を支える観光ビジョン」が策定され、平成29年4月、関東ブロックにおいて関係省庁、自
治体、関係団体等の多数の関係者で構成する 「観光ビジョン推進関東ブロック戦略会議」を設置・開催。
(平成28年まで設置していた「訪日外国人旅行者の受入に向けた関東ブロック連絡会議」を発展的に改組)
○「明日の日本を支える観光ビジョン」に掲載する施策の具体的取組の推進を図るべく、地域における課題解決、観光
振興のための環境整備を行っている。

観光ビジョン推進関東ブロック戦略会議

開催頻度

関東ブロック戦略会議の設置

【構成員】
・関東運輸局、関東地方整備局
（共同事務局）
・関係省庁（農政局、経済産業局、総
合通信局、地方環境事務所、東京航空
局、東京管区気象台）
・都県（茨城、栃木、群馬、埼玉、

千葉、東京、神奈川、山梨、長野）
・政令市（さいたま市、千葉市、

横浜市、川崎市、相模原市）
・鉄道会社
・空港ターミナル会社
・観光・交通関係団体、ＪＮＴＯ
・交通事業者 など

「明日の日本を支える観光ビジョン」平成28年３月30日策定
（明日の日本を支える観光ビジョン構想会議）

関東ブロック戦略会議とWGにおける検討課題

関東ブロック戦略会議

観光地域づくりWG

二次交通WG

観光資源魅力向上
WG

【第１回】 R6.7.18   開催
【第２回】 R6.9.11   開催
【第３回】 R6.11.26 開催
【第４回】 R7.2.21 開催

【第１回】 R6.5.7 開催
【第２回】 R6.7.3 開催
【第３回】 R6.8.6 開催
【第４回】 R6.9.4 開催
【第５回】 R6.10.3 開催
【第６回】 R6.11.11 開催
【第７回】 R6.12.16 開催
【第８回】 R7.2.28 開催

令和６年度 観光ビジョン推進関東ブロック戦略会議 各WGの開催状況

観光地域づくりＷＧ 二次交通ＷＧ 観光資源魅力向上ＷＧ

・ブロック戦略の事前調整
・ビジョン掲載施策の検討（観光資源魅力向上WGで実施する施策は除く）
・補助金に関する検討 等

・二次交通の整備及び情報提供
・補助金に関する検討 等

・文化財の観光資源としての活用
・国立公園のナショナルパークとしてのブランド化
・誘客促進に係るその他の取組 等
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段差の解消 1件

ナイトタイムエコノミーの環境整備 1件

多言語案内の整備 1件

手ぶら観光カウンターの機能向上 1件

無料公衆無線ＬＡＮ環境の整備 1件

先進的なサイクリング環境整備 6件

鉄道 5件

航空 1件

自然保護のための保護柵、遊歩道等の整備 1件

鉄道 5件

自動車 1273件

海事 6件

令和6年度　観光振興事業一覧表（令和7年3月12日現在）

事業
件数

概要（補助率又は補助上限額）

インバウンド受入環境整備高度化事業

段差の解消　（１/３）

ナイトタイムエコノミーの環境整備　（１/２）

多言語案内の整備　（１/３）

手ぶら観光カウンターの機能向上　（１/３）

無料公衆無線ＬＡＮ環境の整備、案内標識の多言語化、交通系ICカードシステムの導入　等（基本１／３）

交通サービスインバウンド対応支援事業（交通サービス利便向上促進事業）

多言語自動券売機の改修、トイレの洋式化及び機能向上　　等（基本１／３）

無料公衆無線ＬＡＮ環境の整備　（１/２）

多言語マップ、外国人向けモニターツアー実施　等　（１／２）

公共交通利用環境の革新等事業

無料公衆無線ＬＡＮ環境の整備、案内標識の多言語化　等（基本１／２）

観光地での周遊や観光消費の増加を促すサービスの提供　等（基本１／２）

先進的なサイクリング環境整備事業

無料公衆無線ＬＡＮ環境の整備、非常用電源装置の整備、案内標識の多言語化　等（基本１／３）

令和6年度　地域における受入環境整備促進事業一覧表（令和7年3月12日現在）

事業
件数

概要（補助率又は補助上限額）

持続可能な観光の促進に向けた受入環境整備事業

自然保護のための保護柵、遊歩道等の整備　（１/２）
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資料１ー２

【関東ブロック】（観光地域づくりWG）
令和６年度観光ビジョン推進関東ブロック戦略会議

No.
観光ビジョン

掲載施策
観光立国推進基本計画

基本的な方針
観光立国推進基本計画

掲載施策
市町村

・地域等 課題・現状 令和6年度の成果及び取組 令和7年度以降の対応方針 実施主体
ブロック
担当部局

連携省庁
活用可能な
補助事業等

1 魅力ある公的施設・インフ
ラの大胆な公開・開放

インバウンド回復 魅力ある公的施設の公開・
開放

関東 【課題】防災船着場の開放等による舟運の活性化
■平常時における防災船着場の事業者及び一般利用者への利用促進
【現状】
■防災船着場の平常時利用が少なく、消防訓練等公的な利用が多い。
■災害時の復旧活動のために河川に整備された防災船着場の一般の認知
度が低い現状

【R6年度取組】
船着場管理者及び沿川自治体からなる協議会を設立し、「荒川の緊急用
船着場等の自己責任を基本とした利用ルール （暫定版）」を策定、平成
３０年６月より運用を開始。荒川下流部の１３箇所の船着場を利用対象
としている。
【成果】
一般船舶の利用実績（R6.4.1～R7.1.31）　28件

「荒川の緊急用船着場等の自己責任を基本とした利用ルール （暫定
版）」が適用される対象船着場の拡大を図っていく。
船着場の利便性の向上に努めることにより、認知度の向上を図る。

関東地方整備局 関東地方整備局

2 魅力ある公的施設・インフ
ラの大胆な公開・開放

インバウンド回復 魅力ある公的施設の公開・
開放

滑川町、熊谷市
【国営武蔵丘陵
森林公園】

立川市、昭島市
【国営昭和記念
公園】
　
ひたちなか市
【国営常陸海浜
公園】

安曇野市、大町
市松川村【国営
アルプスあづみ
の公園】
　
江東区【国営東
京臨海広域防災
公園】

【課題】
外国人観光客の受け入れ環境向上に向けた、国営公園内Wi-Fiスポットの
設置、表示・パンフレット等の多言語化
【現状】
観光資源となっている国営公園の魅力的な景観などを活用し、外国人向
けガイドツアーの開催やWi-Fi環境の整備等の推進が求められている。
また、HP・園内マップ・券売機等の多言語化進めており、外国人来園者
は増加傾向にあるが、利用注意事項等の園内表示の多言語化の整備が遅
れている。

①案内サイン等の多言語化
・多言語化対応の案内サインの整備
・ゲート券売機、外国語対応スタッフの配置、タブレット及びスマート
フォン端末・音声翻訳機による案内、語学研修実施
・案内表示のピクト化
②広報
・パンフレットの多言語化、ホームページの多言語化、外国における旅
行博でのノベルティ等提供
・外国人観光客に向けて周辺観光業者とともに体験・イベントツアーの
誘致、ファムツアーの受入
③訪日外国人向けの案内等
外国語対応スタッフの配置、タブレット端末・音声翻訳機による案内、
語学研修実施、園内放送・チケット販売・イベント看板の多言語化、外
国人向けイベントの実施
④その他
Wi-Fi環境の整備、外国人公園利用者の実態調査、外国語版webアンケー
トページ実施、公園SNSの新規導入、入園・駐車場・売店でキャッシュ
レス決済導入

①案内サイン等の多言語化
・ピクト看板の充実
・多言語化対応の看板の充実

②広報
・SNSによる情報発信（映像・画像によるＰＲ）
・多言語パンフレットの情報更新、ホームページの情報更新（日本語版
からの自動翻訳更新システムを導入等）、外国における旅行博でのノベ
ルティ等提供の継続
・外国人観光客に向けて周辺観光業者とともに体験・イベントツアーの
誘致、ファムツアーの受入の継続

③訪日外国人向けの案内等
・音声翻訳機の充実
・多言語による園内放送・案内の充実

④その他
・Wi-Fi環境の整備（増強予定）
・外国人の来園数調査

国土交通省 関東地方整備局

3 魅力ある公的施設・インフ
ラの大胆な公開・開放

持続可能な観光地域づくり 河川空間を活用した賑わい
創出の推進

関東 【課題】美しさと風格を備えた魅力ある水辺空間の創造
【現状】
かつては、川そのものが周辺の街並みと融けあって地域の代表的な顔と
して美しい風景を形成していた。しかし、高度経済成長期を経て現在に
至り、多くの都市河川は効率を重視した排水路と化し、街並みからも背
を向けられる状況にある。

【R6年度取組】
市町村、民間事業者及び地元住民と河川管理者の連携の下、河川空間と
まち空間が融合した良好な空間形成を目指す「かわまちづくり」につい
て、関東地方整備局管内において、令和６年度は３箇所の登録を行い、
合計６７箇所が登録された。
また、河川空間のオープン化を図り、都市及び地域の再生等に資する、
都市・地域再生等利用区域の指定について、これまで合計９箇所（令和
７年１月時点）の指定を行った。
【成果】
多摩市における「聖蹟桜ヶ丘かわまちづくり」では、かわまちづくり支
援制度や都市・地域再生等利用区域の指定を活用し、精力的に地域活性
化に取り組んだ結果、R6年度のかわまち大賞に表彰され、今後も多くの
来訪者が期待される。

引き続き、かわまちづくり支援制度にもとづく支援や、都市・地域再生
等利用区域の指定等（河川空間のオープン化）の支援を中心に、未利用
空間の活用による生産性向上や水辺利用による地域活性化、観光振興を
図る。

関東地方整備局
沿川自治体

関東地方整備局

4 魅力ある公的施設・インフ
ラの大胆な公開・開放

インバウンド回復 魅力ある公的施設の公開・
開放

首都圏外郭放水
路（埼玉県春日
部市）

【課題】治水施設を見学するための受け入れ体制の整備
■民間開放を視野に入れた、魅力あるコンテンツと地域連携を検討。
■協議会を設立し、見学者の拡大と地域活性化につながる仕組みを検
討。
【現状】
■平成15年より、治水の機能や役割を知って頂くため、国が主体となっ
て見学会を実施。
■近年のインフラツーリズムの高まりを受け、更なる拡大（土日祝日の
対応等）のニーズに対応するため、平成30年8月より、民間運営による
見学会を社会実験として実施。
■令和３年７月に見学範囲を拡大し新たな見学コース「インペラ探検
コース」を増設し、現在は、４コースを見学会に設定している。

【R6年度取組】
■防災地下神殿（調圧水槽）においてカラー照明による演出を実施（こ
どもの日、夏休み、ハロウィン、クリスマス、バレンタイン期間）
■夏休みイベント期間には、地元の特産品や菓子を販売し、地域の活性
化を推進。
■受入条件を示した利用規約を定め、令和３年７月より民間運営による
ロケ撮影・イベント利用の受入れを実施。
■地元の春日部市及び観光協会の主導により、市内飲食店が首都圏外郭
放水路にちなんだオリジナルメニューの提供を開始し、地域主体の地域
振興を推進。併せて、当該飲食店で見学会のＰＲを実施することによ
り、見学会と地域との連携を促進。
■民間運営者による首都圏外郭放水路と周辺の名勝、観光スポットを入
れた日帰りツアーの実施。「春日部市民の日」は市民割引ツアーも実施
■春日部市と民間運営者で連携した「春日部市民の日」企画として、通
常地下神殿コース1,000円のところ、春日部市民に限り半額の500円で実
施。
■地元の春日部市及び観光協会の主導により、市内飲食店が首都圏外郭
放水路にちなんだオリジナルメニューの提供を実施し、地域主体の地域
振興を推進。併せて、市主催のイベント等で見学会のＰＲを実施するこ
とにより、見学会と地域との連携を促進。令和６年1２月から令和８年
３月までの間、見学会参加者が、春日部市内の対象店舗で首都圏外郭放
水路カードを提示して商品を購入した場合に、特別サービスを実施。
■インフラツーリズム魅力倍増プロジェクトの推進に伴い、「首都圏外
郭放水路８つのパワーアップ」を令和７年より順次開始。
「災害の自分事化」を通じて災害から国民の命を守ることを目指し、新
たに「観光の視点」で子供から大人まで楽しく防災の知識を身に付けら
れるよう、首都圏外郭放水路を情報発信基地として更にパワーアップさ
せる。
【成果】
社会実験見学会（実績）
○令和５年４月～１２月末時点　参加者：約48,000人
○令和６年４月～１２月末時点　参加者：約52,000人　4,000人増

■従来の取り組みを引き続き推進。
さらなる受入者数の拡大を目指し、年間見学者「１０万人」の目標実現
に向け、インフラツーリズム魅力倍増プロジェクトの推進に伴い、施設
の魅力を最大限に引き出す新たなコンテンツの検討・見学者の地域への
周遊性向上を図る。

国土交通省、市及び関係団
体（商工会・観光協会）

関東地方整備局

5 魅力ある公的施設・インフ
ラの大胆な公開・開放

インバウンド回復 魅力ある公的施設の公開・
開放

関東（群馬県吾
妻郡長野原町及
び東吾妻町）

【課題】八ッ場ダムの集客を増やす
【現状】
　八ッ場ダムは、建設段階の平成292017年４月から「やんばツアー
ズ」として、多様なツアーを実施していた。
ダム完成後を見据えた、観光地域づくり、地域振興として、令和元2019
年９月に終了し、地元主体のツアーに移行され運営している。

【R6年度取組】
■地元主導による八ッ場ダムを観光資源としたツアーの実施
・道の駅八ッ場ふるさと館主催による八ッ場ダム見学ツアーの実施
　（2019年度より継続）
・（一社）つなぐカンパニーながのはら主催による八ッ場ダム見学ツ
アー及びダムガイド養成講座の実施（2022年度より）
■地元主導のダムを活用した地域振興策の実施（水陸両用バス、観光
船、カヌー・カヤック、自転車型トロッコ、レンタサイクル、シャトル
バス等）（2020年度より継続）
■八ツ場ダムエリア周遊バス「八ツ場ぐるりん」開業（2024年５月）
■ダム堤体活用等（河川空間のオープン化による賑わいの創出）
・河川空間のオープン化（キッチンカーによる販売等）（2021年度より
継続）
・八ッ場ダム放流イベント実行委員会主催（会長：長野原町長）による
八ッ場ダム放流イベント（５月25日）の実施（2023年度より継続）
・合同会社スカイランニングジャパン主催によるやんばSKYRUN－八ッ
場ダム階段登りレース－（９月15日）の実施（2023年度より継続）
■八ッ場ダム堤体および資料館の一般開放（無料）
■放流体験ＡＲアプリ（ぐんまちゃんＡＲ（群馬県）含む）及び多言語
音声案内アプリの（2022年度より）（スマートフォン対象）

【成果】
・八ッ場ダム来訪者は、 2020年７月の一般見学の開始から、2024年8
月に累計100万人を達成
・八ッ場ダム来訪者は、2024年12月時点約110万人

■八ッ場ダムの魅力を知って貰う、集客を増やす取り組みの実施。
■引き続き地元主導、民間主導のダムを活用した地域振興に取り組める
よう支援していく。

■地元主導による八ッ場ダムを観光資源としたツアーの実施
・道の駅八ッ場ふるさと館主催の見学ツアー
・（一社）つなぐカンパニーながのはら主催の見学ツアー、ガイド養成
講座
■地元主導のダムを活用した地域振興策の実施
・水陸両用バス　・観光船　・カヌー・カヤック　・自転車型トロッコ
・レンタサイクル　・シャトルバス　・八ツ場ダムエリア周遊バス　等
■ダム堤体活用等（河川空間のオープン化による賑わいの創出）
・キッチンカーによる販売等）
・八ッ場ダム放流イベント実行委員会主催（会長：長野原町長）による
八ッ場ダム点検第放流フェスの実施
・合同会社スカイランニングジャパン主催のやんばスカイランの実施
■八ッ場ダム堤体および資料館の一般開放（無料）
■放流体験ＡＲアプリ（ぐんまちゃんＡＲ（群馬県）含む）及び多言語
音声案内アプリの提供（スマートフォン対象）

国土交通省 関東地方整備局

1



資料１ー２

No.
観光ビジョン

掲載施策
観光立国推進基本計画

基本的な方針
観光立国推進基本計画

掲載施策
市町村

・地域等 課題・現状 令和6年度の成果及び取組 令和7年度以降の対応方針 実施主体
ブロック
担当部局

連携省庁
活用可能な
補助事業等

6 魅力ある公的施設・インフ
ラの大胆な公開・開放

インバウンド回復 魅力ある公的施設の公開・
開放

関東 【課題】
    観光放流を核としながら、来訪者のさらなる増加
【現状】
　観光放流の取組がメインであり、来訪者に増加向け、既存施設の有効
活用が必要。
　

【R6年度取組】
■観光放流を核としながら、管理施設見学の拡充を実施
【成果】
・令和6年4月～11月　定期観光放流（来場者数：62,840人）
・ダム管理用階段特別開放：年２回開催
　　①  4月29日（土・祝日）（来場者数：888人）
　　②11月23日（木・祝日）（来場者数：1,147人）
・ダム内部見学会：7月23日（日）（来場者数：689人）
・ナイト放流イベントの実施：10月26日（土）（来場者数：1,200人）
　　（ダム天端及び水とエネルギー館開放）
■石小屋ダム見学者用通路を新たに開放
■ダム天端舗装のリニューアルを実施
■ダム堤体等の活用（河川空間のオープン化）
　令和1年5月より「日本酒」の貯蔵を継続
　令和6年2月より「チーズ」「コーヒー豆」を新規貯蔵開始

■観光放流を核とする、これまでの取り組みを引き続き推進

・令和７年４月～１１月　定期観光放流
・令和７年４月～１１月　ダム階段特別開放イベント（年間５日間）
・令和７年７月　ダム内部見学会
・令和７年10月　ナイト放流（ダム天端の夜間開放）

国土交通省 関東地方整備局

7 国立公園の「ナショナル
パーク」としてのブランド
化

インバウンド回復 国立公園の魅力向上とブラ
ンド化

日光国立公園全
体（栃木県、日
光市、那須塩原
市、矢板市、那
須町、塩谷町、
群馬県、片品
村、福島県、下
郷町、西郷村）

・東京からの日帰り訪問者が多く、宿泊や長期滞在につながっていな
い。
・外国人観光客が世界遺産周辺のみに集中し、全体に波及していない。
・観光需要が繁忙期に集中し、特に冬季の観光客が少ない。

【R6年度取組】
・国立公園満喫プロジェクトの行動計画である日光国立公園ステップアッププログ
ラム2025に基づく取組を各主体が実施した。
　満喫プロジェクトの４つのエリア分科会(日光・鬼怒川・那須･塩原）及び作業部
会により、地域課題の深掘り議論を進めた。(計６回）
・日光及び那須エリアにおけるIP計画策定や、日光国立公園全体を通底するテーマ
設定に向けたWSを開催。（那須エリア：観光庁「地方における高付加価値なイン
バウンド観光地づくり事業」。日光エリア：環境省の国立公園感動体験創出事業に
より取組）
・日光国立公園のストーリーを体感できるコンテンツを繋げ、モデルコースとして
造成した。
・展望地における修景伐採を継続的に実施（R６実施：那須塩原市）
・温泉組合・ガイド事業者と連携した、マルシェやイベント等をはじめ那須町
DMO・ビジターセンターによる情報連携や協働プロモーションを展開するなど地域
との連携した国立公園の魅力づくりを実施。
・奥日光の地域資源である、釣り・修験道・自然体験・水の要素を組み入れたアド
ベンチャーツーリズム（AT）の磨き上げを実施。
・那須エリアにおいて地域・観光型のMaaS(NASU-Ways)の実証実験を実施。
・路線バスにおけるバイオディーゼル燃料の活用実証を開始。
・奥日光での脱炭素先行地域の取り組み開始。
・那須平成の森において、インタープリテーション計画に基づき、人と自然がとも
に創ってきた森づくりの能動的推進や、地域連携強化、プログラムの上質化、人材
育成支援の推進などを掲げたマスタープランの具体化に向けた検討・実証事業の実
施
・利用者に安全かつ自然環境に配慮した高付加価値な体験を提供するとともに、日
光国立公園及び自然ガイドの価値やブランド力を向上させるため、日光国立公園認
定ガイド制度を構築した。
・日光国立公園指定90周年を契機とし、記念マークの作成、記念フォーラム、連携
イベントの開催等、さらなる魅力を発信するとともに、100周年に向け歩み出し
た。
・那須町観光協会及び那須及び周辺地域高付加価値なインバウンド観光地づくり推
進協議会と、観光庁「地方における高付加価値なインバウンド観光地づくり」事業
に共に取り組んだ。特に、コアバリューの整理や、人材育成の基礎となるインター
プリテーション全体計画の策定をはじめ、コアバリューを体現するモデルプラン造
成やFAMツアーにおいて、那須平成の森を組み込み、上質な森の体験プログラム等
を造成した。
【成果】
・日光エリア及び那須エリアにおけるインタープリテーション全体計画の策定。

・国立公園満喫プロジェクトの５ヵ年の行動計画であるステップアップ
プログラム2025を着実に実行していく。
・国立公園満喫プロジェクトの次期５ヵ年の行動計画を策定する。
・日光国立公園の価値や魅力を来訪者に伝え体感してもらう取組、さら
には保全と利用の好循環に繋がる取組を位置づけし、日光国立公園のコ
アバリュー・ストーリー・体験してほしい活動を入れ込み、日光の強み
を活かした取組を柱とし、IP計画と連動したSUPとしていく。
・自然体験を中心としたコンテンツの充実と案内機能・情報発信・人材
育成を強化し、宿泊者増・観光消費額増に向けた取組を推進する。
・脱炭素・循環型を実現する国立公園として、脱炭素先行地域やゼロ
カーボンパークの取組とも連動し受益者負担による環境保全の仕組みづ
くりや再生可能エネルギーの利用促進に向けた環境整備やEVの利用促進
等を図る。
・４つのエリア分科会をコアとした、ボトムアップ型の取組を進める。
・地域の価値の再確認・再整理を進め、国立公園内の広域連携したコン
テンツ造成やアドベンチャーツーリズム・サステナブルツーリズム視点
での磨き上げや、IP全体計画との連動や地域ブランディング・ストー
リーの構築を図っていく。
・日光国立公園認定ガイド制度の磨き上げ及び、海外に向け積極的に情
報発信を行い、インバウンドの受入れ体制の強化を図る。
・利用者の利便性向上のため、奥日光地域で運行する低公害バス（ＥＶ
バス）のキャッシュレス化を図る。
・引き続き、那須平成の森マスタープランの具体化と令和8年度からの
本格実施を念頭に、各種計画策定と試行を行ない、持続可能な管理運営
体制を整えていく。また、マーケティング基本戦略に則った、Web改修
やプログラムの改善等を進め、訴求力を高め、来訪者の増加と満足度向
上に取り組む。

日光国立公園内の行政機
関、観光関係事業者（事務
局：栃木県、環境省）
※関東地方環境事務所よりご提出

関東地方環境事務所、関東
運輸局

環境省、国土交通省、林野
庁、

国立公園等多言語解説等整
備事業、国立公園利用拠点
滞在環境等上質化事業、国
立公園利用促進事業、国立
公園満喫プロジェクト推進
事業

8 国立公園の「ナショナル
パーク」としてのブランド
化

インバウンド回復 国立公園の魅力向上とブラ
ンド化

日光国立公園全
体（栃木県、日
光市、那須塩原
市、矢板市、那
須町、塩谷町、
群馬県、片品
村、福島県、下
郷町、西郷村）

・東京からの日帰り訪問者が多く、宿泊や長期滞在につながっていな
い。
・外国人観光客が世界遺産周辺のみに集中し、全体に波及していない。
・観光需要が繁忙期に集中し、特に冬季の観光客が少ない。

【R6年度取組】
・国立公園満喫プロジェクトの行動計画である日光国立公園ステップアップ
プログラム2025に基づく取組を各主体が実施した。
　満喫プロジェクトの４つのエリア分科会(日光・鬼怒川・那須･塩原）及び
作業部会により、地域課題の深掘り議論を進めた。(計６回）
・日光及び那須エリアにおけるIP計画策定や、日光国立公園全体を通底する
テーマ設定に向けたWSを開催。（那須エリア：観光庁「地方における高付加
価値なインバウンド観光地づくり事業」。日光エリア：環境省の国立公園感
動体験創出事業により取組）
・展望地における修景伐採を継続的に実施（R６実施：那須塩原市）
・温泉組合・ガイド事業者と連携した、マルシェやイベント等をはじめ那須
町DMO・ビジターセンターによる情報連携や協働プロモーションを展開する
など地域との連携した国立公園の魅力づくりを実施。
・奥日光の地域資源である、釣り・修験道・自然体験・水の要素を組み入れ
たアドベンチャーツーリズム（AT）の磨き上げを実施。
・奥日光での脱炭素先行地域の取り組み開始。
・那須平成の森において、インタープリテーション計画に基づき、人と自然
がともに創ってきた森づくりの能動的推進や、地域連携強化、プログラムの
上質化、人材育成支援の推進などを掲げたマスタープランの具体化に向けた
検討・実証事業の実施
・利用者に安全かつ自然環境に配慮した高付加価値な体験を提供するととも
に、日光国立公園及び自然ガイドの価値やブランド力を向上させるため、日
光国立公園認定ガイド制度を構築した。
・日光国立公園指定90周年を契機とし、記念マークの作成、記念フォーラ
ム、連携イベントの開催等、さらなる魅力を発信するとともに、100周年に
向け歩み出した。
・那須平成の森の情報発信・案内力の強化を推進。
【成果】
・那須平成の森のウェブサイト、SNS、動画、その他メディア等を活用した、
マーケティングの基本戦略を作成。
・那須平成の森ウェブサイトを、体験利用者数の増加や満足度の向上等を目
的として、訴求力を高めたウェブサイトに一部改修（残りは来年度以降順次
対応）。
・那須平成の森の各種取り組みを特集する記事を、幅広く一般に情報発信を
行うウェブサイトに掲載。

・国立公園満喫プロジェクトの５ヵ年の行動計画であるステップアップ
プログラム2025を着実に実行していく。
・国立公園満喫プロジェクトの次期５ヵ年の行動計画を策定する。
・日光国立公園の価値や魅力を来訪者に伝え体感してもらう取組、さら
には保全と利用の好循環に繋がる取組を位置づけし、日光国立公園のコ
アバリュー・ストーリー・体験してほしい活動を入れ込み、日光の強み
を活かした取組を柱とし、IP計画と連動したSUPとしていく。
・自然体験を中心としたコンテンツの充実と案内機能・情報発信・人材
育成を強化し、宿泊者増・観光消費額増に向けた取組を推進する。・日
光国立公園への誘客プロモーションや観光客の受入態勢の環境整備によ
り、外国人利用者・宿泊者増に向けた取組を推進する。
・脱炭素・循環型を実現する国立公園として、脱炭素先行地域やゼロ
カーボンパークの取組とも連動し受益者負担による環境保全の仕組みづ
くりや再生可能エネルギーの利用促進に向けた環境整備やEVの利用促進
等を図る。
・４つのエリア分科会をコアとした、ボトムアップ型の取組を進める。
・地域の価値の再確認・再整理を進め、国立公園内の広域連携したコン
テンツ造成やアドベンチャーツーリズム・サステナブルツーリズム視点
での磨き上げや、IP全体計画との連動や地域ブランディング・ストー
リーの構築を図っていく。
・日光国立公園認定ガイド制度の磨き上げ及び、海外に向け積極的に情
報発信を行い、インバウンドの受入れ体制の強化を図る。
・利用者の利便性向上のため、奥日光地域で運行する低公害バス（ＥＶ
バス）のキャッシュレス化を図る。
・引き続き、那須平成の森マスタープランの具体化と令和8年度からの
本格実施を念頭に、各種計画策定と試行を行ない、持続可能な管理運営
体制を整えていく。また、マーケティング基本戦略に則った、Web改修
やプログラムの改善等を進め、訴求力を高め、来訪者の増加と満足度向
上に取り組む。

日光国立公園内の行政機
関、観光関係事業者（事務
局：栃木県、環境省）
※栃木県よりご提出

関東地方環境事務所、関東
運輸局

環境省、国土交通省、林野
庁、

国立公園等多言語解説等整
備事業、国立公園利用拠点
滞在環境等上質化事業、国
立公園利用促進事業、国立
公園満喫プロジェクト推進
事業
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資料１ー２

No.
観光ビジョン

掲載施策
観光立国推進基本計画

基本的な方針
観光立国推進基本計画

掲載施策
市町村

・地域等 課題・現状 令和6年度の成果及び取組 令和7年度以降の対応方針 実施主体
ブロック
担当部局

連携省庁
活用可能な
補助事業等

9 持続可能な観光地域づくり  国立・国定公園の保護と利
用の推進

富士箱根伊豆国
立公園全体

※当面は「富士
山麓地域」及び
「箱根地域」を
重点地域として
取組を進める。

○旅行形態や目的の多様化などを踏まえ、地域特性を活かした新たなコ
ンテンツや受入環境の整備が求められている。

○オーバーツーリズムにより一部の自然環境や住民の生活環境への負荷
が見られる。

○利用者が多く、火山など自然災害への対応も求められているエリアで
あり、住民、関係者、観光客の協力も得ながら安全かつ快適な利用の推
進や普及啓発等の取組の実施が必要。

【R6年度取組】
【富士山麓エリア】
【IP全体計画作成に引継ぎ】
(1)　東海自然歩道を中心としたインタ―プリテーション全体計画の作成
(2)　保護と利用の好循環を実現するビジネスモデルの構築とビジネスモ
デルを活用したコンテンツ造成・実施
(3)　富士山麓の登山道の官民連携の整備・維持管理体制構築に向けての
意見交換および登山道作業部会設置
(4)　国立公園満喫プロジェクトの行動計画である富士箱根伊豆国立公園
ステップアッププログラム2025に基づく取組を各主体が実施
・田貫湖展望デッキリニューアル
・近自然工法による登山道補修の実施
・五合目以下の山麓の登山道、歩道の利用の推進
(5)　(3)の作業部会の場を活用し、富士山麓の登山道を対象とした標識
ガイドラインの作成
(6)　東海自然歩道を活用したスタンプラリーの実施による山麓利用の推
進

【箱根エリア】
(1)畑引山集団施設地区における水上を含めた交通アクセスの検討及びグ
リーンスローモビリティ実証事業
(2)国立公園利用拠点滞在環境等上質化事業（補助事業）による畑引山集
団施設地区内公衆便所の洋式化（箱根町）
(3)畑引山集団施設地区森のふれあい館等の利活用に関するサウンディン
グ調査（箱根町）
(4)旧東海道沿いの通景伐採
(5)大涌谷等における同時音声翻訳技術モデル実証事業

令和３年度に立ち上げた２地域の協議会を引き続き継続して「富士箱根
伊豆国立公園満喫プロジェクトステップアッププログラム2025（以下、
SUP）」にて定められた取組を推進する。

【富士山麓エリア】
今年度作成したIP全体計画の地域での周知・活用を促進する。IP全体計
画や令和5年度に作成したするストーリーおよびビジネスモデルを活用
したコンテンツ造成・販売を実施する。登山道作業部会において富士山
麓の登山道について情報整理を行う。

【箱根エリア】
「SUP」に基づき、各事業の具体化や関係者間の連携を引き続き図りな
がら、取組を推進していく必要がある。畑引山集団施設地区及びその周
辺地域を対象にした風致景観の維持に支障のない範囲で体験フィールド
の整備を行い、箱根エリアにおける滞在型コンテンツを提供するモデル
地区とすることを目指す。

【富士山麓エリア】関係事
業者、NPO、自治体、環境
省等
【箱根エリア】民間事業
者、箱根DMO、箱根町、神
奈川県、林野庁、環境省等

関東地方環境事務所 国土交通省、林野庁、観光
庁

令和７年度国立公園等多言
語解説等整備事業・国立公
園利用拠点滞在環境等上質
化事業、国立公園満喫プロ
ジェクト推進事業、令和７
年度国立公園における感動
体験・アドベンチャートラ
ベル創出事業

10 景観の優れた観光資産の保
全・活用による観光地の魅
力向上

持続可能な観光地域づくり 良好な景観の形成・保全・
活用

関東 【課題】無電柱化による良好な景観の形成(インフラ施策)
【現状】
■現在、電柱によって地上に張り巡らされている電線類は、防災面の課
題はもとより、歩道の円滑な移動や景観の妨げとなることで、訪日外国
人旅行者に対して国土の魅力を損なう要因となっている。
■これに対応するため、電線共同溝の整備を進めているが、電線共同溝
の整備計画は、沿道開発や電力・通信事業者の計画等を踏まえて策定さ
れてきたものであるが、景観の向上による、観光振興のための地元ニー
ズの反映が必ずしも十分ではないことが課題となっている。
■また、魅力ある景観向上のためには、直轄国道だけでは無く、地方自
治体と連携した地域一体の整備が重要だが、財政難や道路空間の不足等
で地方自治体の整備が進まないことが課題となっている。

・世界遺産、日本遺産等の周辺地区など良好な景観形成や観光振興に必
要な地区の無電柱化を推進。

・引き続き、世界遺産、日本遺産等の周辺地区など良好な景観形成や観
光振興に必要な地区の無電柱化を推進。
・地方公共団体において定める推進計画に基づく無電柱化事業について
は、無電柱化推進計画事業補助制度を活用し、計画的かつ集中的に支
援。また、観光地域振興無電柱化推進事業補助制度の活用についても検
討。

国土交通省ほか 関東地方整備局

11 景観の優れた観光資産の保
全・活用による観光地の魅
力向上

持続可能な観光地域づくり 良好な景観の形成・保全・
活用

関東 【課題】美しい自然・景観の観光への活用
　「日本風景街道」の取組の推進等を通じ、地域と道路管理者等が連携
した多様な活動や道路景観を美しくする取組を進めるとともに、道路空
間の使い方を工夫することにより、景観の美しい、快適なドライブ環境
の創出が課題。
【現状】
　「日本風景街道 関東優秀活動賞」、「日本風景街道 関東交流会」、
「アドバイザー相談会」等を通じて活動支援を実施中

・関東管内の観光資源の把握、風景街道活動団体の課題（活動の衰退，
地域社会との関連性）等を整理し、風景街道活動団体の活動支援方策の
検討と実行を実施。

・各活動団体との継続的な関係の構築を行い、課題に対する具体的な支
援方策を立案し実行することにより、継続可能な風景街道の活動支援を
目指す。

国土交通省等 関東地方整備局

12 持続可能な観光地域づくり 道路空間の観光振興への有
効活用

関東 【課題】道路空間を活用したモーダルコネクト強化
【現状】
■三大都市圏では公共交通分担率が平成17年から増加し、自動車分担率
は減少傾向。
■一方で中心市街地へのアクセスの悪さや回遊のしにくさが空洞化・地
域活性化の弊害の一因として挙げられ、さらなるモビリティの改善が求
められている。

・国道の道路上にカーシェアリングステーションを設置し、有用性等を
検証する社会実験を実施。令和6年は更なる検証を行うため運用方式等
を変更し社会実験を継続。
■取組状況：
・実施期間：令和5年２月～令和８年３月末（予定）
・実施箇所：東京都千代田区丸の内（国道１号の道路上）及び港区新橋
（国道１５号の道路上）
・運営車両：コンパクトカーに拡大

・東京都千代田区丸の内（国道１号の道路上）については、カーブサイ
ド・マネジメント（路肩等の柔軟な利活用、時間帯別運用）に対応した
道路空間の利活用に係る方針の検討を行う。
・港区新橋（国道１５号の道路上）については、カーシェアリングの更
なる利用促進を目指し、運用形態を柔軟に設定した際の有効性等を検証
する。

道路空間を活用したカー
シェアリング社会実験協議
会
　（国土交通省、東京都、
千代田区、港区、警視庁、
有識者、地元代表者、民間
事業者【公募により決
定】）

関東地方整備局

13 地方の商店街等における観
光需要の獲得・伝統工芸品
等の消費拡大

【課題】
○伝統的工芸品等の地域資源の磨き上げを行い、海外における日本の地
域資源のプレゼンスを高めることを通じて、日本の産地等への関心を高
め、日本ブームの創出により、外国人観光客の増加（インバウンド需要
の増加）や輸出促進につなげていくことが必要

【R6年度取組】
○伝統的工芸品産業支援事業等を通じて、海外を含む域外の新たな需要
の取り込みや、外国人観光客のニーズにも対応した商品やサービスの開
発を支援。
〇関東運輸局、北陸信越運輸局と連携し、インバウンド誘致促進を図る
オンラインセミナーを開催し、新たなインバウンド誘致を支援。

【成果】
○伝統的工芸品産業支援補助金　令和６年度管内採択：19件
○高付加価値観光に向けたセミナーの開催によるリアル参加者間のネッ
トワーキング化及びオンライン配信によるノウハウ共有機会の創出。

〇関連機関等との連携により伝統的工芸品等の地域資源の発掘・磨き上
げ、販路開拓を支援し、海外における日本の地域資源のプレゼンスを高
めることを通じて、日本の産地等への関心を高め、日本ブームの創出に
より、外国人観光客の増加（インバウンド需要の増加）や輸出促進につ
なげていく。
○引き続き、関東運輸局農政局、北陸信越運輸局等と連携の上、上記取
組を支援するセミナー等を開催する。

関東経済産業局流通サービ
ス産業課
地域ブランド展開支援室

関東経済産業局流通サービ
ス産業課
地域ブランド展開支援室

関東運輸局
北陸信越運輸局

14 インバウンド回復 日本食・日本食材等の海外
への情報発信

羽田空港
成田空港

（羽田空港全体）
l訪日外国人旅行者の更なる拡大と日本人旅行者の海外旅行需要を喚起す
る取り組みとして、空港型市中免税店2店舗（「Japan Duty Free GINZA
（2016年1月27日開業）」及び「ロッテ免税店 銀座店（2016年3月31
日開業）」）が開業した。
・商品引き渡し場所を空港内出国審査後エリアに確保し、オープン済。
（現在、銀座2店舗の商品を取扱中。）
（成田空港）
・成田空港では、空港型市中免税店の開業に合わせて、同年1月28日に
市中免税店引渡しカウンターを各旅客ターミナルビルにオープンした。
本カウンターは、共同引渡方式として、その運営をNAAリテイリング
（当社のグループ会社）が行っており、現在、㈱Japan Duty Free Fa-
So-La 三越伊勢丹及び㈱ロッテ免税店JAPAN、A&S高島屋デューティー
フリー㈱の3社からの委託を受け、それぞれが運営する上記の空港型市
中免税店3店舗の商品引渡しを行っている。

【R6年度取組】
（羽田空港全体）
・インバウンド旅客急増への対応 (T2国際線免税店舗におけるレジ増設)
・免税店の改装 (TIAT DUTY FREEのレイアウト変更)

・手荷物預かり取扱急増に伴う保管場所の確保 (到着階南側シャワー
ルーム施設の手荷物預かり所への転用)
・TIATラウンジリニューアル
・免税品受け取りロッカーの新設 (出発階一般エリア)
・免税店における精算待ち行列解消のためのレジ増設。
（成田空港）
・空港内出国審査後エリアに空港型市中免税店の商品引渡しカウンター
を設置中。（銀座2店舗及び新宿1店舗の商品を取扱中。）
【成果】
　お客様の利便性向上

（羽田空港）
・免税店の定期リニューアルによる顧客満足の向上
・手荷物預かり取扱急増に伴う保管場所の確保 (到着階南側シャワー
ルーム施設の転用)
・手荷物宅配所の移転(1F)を機とした、省人化に資する新技術の導入検
討

東京国際空港ターミナル
（株）
成田国際空港（株）

東京航空局
関東運輸局

15 成田空港 【課題】
・空港型市内免税店の引渡し対応【解決済】
【現状】
・空港型市中免税店2店舗の商品引渡しに対応中

【R6年度取組】
・空港内出国審査後エリアに空港型市中免税店の商品引渡しカウンター
を設置中。（銀座2店舗の商品を取扱中。）

・引き続き、空港型市内免税店の商品引渡しを実施。 成田国際空港（株） 東京航空局
関東運輸局

16 産業界ニーズを踏まえた観
光経営人材の育成強化

インバウンド回復 観光地等の外国人対応の推
進

大多喜町 【課題】ボランティア通訳ガイドの育成
【現状】観光ボランティアガイドの構成員は、高齢者が多いため、外国
語対応のできる人材が不足

【R6年度取組】
新型コロナウイルスやインフルエンザ等の感染症拡大の影響が町民には
残っており、観光ボランティアガイド英会話教室は引続き中止だった。

開催の有無は確定ではないが、開催する予定。 大多喜町
(一社)大多喜町観光協会

関東運輸局 総務省 多言語音声翻訳システム利
活用実証
ローカルガイド人材の持続
的な確保・育成

17 産業界ニーズを踏まえた観
光経営人材の育成強化

インバウンド回復 観光地等の外国人対応の推
進

富津市 外国人観光客の入込が増加傾向にあるため、来客状況を詳細に把握しな
がら、ハード面の整備の検討やソフト面の意識の醸成を図っていく必要
がある。

【R6年度取組】
外部団体の開催するインバウンドセミナーや外国人観光客に対する対応
の研修等に積極的に参加している。

市内事業者等に対して、外国人観光客対応の研修等への参加を促し、人
材育成強化に引き続き努める。

富津市
富津市観光協会

関東運輸局
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資料１ー２

No.
観光ビジョン

掲載施策
観光立国推進基本計画

基本的な方針
観光立国推進基本計画

掲載施策
市町村

・地域等 課題・現状 令和6年度の成果及び取組 令和7年度以降の対応方針 実施主体
ブロック
担当部局

連携省庁
活用可能な
補助事業等

18 インバウンド回復 外国人旅行者向け消費税免
税店の拡大等によるショッ
ピングツーリズムの推進

関東 免税店の登録拡大
　各地区とも受入環境整備として免税店舗数増加の必要性は認識してい
るものの、以下の点が免税店開設の阻害要因となっている
・費用対効果：導入コスト運用コストと売り上げのバランス
・手続きの煩雑さ：申請書類の作成や提出の手間
・登録後の対応：販売時の書類作成の煩雑さや一般品、消耗品の区別の
判断の難しさ
・周知：免税店の所在を外国人旅行者に認知してもらうためのPRが不足
している

【R6年度取組】
・国に対し、外国人旅行者への免税販売に関して、事業者等への普及啓
発などを通じて免税店舗の拡大等に繋げるとともに、旅行者の一層の利
便性の向上を図ることを、引き続き要望していく。
【成果】
・令和７年度の国の施策及び予算に対する提案要求を取りまとめ、昨年
６月と11月に国に対して要請活動を実施した。

・国に対し、外国人旅行者への免税販売に関して、事業者等への普及啓
発などを通じて免税店舗の拡大等に繋げるとともに、旅行者の一層の利
便性の向上を図ることを、引き続き要望していく。

制度、手続き：国
普及啓発、案内：国、東京
都、事業者

関東運輸局

19 産業界ニーズを踏まえた観
光経営人材の育成強化

インバウンド回復 観光地等の外国人対応の推
進

関東 観光ボランティアの育成・充実
・東京2020大会のレガシーとしてボランティア文化の定着を図っていく
ため、多言語での都内観光案内等のサービスを提供する観光ボランティ
アを引き続き育成するとともに、活動を一層充実させていくことが必要
である。

【R6年度取組】
・ 区市町村等と連携した観光ボランティアの裾野の拡大、中学・高校生
を対象とし観光ボランティアの候補生となる「おもてなし親善大使」の
育成を実施。
・ 外国人旅行者が多く訪れる地域において、タブレット端末等を活用し
た観光ボランティアによる街なかでの観光案内を展開。
【成果】
・中学・高校生のおもてなし親善大使を新たに合計約200名任命した。
・外国人旅行者が多く訪れる10地域において、タブレット端末等を活用
して街なか観光案内を実施した。

・ 区市町村等と連携した観光ボランティアの裾野の拡大、中学・高校生
を対象とした観光ボランティアの候補生となる「おもてなし親善大使」
の育成を引き続き実施していくほか、若い世代のボランティアの確保に
取り組む。
・ 外国人旅行者が多く訪れる地域において、タブレット端末等を活用し
た観光ボランティアによる街なかでの観光案内を展開する。

東京都、各区市町村 関東運輸局

20 産業界ニーズを踏まえた観
光経営人材の育成強化

インバウンド回復 観光地等の外国人対応の推
進

関東 【現状】
 外国人観光客のリピーター・FITのニーズが多様化し、県内の様々な場
所を訪問し楽しむ機会が増える。
【課題】
　外国人観光客に対応できる観光ガイドの確保と質の向上に取り組む必
要がある。
「かながわ認定観光案内人」として認定した方へのフォローアップを行
い、活動の継続性を高める必要がある（神奈川県）

【R6年度取組】
・令和６年度は次の事業を実施し、自然、歴史、文化等の観光コンテン
ツのストーリーを丁寧なおもてなしで伝えることのできる外国人向けガ
イド人材を養成し、ＯＴＡ等にツアーを掲載・提供することで、外国人
観光客の満足度をあげて観光消費額の増加につなげていく。
要件を満たした人材を、「かながわ認定観光案内人」として認定する。
また、過年度の認定者を対象にフォローアップ研修を実施し、「かなが
わ認定観光案内人」の活動を後押しする。

●新規講座
　【日程】
　8/24（土）、8/31（土）、9/22（日）、10/5（土）、
　10/20（日）、11/9（土）、11/23（土）、12/7（土）、
　12/22（日）、1/11（土）、1/18（土）　全11回
・募集人員　20名
・認定については、令和７年３月末ごろを予定。

●フォローアップ研修
　【日程】
　8/31（土）、10/20（日）、11/23（土）、12/7（土）
・対象者　43名
【成果】
　養成講座を実施し、20名が認定見込みである。
　これまでの認定者のツアー催行実績も積みあがっており、本県を訪れ
る外国人観光客のニーズに対応したガイドの育成ができた。

・令和６年度は次の事業を実施し、自然、歴史、文化等の観光コンテン
ツのストーリーを丁寧なおもてなしで伝えることのできる外国人向けガ
イド人材を養成し、ＯＴＡ等にツアーを掲載・提供することで、外国人
観光客の満足度をあげて観光消費額の増加につなげていく。
　要件を満たした人材を、「かながわ認定観光案内人」として認定する
ほか、令和６年度認定者を中心に、過年度の認定者を対象としたフォ
ローアップ研修を行う。
　新たな取組として、認定者のツアー認知度向上を目的としたSNSプロ
モーションや、過去の認定者全員を対象に、認定者同士の情報交換・ノ
ウハウの共有等を目的とした全体研修会を開催し、「かながわ認定観光
案内人」の質と知名度の向上を図る。

【令和７年度新規募集】
・講座回数　11回程度
・募集人員　20名
【過年度認定者フォローアップ研修】
・講座　４回程度を想定
【全体研修会】
・講座　１回を想定
【SNSプロモーション】
・認定者のツアーをSNSで発信

神奈川県 関東運輸局 ローカルガイド人材の持続
的な確保・育成

21 産業界ニーズを踏まえた観
光経営人材の育成強化

インバウンド回復 観光地等の外国人対応の推
進

関東 【課題】
　訪日外国人受入態勢の整備（二宮町）
【現状】
　訪日外国人に対応できる職員又はボランティアの体制ができていな
い。

【R6年度取組】
令和６年度は取り組みなし。

外国語表記の観光パンフレットを新たに作成・活用しながら、訪日外国
人に対応する。
なお、対応できる職員やボランティアの体制については、引き続き検討
している。

二宮町・二宮町観光協会 関東運輸局

22 産業界ニーズを踏まえた観
光経営人材の育成強化

インバウンド回復 観光地等の外国人対応の推
進

関東 【課題】
　多言語対応できるガイドがいない。（南足柄市）
【現状】
　英語対応出来るガイドは現在２名。
　多言語対応出来るツールがない。

【R6年度取組】
一部の掲示物を英語や中国語で作成するなどして外国人対応を行った。
【成果】
ガイドの育成はできておらず、外国人対応は進んでいない。

多言語対応アプリを活用して案内が出来るようにする。 南足柄市
南足柄市観光ボランティア
ガイド

関東運輸局

23 産業界ニーズを踏まえた観
光経営人材の育成強化

インバウンド回復 観光地等の外国人対応の推
進

関東 【課題】
　訪日外国人に対応できる職員又はボランティアの体制ができていな
い。（秦野市）
【現状】
　平成２９年に外国語対応のできる通訳ボランティアを募集し、養成講
座を行うなど、訪日外国人に対応できる環境を整備している。

【R6年度取組】
観光案内所には外国語対応可能なスタッフも勤務しており、外国人観光
客の対応を行っている。

英語対応可能なスタッフについては引き続き雇用し、訪日外国人観光客
の増加が見られれば必要なボランティア体制などを検討していく。
また、携帯型翻訳機なども活用していく。

秦野市
秦野市観光協会

関東運輸局

24 インバウンド回復 観光地等の外国人対応の推
進

関東 【現状】
　神奈川県を訪れた外国人観光客へのアンケートによると、不満に感じ
る点として、言語やコミュニケーションの難しさが挙がっている。
【課題】
　言語やコミュニケーションに対する不満点を改善する取組みを推進す
る必要がある。（神奈川県）

【R6年度取組】
・令和６年度は、県内の観光関連事業者が行う多言語案内・翻訳システ
ム機器の購入等に対し、補助した。
◆神奈川県観光客受入環境整備費補助金
　Ｒ６採択事業件数　24件

令和６７年度についても引き続き実施する方向で検討している。 神奈川県 関東運輸局

25 産業界ニーズを踏まえた観
光経営人材の育成強化

インバウンド回復 観光地等の外国人対応の推
進

関東 【課題】
・より多くの外国人観光客を迎え入れるために、これまで培ってきたお
もてなしの精神を向上させる必要が生じている。国籍、年齢及び身体状
況に関わらず誰しもが満足いただけるおもてなし（ホスピタリティ）の
強化が課題となっている。（伊勢原市）
・国籍、年齢、身体状況に関わらず、訪れてよしといった心地よさを提
供するため、地域に根付くおもてなしの精神をさらに深化させ、「また
来よう」と思う魅力ある地域づくりを目指す。（伊勢原市）
【現状】
・「大山おもてなし塾」を開講し、「おもてなし」スキルの向上に必要
な各種プログラムを実施する。
・大山の先導師旅館ならではの大山講の納太刀やみそぎ（滝行）などの
体験プログラムを用意し、外国人観光客を誘客する。神奈川県の観光魅
力創造協議会による外国人のモニターツアーを実施し、外国人アドバイ
ザーの意見を踏まえて、今後外国人向けツアーの定着を図っていく。
・比較的廉価なおいしい新メニューを、大山周辺の飲食店で提供しても
らうよう働きかけ、大山の新たな魅力を創出する。小田急グループが実
施する、とうふ味めぐりキャンペーンと連携し、新メニュー作成や新た
な魅力創出につなげる。
観光アプリの活用を継続して実施し、おもてなしの向上を図る。
・平成30年３月に日向薬師の公衆トイレの洋式化を実施した。平成31年
2月末を目標に比々多神社の公衆トイレを改修を進めている。今後も公
衆トイレの洋式化を進める。

【R6年度取組】
■地域通訳案内士の活用
■大山猪鹿(ジビエ)フェア
・大山の宿坊と飲食店で、ジビエを特産品としたPRキャンペーンを実
施。(10月23日～3月31日)
・英語版のチラシを作成し、インバウンド集客を強化。
・商品券付きの英語アンケートを実施し、リピーター獲得に着手
【成果】
■地域通訳案内士の活用
・インバウンド向けモニターツアーにおいて、大山地域通訳案内士を活
用した。

■大山猪鹿(ジビエ)フェア
・チラシにスタンプラリーの要素を入れたことで、周遊目的の来訪者も
取り込める形となった。
・英語版のチラシを小田急沿線の駅や在日米陸軍キャンプ座間基地で配
布できたことで、インバウンド獲得のきっかけ作りとなった。
・英語版のチラシを作成したことで、小田急町田駅と新百合ヶ丘駅の構
内に大山猪鹿フェア実行委員のメンバーが出向き、外国人に直接ＰＲす
ることができた。

■地域通訳案内士の制度活用
・地域通訳案内士の活用に向けた組織化やフォローアップを実施予定

■集客施策
・大山宿坊を中心に、地元との勉強会等を実施してジビエや大山とうふ
などの地元の特産品を活用した新メニューの開発などを引き続き検討す
る。

■大山猪鹿(ジビエ)フェア
・大山地区を中心としたインバウンド誘客を推進するための周遊要素の
充実化や多言語対応での広報手段を検討する。

■受け入れ体制強化のための施設改修
・市営大山第1駐車場公衆トイレにおけるホスピタリティの向上のた
め、建替を検討する。

伊勢原市 関東運輸局 「食」の力を最大活用した
ガストロノミーツーリズム
推進事業

26 産業界ニーズを踏まえた観
光経営人材の育成強化

インバウンド回復 観光地等の外国人対応の推
進

埼玉県 【課題】
多言語で観光案内等ができる人材の育成
【現状】
訪日外国人観光客の増加に伴い、地域の観光施設、観光案内所、宿泊施
設等の観光関連施設で多言語対応ができる人材が不足している。また、
ボランティアガイドの後継者不足が課題となっている。

【R6年度取組】
■実施主体：埼玉県
■解決方法：
おもてなしの心を持ち、外国語で県内主要観光地を案内することができ
るガイドを育成し、本県観光地を多言語案内出来るようにする。
■実績：令和5年度：19人
※令和５年度は、従来の基礎研修のほか、知識造成だけでなく、おもて
なし通訳案内士自身が商品を造成するOTAサイト掲載支援や、OTA掲載
のツアーガイドとしての育成等をスキルアップ研修を実施。
【成果】
■おもてなし通訳案内士認定数：25名（見込み）
令和６年度は、県内観光地２か所を舞台に、現地観光協会が今後販売し
ていくツアー行程を教材として実践的な研修を行った。ガイド受講者の
うち、全過程を修了した者をおもてなし通訳案内士、その中でも特に優
秀な成績を修めた者をおもてなし通訳案内士プラスとして認定する。

引き続き、「おもてなし通訳案内士」の育成及びスキルアップを進めて
いく。

埼玉県 関東運輸局

4
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No.
観光ビジョン

掲載施策
観光立国推進基本計画

基本的な方針
観光立国推進基本計画

掲載施策
市町村

・地域等 課題・現状 令和6年度の成果及び取組 令和7年度以降の対応方針 実施主体
ブロック
担当部局

連携省庁
活用可能な
補助事業等

27 産業界ニーズを踏まえた観
光経営人材の育成強化

インバウンド回復 観光地等の外国人対応の推
進

栃木県 観光業における業務の効率化や環境対策、人材不足等が課題となってい
る。

【R6年度取組】
・観光業経営者等を対象に、観光危機管理やインバウンドマーケティン
グに関するセミナーを開催した。
【成果】
・観光業経営者等を対象に、災害対応事例の紹介やインバウンド動向等
に関する研修を開催し、観光業の次世代リーダーの育成を支援した。

観光業経営者等を対象に、業務改善や災害時の対応力向上等に関する研
修を開催し、観光業の担い手人材を育成する。

栃木県 関東運輸局

28 インバウンド回復 インバウンドの回復に向け
た集中的取組

関東 東京周辺で宿泊を希望する外国人旅行者数の需要の取り込む際に、宿泊
単価が市場価格よりも下がらないよう、上質な宿泊地としてのイメージ
を保ちながら、外国人旅行者のための宿泊を確保することが望まれる。

【R6年度取組】
（取組）
・今年度は中国・台湾・タイ・オーストラリア・アメリカをターゲット
とし、情報発信事業及び受入環境整備事業に力を入れて取り組んだ。
・情報発信事業においては、ウェブサイト拡散のための広告事業及び各
市場に向けた記事掲載事業等の情報発信を実施している。
・受入環境整備事業においては、外国人旅行者受入に意欲的に取り組む
事業者への支援として、施設への個別訪問・ヒアリングを通した現状課
題の把握、課題解決のサポートをする等の内容を盛り込んだプロジェク
トを実施している。
【成果】
県内外国人宿泊者数
H28  197,090人泊
H29  270,620人泊
H30  274,860人泊
R1   269,090人泊
R2    65,150人泊
R3    11,832人泊
R4    36,250人泊
R5   316,610人泊
R6   329,810人泊（R6年11月末での速報値）
※観光庁宿泊旅行統計（従業員10人以上の施設）

R7年度は、世界に誇る「リトリートの聖地」を目指し、外国人旅行者を
ターゲットにした基盤整備、コンテンツ創出、プロモーションを進める
ことによって、滞在の長期化と観光消費額の向上に繋げる。

・多言語観光ウェブサイトの運用・拡充
・インバウンド向け交通チケットデジタル化推進
・「サステナブルな観光」取組促進
・高付加価値体験コンテンツ創出支援
・市場別プロモーション

群馬県 関東運輸局

29 宿泊施設不足の早急な解消
及び多様なニーズに合わせ
た宿泊施設の提供

持続可能な観光地域づくり 宿泊施設の整備促進 関東 【現状】
　県内の宿泊施設において、ビジネスホテルの稼働率が80％台で推移し
ているのに対し、旅館の稼働率は40％台で推移しており、本市の宿泊施
設の稼働率もこの傾向に当てはまる状況にある。
【課題】
　市内の温泉旅館においては、外国人観光客を今以上に取り込むことが
できれば稼働率の向上が期待できることから、受け入れ環境の整備（施
設の老朽化、宿泊プランの改善ほか）が課題となっている。（厚木市）

【R6年度取組】
・訪日外国人に対する観光地としての受入環境を整えるための経費の一
部を助成した。
受入環境整備事業補助金
申請件数：４件
交付額：307,000円（予定）
事業名：英語表記を加えたメニュー表作成
【成果】
外国人観光客の受け入れ環境の整備を推進することで観光客の満足度向
上を図られ、リピーターを含む観光客拡大につながった。

・引き続き訪日外国人に対する観光地としての受け入れ環境整備に係る
費用の一部を補助するほか、観光客の増加につなげるため環境づくりを
推進していく。

厚木市 関東運輸局

30 インバウンド観光促進のた
めの多様な魅力の対外発信
強化

インバウンド回復 観光地等の外国人対応の推
進

富里市 外国人観光客に対応できるよう受け入れ体制を整える。 【R6年度取組】
観光協会で会員店舗へ多言語翻訳機器の貸与を行った。
また、外国人観光客を含め観光客が立ち寄れる観光・交流拠点の整備に
取り組んでいる。
【成果】
具体的な調査は行っていないが、観光・交流拠点施設「末廣農場」では
中華圏の観光客を中心に来訪が増加している。

引き続き、外国人観光客に対応した機能整備を推進するとともに、外国
人観光客の誘客策を検討する。

富里市・ＮＰＯ法人富里市
観光協会

関東運輸局

31 インバウンド観光促進のた
めの多様な魅力の対外発信
強化

インバウンド回復 観光地等の外国人対応の推
進

柏市 訪日外国人の増加に伴い，市内の宿泊施設における外国人宿泊者数は増
加傾向にある。しかしながら，その多くは市内での買い物や観光をほと
んど行わず，都内で行っている状況である。このため，多言語版の観光
パンフレットの作成及び周知による外国人観光客の消費額増加を図るこ
とは課題の一つとなっている。

【R6年度取組】
平成31年4月にリニューアルオープンした本市の観光案内所「かしわイ
ンフォメーションセンター」では，多言語対応のホームページを構築す
るとともに，外国人スタッフによるイベントレポートなど，多言語での
情報発信に力を入れている。また，本市の魅力の一つである柏駅周辺の
飲食店や市内観光施設を外国人宿泊客へＰＲする広報媒体として，多言
語版観光マップを作成している（今年度内に完成予定）。
柏市観光協会は，令和元年5月に多言語版ホームページを開設し，体験
メニューの紹介をするなど，外国人観光客に向けた情報発信を強化して
いる。また，柏市の各地域に伝わる昔話を活用して「柏のむかしばなし
観光資源化事業」を行い，地域資源の活性化を推進している。
【成果】
本市の観光案内所「かしわインフォメーションセンター」での多言語対
応のホームページを構築するとともに，市内観光施設を外国人宿泊客へ
ＰＲする広報媒体として，多言語版観光マップ「KASHIWA GUIDE MAP」
を作成し，配布を行った。
柏市観光協会は，令和元年5月に多言語版ホームページを開設し，体験
メニューの紹介をするなど，引き続き外国人観光客に向けた情報発信を
行っており，また，柏市の各地域に伝わる昔話を活用して「柏のむかし
ばなし観光資源化事業」を行うことで地域資源の活性化を推進した。

「かしわインフォメーションセンター」については，令和6年度末を
もって廃止し，令和7年度に新たな観光案内所を開設する。ホームペー
ジやガイドマップ等については引き続き多言語版を充実させるととも
に，SNSをはじめとした各種広報媒体も用いて，外国人に向け積極的な
情報発信を行う。

NPO法人柏ソーシャルキャ
ピタル協会（H31から），
柏市観光協会，柏市

関東運輸局

32 インバウンド観光促進のた
めの多様な魅力の対外発信
強化

インバウンド回復 観光地等の外国人対応の推
進

柏市 訪日外国人の増加に伴い，市内の外国人宿泊者数も増加傾向にあるが，
外国語対応可能な観光案内所の整備ができていない。

【R6年度取組】
前述の「かしわインフォメーションセンター」は，外国人（宿泊者）が
来館・利用しやすい環境整備の一つとして，フルタイムで英語対応可能
な観光案内スタッフの常駐や案内サインの環境整備を行い，「外国人観
光案内所カテゴリーⅡ」の認定を今年度取得した。
【成果】
令和6年度も引き続き英語対応可能なスタッフを配置し，外国人向けの
対応を充実させた。

「かしわインフォメーションセンター」は令和６年度で廃止し，令和７
年度に新たな観光案内所を開設する予定。観光案内所においても，自動
翻訳アプリ等を活用して外国人来訪者対応を行っていく。

NPO法人柏ソーシャルキャ
ピタル協会（H31から），
柏市

関東運輸局

33 インバウンド観光促進のた
めの多様な魅力の対外発信
強化

インバウンド回復 観光地等の外国人対応の推
進

銚子市 観光案内所や観光スポット、２次交通機関、宿泊施設、土産屋等の観光
関連施設では、多言語対応の人材が不足している。また、パンフレット
やホームページについても整備できていない現状である。

【R6年度取組】
■実施主体：銚子市、銚子DMO
■解決方法：多言語対応やおもてなしに係る勉強会を実施し、地域全体
のインバウンドに対する気運を高め、外国人観光客の受入環境を整え
る。各観光施設などのパンフレットやホームページでの多言語対応につ
いては、事業者ごとの判断に任せる。
■取組内容
　2016年10月　外国語版銚子市観光パンフレット改訂（英語、中国語
繁体字、中国語簡体字）
　2017年1月　外国人観光客へのおもてなしセミナーの実施
　2017年2月～　台湾国内向け訪日観光客PR用SNSメディア「ラーチー
ゴー」への銚子市PR記事を継続して掲載
　2017年6月　外国語版銚子市観光パンフレット改訂（英語版、中国語
繁体字、中国語簡体字）
　2018年2月　文学碑案内板を多言語化（英語、中国語繁体字）
　2019年3月　市内6か所の観光案内板を多言語化（英語、中国語繁体
字、韓国語、タイ語）
　2019年3月　市内14か所の観光スポットの多言語音声ガイドを作成
（英語、中国語）
【成果】
ラーチーゴー閲覧数　114,218件（2017.2.20-2019.6.18）
外国人観光客宿泊者数　2,501人（2015）→7,595人（2024）※1月末時
点

■対応方針
　多言語版観光ポータルサイトの作成及びSNSの活用等により、より効
果的なインバウンド誘客を目指す。

銚子市、銚子市観光協会 関東運輸局 地方創生推進交付金
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資料１ー２

No.
観光ビジョン

掲載施策
観光立国推進基本計画

基本的な方針
観光立国推進基本計画

掲載施策
市町村

・地域等 課題・現状 令和6年度の成果及び取組 令和7年度以降の対応方針 実施主体
ブロック
担当部局

連携省庁
活用可能な
補助事業等

34 インバウンド観光促進のた
めの多様な魅力の対外発信
強化

インバウンド回復 地方誘客に効果の高いコン
テンツの整備

銚子市 市内の外国人宿泊者数は、719人（Ｈ26）から3,446人（2019）に増加
しているが、インバウンドを推進していくためのノウハウは少なく、自
治体や民間事業者における連携体制の構築が出来ていないため、効果的
なＰＲが出来ていない。

【R6年度取組】
　2016年10月～2017年2月　勉強会実施（全5回）
　2017年2月　モニターツアー実施
　2017年2月～　台湾国内向け訪日観光客PR用SNSメディア「ラーチー
ゴー」への銚子市PR記事を継続して掲載
　2018年3月　インバウンドサイクリスト向けモニターツアーを実施
　2019年3月　寿司握り体験プログラムの開発及びモニターツアーを実
施
■成果
ラーチーゴー閲覧数　114,218件（2017.2.20-2019.6.18）
外国人観光客宿泊者数　2,501人（2015）→7,595人（2024）※1月末時
点

■対応方針
　観光体験プログラムの開発、観光イベントの開催等により、より効果
的なインバウンド誘客を目指す。
■取組内容
　2020年7月　東京2020ホストタウン事業として、台湾PRイベント実施

銚子市、銚子市観光協会、
台湾文化センター

関東運輸局

35 インバウンド観光促進のた
めの多様な魅力の対外発信
強化

インバウンド回復 観光地等の外国人対応の推
進

銚子市 【課題】

【現状】
多くの事業者において、公衆無線ＬＡＮ整備の必要性に疑問を感じてい
る。費用対効果が不透明で投資に値する需要があるか分からないため、
整備に慎重になっている。

■解決方法：千葉県が実施する補助事業（補助対象事業費の2/3）を活
用して、公衆無線ＬＡＮ整備を実施。
【R6年度取組】
■取組内容
　2016年6月～11月　公衆無線ＬＡＮ整備（5か所）
　2016年11月　市HPにて整備箇所（5か所）を周知
　2018年2月　公衆無線ＬＡＮ整備（1か所）
　2018年2月　市HPにて整備箇所（1か所）を周知
　2019年3月　公衆無線ＬＡＮ整備（1か所）
　2019年3月　市HPにて整備箇所（1か所）を周知
　2020年7月　公衆無線ＬＡＮ整備（2か所）
■成果
外国人観光客宿泊者数 2,501人（2015）→ 7,595人（2024）※1月末時
点

■対応方針
　観光事業者と連携し、公衆無線ＬＡＮ整備箇所を増加させていく。

銚子市、銚子市観光協会、
銚子市公衆無線LAN整備協
議会

関東運輸局 千葉県公衆無線ＬＡＮ観光
整備事業

36 インバウンド観光促進のた
めの多様な魅力の対外発信
強化

インバウンド回復 戦略的な訪日プロモーショ
ンの実施

関東 【課題】
・国際観光地化にむけて、周知がまだまだ不十分な状態であり、国外に
向けた強力でかつ効果的な情報発信が必要である。（伊勢原市）
・国際観光地化に向けて、外国人観光客の誘客を図るために、発信する
情報を充実・強化した上で、効果的な観光情報の提供を行う。（伊勢原
市）
【現状】
・大山紅葉ライトアップ、絵とうろうまつりなどの観光イベントの充
実・強化として、「下社や大山寺からの夜景」を新たな魅力として活用
したイベントを実施する。
・駅到着時からお客様にWELCOMEを感じていただくべく、伊勢原駅北
口において、着ぐるみでのお迎えやバスターミナルに『ようこそ!大山
へ』の看板設置等によりお出迎えの演出を進めるとともに、Wi-fi設備の
整備による情報発信の強化や、観光案内所における外国人旅行者の利便
性の向上、観光音声ガイドの導入などを図る。
・８月１１日の山の日に合わせ、夜景と絵とうろうまつり、納太刀
ウォークなど昼から夜まで楽しめる、山の日記念イベントを実施し、Ｇ
Ｗ期間と紅葉シーズンには駅前での着ぐるみによるお迎え等のおもてな
し事業を実施した。平成２８年度に大山地域でのWi-fi設備の整備が完了
し、観光アプリにより国内外に大山の魅力を発信していく取組を進め
る。
・今後も駅までのおもてなし実施や、Wi-fi設備の整備による情報発信の
強化を進めていく。

【R6年度取組】
■インバウンド向け観光プロモーション
英語版Instagram及びFacebookによる観光プロモーションの実施

■MICE向けコンテンツの造成
令和５年度の包括連携協定を締結したパシフィコ横浜と共同でMICE特別
ツアーを造成し、販売を開始した。

■観光再始動事業の実施
観光庁の採択を受け、「江戸庶民の娯楽、粋な大山詣り」を再現したイ
ンバウンド向け特別ツアーを実施した。
【成果】
・インバウンドや日本在住の方々に対し効果的に情報を発信することが
できた。
・地域観光新発見事業を通じ、76名の誘客と民間事業者が主体となる旅
行商品の販売体制を確立することができ、事業の自走が図られた。

■駅前おもてなし事業の実施
観光客の多いゴールデンウィークや紅葉シーズンに合わせて鉄道利用者
に向けたパンフレットの配布や観光情報の提供、市公式キャラクターに
よるお出迎えなどの事業をコロナ感染状況を考慮して検討。

■観光コンテンツの継続的な販売
民間事業者が主体となるインバウンド向け体験型コンテンツの販売に対
する継続的な支援の実施。

伊勢原市 関東運輸局

37 インバウンド観光促進のた
めの多様な魅力の対外発信
強化

インバウンド回復 地方誘客に資する各種のコ
ンテンツ整備

関東 【現状】
　町単体では観光資源や設定できるルートが限られる。
【課題】
　広域連携事業を行っている藤沢市や茅ヶ崎市と連携することで、寒川
町の観光資源を生かすことのできる観光ルートの形成を行う。（寒川
町）

【R6年度取組】
・広域連携（県・県観光協会・3市3町）の、湘南地区観光振興協議会で
前年度に作成したガイドブックを引き続き配架し、周知を図った。
また、同協議会にてイオンモール幕張新都心エキマエコート（以下千葉
会場とする）、及び静岡パルシェいろどり広場（以下静岡会場とする）
にて、各地域のPRを行った。
・Guidoorにて多言語によるインバウンド向けの観光情報発信を継続。
・広域で現在実証実験を行っているシェアサイクル事業について、スル
ガ銀行と協定を結び、同行のSNSに各地域のスポット紹介を掲載。
【成果】
・湘南地区観光振興協議会の県外キャンペーンの成果
パンフレットブースについて、各市町のパンフレットやノベルティグッ
ズを配架し、千葉会場、静岡会場ともに全てお渡しすることが出来た。
寒川町の物販ブースについて、千葉会場ではPatisserie Chouxの菓子類5
種類（計60点24,000円）を完売・PonCha5種（計60点）の内7点（4,200
円）を販売できた。静岡会場ではPonCha2つセットを2種類とばら売り1
種類の計3種類（計15点14,000円）を完売できた。
その他ゲームコーナーやフォトブースの設置、各市町のゆるキャラ（寒
川町からはコロ坊）やキャンペーンレディ（寒川町にはいません）等を
活用したPRを実施した。

・観光協会や近隣自治体と連携し、観光振興に努める。

・近隣自治体と連携し、湘南地区の魅力を創出し、誘客を図っていく。
・Guidoorを活用した、より効果的なPRの継続実施を検討する。
・神奈川県にて実施している「外国人観光客の観光資源周遊に資する受
入環境整備事業」の採択を受けた事業者と連携し、町内観光情報を掲載
する多言語対応のWEBサイトについては必要に応じて更新を行う。
・引き続きシェアサイクルのポートの設置や広域での取り組みについて
検討

寒川町、寒川町観光協会 関東運輸局

38 民間のまちづくり活動等に
よる「観光・まち一体再
生」の推進

持続可能な観光地域づくり 駅周辺等における「観光・
まち一体再生」の推進

関東 【課題】
　設置できる場所の検討（海老名市）
【現状】
　市内に観光案内所が存在しない。

【R6年度取組】
観光案内所の設置は見送ることとなった。
【成果】
案内所は設置できなかったが、民間商業施設のデジタルサイネージを活
用し市の情報発信を開始した。

観光案内所の設置は見送ることとなった。
公共・民間施設の情報媒体の活用について検討する。

海老名市 関東運輸局

39 インバウンド観光促進のた
めの多様な魅力の対外発信
強化

インバウンド回復 観光地等の外国人対応の推
進

関東 【課題】
　今後外国人観光客の増加が見込まれるうえで、外国語対応や周辺地域
の観光案内・情報提供ができる体制を整備する必要がある。（秦野市）
【現状】
　秦野駅前観光所には外国語対応ができるスタッフも勤務しているが、
常駐ではない。

・観光案内所には外国語対応可能なスタッフも勤務しており、外国人観
光客の対応を行っている。

英語対応可能なスタッフについては引き続き雇用し、訪日外国人観光客
の増加が見られれば必要なボランティア体制などを検討していく。
また、携帯型翻訳機なども活用していく。

秦野市
秦野市観光協会

関東運輸局
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資料１ー２

No.
観光ビジョン

掲載施策
観光立国推進基本計画

基本的な方針
観光立国推進基本計画

掲載施策
市町村

・地域等 課題・現状 令和6年度の成果及び取組 令和7年度以降の対応方針 実施主体
ブロック
担当部局

連携省庁
活用可能な
補助事業等

40 インバウンド観光促進のた
めの多様な魅力の対外発信
強化

インバウンド回復 観光地等の外国人対応の推
進

関東 【課題】
・湯河原町は、純和風旅館が多いため、日本の文化習慣に触れる機会が
多く、新型コロナウイルス感染症の拡大以前は訪日外国人旅行者も喜ん
でいただいているが、アフターコロナによるインバウンド需要が復活し
た際に、浴衣の着方や温泉入浴のマナーなどの日本の文化習慣の理解が
促進され、より安全にトラブル等がなく楽しめる環境が必要である。
（湯河原町）

【現状】
　外国語パンフレットの作成、おもてなし英会話講座の実施など、受け
入れ体制の整備を整えているところである。

【R6年度取組】
(R7.2.28現在）
・Facebookファンページ及び新たにInstagramを開設し、台湾語翻訳した
内容を情報発信。また、Facebookにおける情報発信においては、台湾向
けインフルエンサーを起用。
【令和５年度】（R6.1.17時点）
・外国人を講師に招き、店舗に訪問する「おもてなし英会話講座実践
編」を開催予定（令和６年１～３月に実施予定）
・Facebookにファンページを開設し、台湾語翻訳した内容を情報発予
定。
・台湾で行われた旅行業者向けの商談会において、本町のＰＲを実施し
たほかノベルティの配布を行った。
【令和４年度】
・台湾向けインフルエンサーを起用し、女子旅向けのプランを組み、旅
行の様子をyoutubeにアップした。令和４年９月15日公開　再生数
89,909　高評価1071　コメント52
・外国人を講師に招き、店舗に訪問する「おもてなし英会話講座実践
編」を開催（令和５年1/26、2/16、3/16）し、受け入れ態勢の充実を
図っている。
【令和３年度】
・台湾向けのプロモーションとしてYoutuberを起用したファミリー向け
の観光動画の令和３年11月に撮影し、プロモーションを実施した。
令和３年12月27日公開　再生数20,604　高評価1,259　コメント131
・外国人を講師に招き、店舗に訪問する「おもてなし英会話講座実践
編」を開催（令和４年1/27、2/24、3/24）し、受け入れ態勢の充実を
図っている。
【令和２年度】
・令和２年４月から、駅前観光案内所において、タイからの留学生を職
員として採用し、英語、タイ語での観光案内業務、観光情報発信業務を
実施している。また、町が率先して留学生を職員として採用すること
で、各旅館等での労働力不足の解消の手段としても、留学生を採用する
という事例が生まれている。

・左記を継続実施していく。 湯河原町 関東運輸局

41 インバウンド観光促進のた
めの多様な魅力の対外発信
強化

インバウンド回復 戦略的な訪日プロモーショ
ンの実施

関東 【課題】
訪日外国人旅行客の様々なニーズに対応すべく、新たな周遊構築促進の
施策が必要である。

【現状】
さいたま市や新幹線沿線各自治体のPRは十分であるとは言えない状況で
ある。

【R6年度取組】
■実施主体：さいたま市、東日本の新幹線沿線自治体
■方針：平成27年10月26日に、東日本の各新幹線沿線自治体により、
地方創生及び地域の活性化に向けた「東日本連携・創生フォーラム宣
言」を採択したことを踏まえ、連携各都市の物産、祭、イベント等を活
用し広域的な周遊ルートを構築する。
■具体的取組
・東日本で連携した観光施策について協議・実施

【成果】
・東日本WEBサイトの運営を通じて、各都市の観光情報の連載・特集
ページの作成、YouTubeやX、Instagramなどの各種SNS,デジタルパンフ
レット、インフルエンサー等を活用し情報発信したことで、連携都市間
の観光促進に寄与できた。

■東日本各地域と連携した事業の実施
・東日本WEBサイトの運営
・東日本SNS,及びインフルエンサー等による情報発信
・共同誘客キャンペーンの実施
■まるまるひがしにほん（東日本連携センター）を活用したプロモー
ション

さいたま市 関東運輸局

42 観光教育の充実 持続可能な観光地域づくり 地域の固有の文化、歴史等
に関する知識の普及の促進
等

関東 【課題】若者や学生の観光をテーマとして教育機会の充実の場として活
用していくことが課題（国土交通省）
【現状】地域の観光資源が集まる「道の駅」において、観光や地域振興
を学ぶ学生の課題活動やインターンシップの場として活用する取組を進
めている。

・年間を通したゼミ活動等として実施する連携企画型の実習について、
延べ29大学（R7.3末時点）が道の駅との連携した取り組みを進めてい
る。

・それぞれの取り組み状況について、道の駅に関する会議や、道の駅の
イベント等で、各市町村等へ周知するなど取り組みを進める。

国土交通省 関東地方整備局

43 民間のまちづくり活動等に
よる「観光・まち一体再
生」の推進

インバウンド回復 観光案内拠点の充実 関東 観光案内機能の拡充・展開
・多様化する旅行者のニーズに的確に対応した観光情報を提供していく
ため、観光案内窓口において、多言語で観光情報を提供する体制をさら
に充実させていくことが重要

【R6年度取組】
・ 区市町村や観光関連団体、民間事業者等と連携して、都内全域におい
て、観光案内窓口の整備を実施。
・これまでに指定した広域的な観光案内拠点及び東京観光案内窓口に対
し、観光案内機能の充実を図る。
【成果】
・ 区市町村や観光関連団体、民間事業者等と連携し、都内に新たに30
カ所程度の観光案内窓口を整備した。
・広域的な観光案内拠点及び東京観光案内窓口に対し、年に2回研修会
等を実施し、観光案内機能の充実を図った。

・ 区市町村や観光関連団体、民間事業者等と連携して、都内全域におい
て、観光案内窓口の整備を実施。
・ これまでに指定した広域的な観光案内拠点及び東京観光案内窓口に対
し、観光案内機能の充実を図る。

東京都 関東運輸局

44 景観の優れた観光資産の保
全・ 活用による観光地の魅
力向上

インバウンド回復 観光地等の外国人対応の推
進

関東 【課題】
　増加する外国人観光客に対して、更なるおもてなしの向上が求められ
る。（藤沢市）
【現状】
　増加する外国人観光客に対して、更なるおもてなしの向上が求められ
るが、江の島島内をはじめとした公衆トイレについては、規模・規格と
もに課題がある箇所がある。

【R6年度取組】
・近年増えているアジア圏からのお客様に対応するため、中国語（繁・
簡・広）、タイ語、韓国語、ベトナム語、インドネシア語など、英語以
外の言語で対応できる方を対象にボランティアガイドを募集し、外国語
ボランティアを増員した。
【成果】
・増員した１２人全員が実際に活動しており、多様な言語に対応できる
仕組みが構築された。

マーケティングや情報発信、アンケート等を実施し、市内観光経済の再
活性化を図る。さらに、おもてなし向上のため、ボランティアの研修等
を実施する予定。
江の島島内をはじめとした公衆トイレについては、規模・規格ともに課
題がある箇所を引き続き検討する。

藤沢市 関東運輸局 ・社会資本整備総合交付金
・訪日外国人旅行者受入環
境整備緊急対策事業

45 民間のまちづくり活動等に
よる「観光・まち一体再
生」の推進

千葉市 【課題】エリアマネジメントの民間開放によるMICE都市としての魅力向
上
【現状】
・幕張メッセは、幕張新都心の中核的施設として国際的な会議･イベン
トを年間812件開催、来場者約466万人を集客(R5年度実績)しているが、
賑わいの効果を施設内だけでなく、街全体に波及させていく必要があ
る。
・道路空間と民間敷地等を一体で活用することにより、経済効果・賑わ
いの効果を、幕張メッセの施設内だけでなく街全体に波及させ、MICE機
能の向上および街全体の活性化を実現させる。

【R6年度取組】
（主なもの）
■マクハリイルミ24/25【R6.11.8～R7.1.31】
　幕張新都心の持続可能性と多様性をレインボーカラーで象徴するイル
ミネーションを実施した。海浜幕張駅から会場になる幕張メッセの歩行
動線上のうち駅周辺部分（駅前の南口広場及び北口広場）を中心に周辺
施設と連携して実施した。
■スイス・クリスマスマーケットinマクハリ2024【R6.12.13～15】
千葉市と姉妹都市であるスイス・モントルー市の冬の風物詩であるクリ
スマスマーケットを海浜幕張駅南口の駅前広場や一部民間施設を会場と
して地域一体となって開催した。
スイス関連の物販や飲食販売、クリスマスジャズコンサートなどのス
テージイベントなどを実施した。
■文化庁主催のアート事業（MUSIC LOVES ART-MICUSRAT-）
世界的に展開できるアート作品等をアーティストと創作し、日本を文化
芸術のグローバル発信拠点へと成長させるプロジェクト「MUSIC LOVES
ART2024 - MICUSRAT (マイクスラット) -」を、SUMMER SONICと連携
して開催した。若手現代アーティストの作品などが、幕張メッセ、JR海
浜幕張駅前・JR幕張豊砂駅前、幕張ベイタウンのほか、周辺企業等と連
携し一部民間敷地に展示された。

【成果】
幕張メッセや周辺企業と連携し、公共空間と民間敷地等を一体で活用し
たことにより回遊性が向上し、街全体の賑わいづくりや経済効果に繋
がった。

引き続き、幕張メッセで行われる国際会議やイベント等での積極的な活
用を実施主体である株式会社幕張メッセと連携しながら取り組むととも
に、周辺企業や地域と連携しながら公共空間と民間敷地等が一体となっ
た活用が促進されるよう取り組んでいく。

千葉市、株式会社幕張メッ
セ（国家戦略道路占用事業
の実施主体）

関東地方整備局
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資料１ー２

No.
観光ビジョン

掲載施策
観光立国推進基本計画

基本的な方針
観光立国推進基本計画

掲載施策
市町村

・地域等 課題・現状 令和6年度の成果及び取組 令和7年度以降の対応方針 実施主体
ブロック
担当部局

連携省庁
活用可能な
補助事業等

46 民間のまちづくり活動等に
よる「観光・まち一体再
生」の推進

持続可能な観光地域づくり 良好な景観の形成・保全・
活用

関東 【課題】道路空間と観光の連携の推進
　道路協力団体等、道路空間を利活用する団体との連携の推進が課題。
【現状】
　道路協力団体と連携・協働し、道路空間における地域の賑わいづくり
や修景活動等に取り組んでいるところ。

・関東地方整備局では平成28年度～令和6年度において、道路協力団体
の指定に向け9回募集を実施。道路維持活動やオープンカフェなどの活
動を実施中。

・道路協力団体との情報共有を図る場を検討し、道路協力団体制度の円
滑な運用を目指す。

国土交通省 関東地方整備局

47 キャッシュレス環境の飛躍
的改善

インバウンド回復 公共交通事業者等による利
便増進措置

成田空港 【課題】
・決済システムの多様化【解決済】
【現状】
・中国人向け決済の「Alipay（アリペイ）」及び「Wechat Payment」の
導入拡大

【R6年度取組】
・国内の主要コード決済の導入（令和2年2月）
・キャッシュレス決済端末更新による利便性向上及び、国内コード決済
の対応種類の追加。（令和2年度）
・Alipayの機能拡張（Alipay＋）によりアジア向けQR決済へ対応（令和4
年度）
【成果】

・お客様のニーズに応えるため、多様化する決済システムに対応すべく
引き続き市場動向を注視していく。

成田国際空港（株） 東京航空局

48 キャッシュレス環境の飛躍
的改善

インバウンド回復 公共交通事業者等による利
便増進措置

羽田空港 （羽田空港全体）
・直営店舗におけるクレジットカード、電子マネー、QRコード決済は、
利用可能となっているが、テナントに関しては、一部店舗でQRコード決
済が導入されていないため、空港全体のサービスレベルの平準化を目的
にテナントにおいても順次導入する必要性がある。

【R6年度取組】
（羽田空港全体）
・インバウンド向けQRコード決済サービス（タイ、ベトナム、韓国）の
導入

【成果】
・一部国際線ロビー店舗へのQRコード決済導入実施

【羽田空港全体】
・QRコード決済のPOSレジとの連動を調整し、引き続き国際線ロビー店
舗への導入を図る。
・今後、テナント店舗におけるQRコード決済の使用可能店舗の拡大を図
る。
・クレジットカード、電子マネー決済の決済時間の短縮化を図るため、
新規決済端末導入予定（令和７年度中に入替予定）。

日本空港ビルデング㈱ 東京航空局

49 通信環境の飛躍的向上と誰
もが一人歩きできる環境の
実現

インバウンド回復 公共交通事業者等による利
便増進措置

成田空港 【課題】
・館内をストレスフリーに歩けるサービスの向上
【現状】
・訪日外国人旅客数も増加する中、初めて成田空港を訪ねる方でもスト
レスフリーに館内を歩けるよう、サービス向上が求められている

【R6年度取組】
・利用者がシームレスな旅行体験を実現できるよう、インタラクティブ
マップを活用したよりユーザーフレンドリーなナビゲーションサービス
の導入
【成果】

・引き続き、インタラクティブマップの活用を継続 成田国際空港（株） 東京航空局

50 通信環境の飛躍的向上と誰
もが一人歩きできる環境の
実現

インバウンド回復 観光地等の外国人対応の推
進

栃木県 公衆無線ＬＡＮ環境や施設等のスタッフとのコミュニケーションについ
て不便に感じている外国人が多い。

【R6年度取組】
・外国人観光客を受け入れる県内事業者を対象にした多言語コールセン
ターを運営している。

【成果】
　多言語コールセンターを運営し、外国人観光客が観光施設等のスタッ
フと円滑なコミュニケーションを取れるよう支援した。

引き続き、公衆無線ＬＡＮ環境の整備や外国人観光客が観光施設等のス
タッフと円滑なコミュニケーションを取れるよう支援していく。

栃木県 関東運輸局

51 通信環境の飛躍的向上と誰
もが一人歩きできる環境の
実現

インバウンド回復 観光地等の外国人対応の推
進

君津市 無料公衆無線LAN（Wi-fi）を、補助金を活用し、平成２８年度及び２９
年度に君津市久留里観光交流センターをはじめ市内10箇所の整備を行っ
た。

【R6年度取組】
市内10箇所のWifiについて、インバウンド向けの格安ＳＩＭや携帯各社
の容量無制限プランなどが普及してきたことなどから、設置数の見直し
を行った。

引き続き維持管理及び情報発信を行うが、利用者数等を踏まえ設置数の
見直しを図る。

君津市 関東運輸局 平成28年、29年設置時：
外国人観光客誘致のための
公衆無線LAN環境整備事業
令和元年度：無し

52 通信環境の飛躍的向上と誰
もが一人歩きできる環境の
実現

インバウンド回復 観光地等の外国人対応の推
進

館山市 LAN環境整備について
市施設への設置はWeb会議需要が高い施設に絞りつつある状況。観光系
市施設への新設・機器更新にあたっては、その必要性を改めて検討して
いく必要があると考えている。宿泊施設等においても、千葉県の補助金
等を活用するなどして、徐々に設置が進んでいる。

【R6年度取組】
無線LAN機器の継続使用により通信状態が不安定となっていた２施設に
つき、点検及び調整を実施した。
【成果】
通信状態が回復し、安定的なサービス提供が可能となった。

引き続き、行政が提供すべきかといった観点も踏まえて必要性を判断す
る。

館山市 関東運輸局

53 通信環境の飛躍的向上と誰
もが一人歩きできる環境の
実現

インバウンド回復 観光地等の外国人対応の推
進

市原市 平成26年度に（一社）市原市観光協会が、飲食店や観光施設等を対象に
外国人観光客の受けに関するアンケート調査を実施したが、回答が少な
く情報集約が十分にできなかった。市内観光案内所において、外国人旅
行者に対応できる体制の構築が必要と考える。

【R6年度取組】
主体的に取組んでいた（一社）市原市観光協会が事業活動を停止し、そ
の後破産に至ったため実績なし。

観光施策推進体制の再構築が必要なことから、今後の観光戦略（取組み
方針）と一体的に検討を進めていく。

市原市 関東運輸局

54 通信環境の飛躍的向上と誰
もが一人歩きできる環境の
実現

インバウンド回復 観光地等の外国人対応の推
進

市原市 運用経費の確保が課題となっている。 【R6年度取組】
実績なし

設置した無料公衆無線LANの利用状況等を検証し、今後もサービスを継
続していくか、費用対効果等を分析していく。
また、進歩するデジタル技術の活用についても検討していく。

市原市、鉄道事業者、バス
事業者、宿泊・飲食施設等
事業者

関東運輸局 外国人観光客誘致のための
公衆無線LAN環境整備事業
補助金

55 多言語対応による情報発信 インバウンド回復 観光地等の外国人対応の推
進

山武市 【課題】外国語を操れる人材の育成、観光案内の多言語化整備等の必要
です。（山武市、市観光協会）
【現状】市観光協会で英語のできるスタッフを募集中であり、また、市
観光パンフの外国語版を作成し活用しています。（山武市、市観光協
会）

【R6年度取組】

【成果】
当協会では、訪日外国人観光客への対応を円滑化するため、自動翻訳機
を導入し、言語の壁を最小限に抑える取り組みを行っています。【解決
済】

・継続して外国人観光客との交流促進に向けた取り組みを進めていきま
す。

山武市 関東運輸局

56 通信環境の飛躍的向上と誰
もが一人歩きできる環境の
実現

インバウンド回復 観光地等の外国人対応の推
進

八千代市 【課題】八千代市は東京のベットタウンとして発展してきたこともあ
り，宿泊施設が充実しておらず，旅行者の受け入れについても意識が根
付いていない。
（八千代市）
【現状】観光アプリ、千葉県公式観光サイト等で情報提供を行ってい
る。

【R6年度取組】
観光アプリ「ココシルやちよ」、千葉県公式観光サイト「ちば観光ナ
ビ」にて，宿泊施設の情報提供を行う。
【成果】
観光アプリ「ココシルやちよ」、千葉県公式観光サイト「ちば観光ナ
ビ」にて，宿泊施設の情報提供を行った。

引き続き観光アプリ等で宿泊施設の情報提供を行う。 八千代市 関東運輸局

57 通信環境の飛躍的向上と誰
もが一人歩きできる環境の
実現

インバウンド回復 通信環境の整備促進
誰もが一人歩きできる環境
の実現

関東 情報通信技術の積極的な活用
・公共交通機関、商業施設、自治体等が整備する無料Wi-Fiに加え、携帯
電話各社が設置するWi-Fiアンテナを外国人が無料で利用できるしくみが
運用されるなど、利用できる場所が急速に拡大している。
・都においても平成27年度以降、都立施設、路上に設置された観光案内
標識及び公衆電話ボックス周辺にWi-Fiアンテナ設置し、無料Ｗｉ-Ｆｉ
サービス「TOKYO FREE WI-FI 」を提供している。
・都内の様々なサービスを利用する外国人旅行者が、共通の利用手続き
で利用できないこと、利用場所・利用方法がわかりづらいことが課題で
ある。
・デジタルサイネージは、民間において普及が進んでいるが、設置・管
理コスト等の観点から、観光情報等の提供手段としての活用は進んでい
ない。
・都では、平成27年度以降外国人旅行者の多く訪れるエリアの歩行空間
に観光情報等を多言語で提供するデジタルサイネージを設置し、サービ
スを提供している。

【R6年度取組】
・「TOKYO FREE Wi-Fi」では、都内の地下鉄等と連携することで、一度
の登録で複数のサービスを利用できるしくみとしている。
・外国人旅行者の利用が見込まれるエリアの歩行空間及び観光案内窓口
において運用するデジタルサイネージで観光情報を提供する。
【成果】
「TOKYO FREE Wi-Fi」では、都内の地下鉄等と連携することで、一度の
登録で複数のサービスを利用できるしくみを提供した。
・外国人旅行者の利用が見込まれるエリアの歩行空間及び観光案内窓口
において運用するデジタルサイネージで観光情報を提供した。

・「TOKYO FREE Wi-Fi」では、都内の地下鉄等と連携することで、一度
の登録で複数のサービスを利用できるしくみとしている。
・外国人旅行者の利用が見込まれるエリアの歩行空間及び観光案内窓口
において運用するデジタルサイネージで観光情報を提供する。

東京都 関東運輸局

58 通信環境の飛躍的向上と誰
もが一人歩きできる環境の
実現

インバウンド回復 観光地等の外国人対応の推
進

関東 【現状】
　神奈川県を訪れた外国人観光客へのアンケートによると、不満に感じ
る点として、通信環境が挙がっている。
【課題】
　通信環境に対する不満点を改善する取組みを推進する必要がある。
（神奈川県）

【R6年度取組】
令和６年度は、県内の観光関連事業者が行う高速無線LAN 整備等に対
し、補助した。
◆神奈川県観光客受入環境整備費補助金
　Ｒ６採択事業件数　８件
【成果】

令和７年度についても引き続き実施する方向で検討している。 神奈川県 関東運輸局

59 通信環境の飛躍的向上と誰
もが一人歩きできる環境の
実現

インバウンド回復 観光地等の外国人対応の推
進

関東 【課題】
　Free WiFiの導入・整備等には多額のコストがかかる（寒川町)
【現状】
・役場の一部及び町内一部商店にしか整備されていない。
・多額の費用がかかることから、事業者等へ大きな負担をかけすにLAN
環境の導入及び整備ができる方法の検討を行うとともに、効果的なWiFi
導入箇所の検討を行う。

【R6年度取組】
実施に至っていない。
【成果】
実施に至っていない。

必要に応じて検討する。 寒川町 関東運輸局
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観光ビジョン
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担当部局

連携省庁
活用可能な
補助事業等

60 通信環境の飛躍的向上と誰
もが一人歩きできる環境の
実現

インバウンド回復 観光地等の外国人対応の推
進

関東 【課題】
なし（秦野市）
【現状】
無料公衆無線LAN（Wi-fi）の観光施設等に対する整備について、現在必
要と思われる箇所は全て設置済みである。

【R6年度取組】
弘法山公園内にWi-Fiを整備した。

新たに無料公衆無線LAN（Wi-fi）設置が必要な箇所の検討を行う。 秦野市 関東運輸局

61 通信環境の飛躍的向上と誰
もが一人歩きできる環境の
実現

インバウンド回復 観光地等の外国人対応の推
進

埼玉県 【課題】
無料Wi-Fiや案内板の多言語などの受入環境整備
【現状】
国の調査で訪日外国人観光客があると便利だと思ったことの一つとし
て、無料Wi-Fi環境の整備があげられているが、これらの整備のほか、受
入環境全体について整備を促進していく必要がある。

【R6年度取組】
■実施主体：埼玉県外国人観光客誘致推進協議会（埼玉県及び県内市町
村等により構成される協議会）
■解決方法：
県内市町村に対し、Wi-Fi整備に係る経費の一部を補助。また、多言語パ
ンフレットや案内表示など外国人受入環境整備に対象を拡充している。
■実績：令和５年度：３市町
【成果】
■受入環境整備件数（令和６年度）：３市町（見込み）

　引き続き、市町村に対し、外国人観光客の受入環境整備に係る経費の
一部を補助する。

埼玉県外国人観光客誘致推
進協議会

関東運輸局

62 通信環境の飛躍的向上と誰
もが一人歩きできる環境の
実現

インバウンド回復 観光地等の外国人対応の推
進

関東 【課題】
感染症収束後における、国内旅行者だけでなく外国人観光客の増加を見
込み、本市への誘客を図り、インバウンドの推進が求められる。(茅ヶ
崎市）
【現状】
　本市の周辺では、鎌倉、藤沢や箱根といったエリアに観光客が集中し
ており、年間を通じて本市への誘客を図れていない。

【R6年度取組】
令和７年７月のオープンに向けた道の駅の設計に際して、公衆無線LAN
（Wi-Fi）、多言語対応案内機能を導入することとした。
【成果】
令和７年７月のオープンに向けて、公衆無線LAN（Wi-Fi）、多言語対応
案内機能の導入を前提にハード整備を行った。

４月から開始する内装工事にて、公衆無線LAN、多言語対応案内機能を
有した案内施設を７月オープンまでに整備する。

茅ヶ崎市 関東地方整備局

63 通信環境の飛躍的向上と誰
もが一人歩きできる環境の
実現

インバウンド回復 観光地等の外国人対応の推
進

長野県 【課題】
　無料公衆無線LAN環境整備の促進（長野県）
【現状】
　県内の観光関連施設などで利用できる公衆無線LAN環境を充実させ、
観光客の利便性をさらに向上させていく必要がある。

【R6年度取組】
○平成31年２月に「長野県インバウンド推進協議会」を設立、国の補助
事業の活用促進やセミナーの開催等により無料公衆無線LAN整備を支
援。また長野県観光アプリに無料Wi-Fiスポットを掲載し、外国人旅行者
の利便性を向上。
【成果】
○県内の無料公衆無線LAN設置箇所は把握可能な件数において対前年比
で減少。ニーズの変化によるものと思料され、設置事業者の判断で費用
対効果が低いと判断し撤去している傾向がうかがえる。

〇無料公衆無線LAN環境については、個人で通信環境を確保する訪日客
が増えニーズが変化。受入環境としての課題感は薄れていると思料。
〇訪日客の利便性を維持する観点から「インバウンド推進協議会」にお
いて有識者による講演会やセミナーを通じて情報共有を図るなど、引き
続き動向を注視していく。

長野県 関東運輸局 総務省
観光庁

「訪日外国人旅行者受入環
境整備緊急対策事業」等

64 通信環境の飛躍的向上と誰
もが一人歩きできる環境の
実現

インバウンド回復 観光地等の外国人対応の推
進

長野県 【課題】
　多言語対応可能な観光関連施設がまだまだ少ない。（長野県）
【現状】
　県内の観光施設、宿泊施設、観光案内所、飲食店・土産物店などにお
いて多言語による案内に対応している場所が少ない。

【R6年度取組】
〇県内自治体有志が加盟する「長野県国際観光推進協議会」が運営する
NAGANO多言語コールセンターにより、観光関連施設の多言語対応をサ
ポートしている。
※県内に滞在する外国人観光客及び登録した観光施設等が利用できる24
時間、365日、21言語対応の通訳サービスを提供。
【成果】
〇コロナ禍以降、訪日客の増加に比例して利用件数は増加（900件～
1,000件）しており、堅調に推移している。
〇コールセンターの認知度向上を図るため、観光冊子への案内掲載や利
用を促進するための案内カードを作成・配布を行った。

〇今後も「長野県インバウンド推進協議会」において、受入環境整備に
ついての議論を行う中で、多言語対応についても一層推進していく。
○令和７年度も「NAGANO多言語コールセンター」のサービスを継続
し、訪日観光客の安全・安心な滞在をサポートしていく。（対応言語数
は22言語に増える予定）

長野県国際観光推進協議会
（事務局：長野県）

関東運輸局 観光庁 「訪日外国人旅行者受入環
境整備緊急対策事業」等

65 通信環境の飛躍的向上と誰
もが一人歩きできる環境の
実現

インバウンド回復 観光地等の外国人対応の推
進

関東 【課題】訪日外国人を受け入れるために、外国人観光案内所の認定を受
け、観光案内機能の向上を図るため取組みが進んでいるが、日本に訪れ
る外国人においては、通信環境に不満を感じており、道の駅における通
信環境や外国人観光案内所の整備が課題（国土交通省）
【現状】訪日外国人を受け入れるために、関東地方整備局管内「道の
駅」１１箇所　（平成２９年１１月時点）を外国人観光案内所の認定を
受け、観光案内機能の向上を図るため取組みが進んでいる。
その中で、日本に訪れる外国人においては、通信環境に不満を感じてお
り、観光の目的地になっている「道の駅」において無料公衆無線LAN
（Ｗｉ－Ｆｉ整備）の設置をすすめていく必要がある。

・道の駅の無料公衆無線LAN整備状況については、関東１８９カ所
（R7.3末時点）中、１４１箇所（R7.3末時点）を整備済み
・無料公衆無線LANを活用した道路交通情報の提供を目的とした「道の
駅ＳＰＯＴ」を３６箇所で整備済み（R7.3末時点）

・道路交通情報の提供を目的とした「道の駅ＳＰＯＴ」については、各
道の駅に関する会議や、道の駅のイベント等で、各市町村等へ周知する
など導入促進に向けた取り組みを進める。

国土交通省 関東地方整備局

66 通信環境の飛躍的向上と誰
もが一人歩きできる環境の
実現

インバウンド回復 観光地等の外国人対応の推
進

関東 【課題】高速道路のPA・SAや「道の駅」トイレの改善を行い、観光客
が多く来訪する「道の駅」についても、清潔なトイレは必要不可欠であ
り、施設改修を行い、質的向上を図ることが課題。（国土交通省）
【現状】高速道路PA・SAや駅等のトイレは、社会情勢の変化に対応し
て改修を行い、きれいなトイレに更新を行う必要がある。

・関東の開業済み直轄一体型「道の駅」２２駅は、すべて洋式化完了。
（R7.3末時点）

・今後、直轄以外（市町村等）が整備したトイレについても、市町村等
と連携のうえ、洋式化を進める。

国土交通省 関東地方整備局

67 インバウンド回復 地方誘客に資する各種のコ
ンテンツ整備

関東 【課題】安全で快適な自転車利用環境の創出
【現状】
　日本では、車道の左側を通行することが自転車通行の基本ルールとさ
れているものの、外国人サイクリストには認知されていないことが多い
状況にある。
　また、自転車は車道通行が大原則であるが、通行ルールが十分に周知
されておらず、歩行者と歩道通行の自転車の錯綜により安全性が確保さ
れていない。
　これまで、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」が発出
され、「自転車活用推進法」が公布されている。

・地方公共団体の自転車活用推進計画に位置づけられているネットワー
ク路線について、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」に
基づき、自転車通行空間の整備を進めているところ。
＜令和６年度実施箇所＞
・国道１号　港区、大田区、千代田区
・国道４号　荒川区、足立区
・国道６号　葛飾区
・国道１５号　大田区
・国道１７号　北区、板橋区
・国道２５４号　文京区
・国道１７号　埼玉県さいたま市、蕨市

・安全で快適な自転車利用環境の創出に向け、地域の自転車通行空間の
ネットワーク化を図りつつ、基本ルールを自転車利用者に分かりやすく
伝える路面表示の設置を引き続き推進していく。

国土交通省、都県政令市、
区市町村

関東地方整備局

68 多言語対応による情報発信 インバウンド回復 観光地等の外国人対応の推
進

成田空港 【課題】
・空港における案内などの多言語化
【現状】
・飲食店内メニューの多言語化対応は、店舗によってまちまちである

【R6年度取組】
・空港内の飲食店内メニューを観光情報サイト「LIVE JAPAN」上で多言
語表記
・成田空港公式WEBサイトのリニューアルに伴い自社サイト上で飲食店
メニューを多言語表記（令和6年2月より）

・成田空港公式WEBサイトでの多言語表記を行いながら、より良い情報
提供に向けて市場動向を注視していく。

成田国際空港（株） 東京航空局

69 通信環境の飛躍的向上と誰
もが一人歩きできる環境の
実現

インバウンド回復 公共交通事業者等による利
便増進措置

成田空港 【課題】
・多機能インタラクティブ型デジタルサイネージの展開
・お客様への案内情報発信の強化

【現状】
・施設案内等のお客様サービスの多言語対応の充実が求められている

【R6年度取組】
・「スマホでインターホン」（利用者自身のスマホ活用した多言語案
内）のサービスを展開中

・引き続き、「スマホでインターホン」のサービスを継続。 成田国際空港（株） 東京航空局

70 多言語対応による情報発信 インバウンド回復 観光地等の外国人対応の推
進

横芝光町 町内の公共施設等において案内看板の多言語化表記はない。また多言語
に対応できる職員がいない。宿泊施設についても外国人旅行者の呼び込
みを視野に入れているところもあるが、多言語化にどこまで対応できる
かが課題である。

【R6年度取組】
・観光ガイドマップの簡易版チラシを作成し、英語、中国語、韓国語に
翻訳し配布を行っている。
【成果】
令和6年度は未対応

・アプリやウェブサイトを活用し、観光ガイドマップ、パンフレット等
の多言語化を検討していく。
・英語と中国語に対応したツアー実施を検討していく。

横芝光町、（一社）横芝光
町観光まちづくり協会

関東運輸局

71 多言語対応による情報発信 インバウンド回復 観光地等の外国人対応の推
進

富津市 外国人観光客の入込が増加傾向にあるため、来客状況を詳細に把握しな
がら、ハード面の整備の検討やソフト面の意識の醸成を図っていく必要
がある。

【R6年度取組】
平成29年度に作成した観光ガイドブック（英語版）を市内観光施設に配
布している。
【成果】

インバウンド需要の高い観光地に重点を置き、ハード・ソフト両面での
対応に努める。

富津市 関東運輸局

72 多言語対応による情報発信 インバウンド回復 観光地等の外国人対応の推
進

市原市 平成26年度に(一社)市原市観光協会が英語版リーフレットを作成、また
市でも平成27年度から養老渓谷周辺に英語表記を加えた観光案内看板等
の設置を進めてきているところであるが、まだ多くの観光パンフレッ
ト、HP、案内看板等の多言語対応ができていない。

【R6年度取組】
実績なし
【成果】

・観光客へ適切な情報提供ができるよう、多言語化を含めた観光案内看
板の設置及びリーフレットの作成を検討する。

市原市 関東運輸局 観光地魅力アップ整備事業
補助金
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活用可能な
補助事業等

73 多言語対応による情報発信 インバウンド回復 観光地等の外国人対応の推
進

館山市 多言語対応について整備が十分でない。
表記方法の統一性が図られていない。
【令和５年度までの取組】
・館山市観光協会のホームページの英語ページの刷新により、英語での
情報発信を可能とし、利便性を高めた。また併せて、中国語（繁体字）
での情報発信を行った。
・館山駅東口・西口に多言語案内看板を設置。
・中国語（繁体字）の観光ガイドブックを作製。
・台湾人女性を職員として採用。
・中国語（繁体字）によるＦＢやブログでの情報発信を行った。
・Googleビジネスプロフィールへの観光事業者等のオーナー登録支援及
びGoogleマップにおける店舗名等の修正依頼（英語・中国語繁体字）を
実施した。
・みなとオアシス「”渚の駅”たてやま」に設置されている案内看板の
多言語化へ改修。
・中国語（繁体字）の観光ガイドブックを増刷し、成田空港へ配架する
などの情報発信を行った。
・館山市及び南房総市の英字版観光ガイドブックを作成した。

【R6年度取組】
・館山市観光協会のホームページ（英語・中国語繁体字）を大幅にリ
ニューアルし、情報発信を行った。
・中国語（繁体字）によるＦＢやブログでの情報発信を行った。
・多言語SNS（クールジャパンビデオ）にて情報発信を開始。
・KKdayにて情報発信を行った。
・台湾人サイクルインフルエンサーを招聘し、観光PR動画を作成した。
・台湾での台南商談会に参加した。
【成果】
・令和7年6月に訪日ツアーが行われる予定。

引き続き、館山市観光協会のホームページで、中国語（繁体字）と英語
での情報発信を行っていく。
引き続き、ＦＢやブログにて中国語（繁体字）での情報発信を行ってい
く。

館山市、館山市観光協会、
館山インバウンド協議会

関東運輸局

74 インバウンド回復 交通機関の整備・外国人対
応

千葉県 外国人観光客に安心して県内を周遊してもらうため、多言語案内板の改
修等を促進する必要がある。

【R6年度取組】
■解決方法：歩行者用観光案内板や車両用誘導標識を「千葉県多言語観
光案内板の表記等に関するガイドライン」に沿って改修している。
■令和５年度：車両用誘導標式改修6基
■令和４年度：歩行者用観光案内板全数点検42基
■令和３年度：車両用誘導標識全数点検113基
■令和２年度：車両用誘導標識改修10基
■令和元年度：車両用誘導標識改修13基
■平成30年度：車両用誘導標識改修2基
■平成29年度：歩行者用観光案内板改修31基（歩行者用観光案内板全て
改修終了）
■平成28年度：車両用誘導標識改修1基
■平成27年度：観光案内板改修11基・車両用誘導標識改修8基

歩行者用観光案内板や車両用誘導標識を適正に維持・管理していく。 千葉県 関東運輸局 観光庁

75 多言語対応による情報発信 インバウンド回復 アウトバウンド・国際相互
交流の促進

香取市 外国人観光客の増加に対応する上で、観光客の移動動線にわかりやすい
多言語案内板の設置が不十分である。

【R6年度取組】【成果】
平成30年度に翻訳業務可能な人材をJETプログラムを活用したCIR採用で
確保。
令和65年度はタイとニュージーランド出身のCIRによって、Facebookを
活用したタイ語と英語での情報発信を精力的に行った。

更なる受入環境整備の検討や、コロナ後のインバウンド回復を見込んだ
効果的なプロモーション方法を検討していく。

香取市 関東運輸局 観光庁・国土交通省関東地
方整備局・

76 多言語対応による情報発信 インバウンド回復 観光地等の外国人対応の推
進

関東 多言語による案内サインの充実
・ 東京を訪れる外国人旅行者は、案内サインを利用して困った理由とし
て、「多言語表記が小さくわかりづらかった」「多言語表記がなかっ
た」ことを挙げている。旅行者が安心してまち歩きを楽しむためには、
必要な情報を多言語で分かりやすく提供していくことが重要
・個人旅行者の増加や活動エリアの拡大等を踏まえ、分かりやすい案内
サインの整備を一層進めていくことが必要

【R6年度取組】
・ 多言語対応の視点を強化し、「国内外旅行者のためのわかりやすい案
内サイン標準化指針」を広く普及させ、ピクトグラム（絵文字）等も活
用した分かりやすい案内サインの維持・更新とともに、ガイドブックや
パンフレット、ウェブサイト等と表記の統一を推進。
・ 外国人旅行者が迷うことなくまちを歩き、東京観光を楽しめるよう、
都が整備した観光案内標識を維持・更新していくとともに、区市町村の
実情に合わせたきめ細やかな受入環境整備を実現するため、区市町村に
よる観光案内標識の新設・更新を支援。
【成果】
・都道に設置している観光案内標識の維持・更新を実施した。
・区市町村による観光案内標識の新設・更新の支援を実施した。

・ 多言語対応の視点を強化し、「国内外旅行者のためのわかりやすい案
内サイン標準化指針」を広く普及させ、ピクトグラム（絵文字）等も活
用した分かりやすい案内サインの維持・更新とともに、ガイドブックや
パンフレット、ウェブサイト等と表記の統一を進めていく。
・ 外国人旅行者が迷うことなくまちを歩き、東京観光を楽しめるよう、
都が整備した観光案内標識を維持・更新していくとともに、区市町村の
実情に合わせたきめ細やかな受入環境整備を実現するため、区市町村に
よる観光案内標識の新設・更新を支援していく。

東京都 関東運輸局

77 多言語対応による情報発信 インバウンド回復 観光地等の外国人対応の推
進

関東 【現状】
　神奈川県を訪れた外国人観光客へのアンケートによると、不満に感じ
る点として、案内板、施設等での言語表記が挙がっている。
　また、旅行中にスマートフォンを情報源とする外国人観光客が増加し
ている。
【課題】
　案内板等の言語表記に対する不満点を改善する取組みを推進するとと
もに、多言語での観光情報の発信を充実させる必要がある。（神奈川
県）

【R6年度取組】
・令和６年度は県内の観光関連事業者が行う多言語表記整備に対し、補
助した。
◆神奈川県観光客受入環境整備費補助金
　Ｒ６採択事業件数　24件

令和７年度についても、引き続き実施する方向で検討している。 神奈川県 関東運輸局

78 多言語対応による情報発信 インバウンド回復 観光地等の外国人対応の推
進

関東 【課題】
　国際観光地化にむけて、周知がまだまだ不十分な状態であり、国外に
向けた強力でかつ効果的な情報発信が必要である。（伊勢原市）
【現状】
　外国人観光客の受入体制の整備として、多言語観光パンフレットの作
成や案内板（駅、バス停、観光SPOT）の整備、接遇研修等を進める。

【R6年度取組】
■多言語ガイドの改訂・増刷
■日向山宝城坊、石雲寺の案内サイン看板に英語併記

■地域通訳案内士の制度（再掲出）
・育成研修を実施（受講者数：1９人）

■外国語案内所の設置
紅葉などのハイシーズンに外国語対応の案内所を大山に設置
【成果】
■構成文化財における多言語案内板等の設置
・外国人観光客の構成文化財に対する関心度を高めることができた

■多言語ガイドの改訂・増刷

■構成文化財における案内板の設置
・大山阿夫利神社下社に設置してある看板の案内表記を改訂する。

■地域通訳案内士の制度（再掲出）
・地域通訳案内士の活用に向けた組織化やフォローアップを実施予定

■外国語案内所の設置
紅葉などのハイシーズンに外国語対応の案内所を大山に設置予定

伊勢原市 関東運輸局

79 多言語対応による情報発信 インバウンド回復 観光地等の外国人対応の推
進

関東 【課題】
　多言語対応についての整備（座間市）
【現状】
　不十分（ＨＰ・案内看板等）
　ただし市のまつりでは外国語表記の冊子や外国語のアナウンスを実施
している

【R6年度取組】
平成27年から市国際交流協会に依頼し、英語対応の案内冊子や、英語の
アナウンスを実施している。
令和６年度に開催したまつりについても、同取組みを実施予定。
【成果】
令和６年に開催したまつりについても、市国際交流協会に依頼し、英語
対応の案内冊子や、英語のアナウンスを実施した。

今後も継続して実施予定。 座間市・関連団体 関東運輸局

80 多言語対応による情報発信 インバウンド回復 観光地等の外国人対応の推
進

関東 【現状】
・案内板や町内商店等について多言語対応できていない。町内飲食店の
メニュー（店内の案内など含む）や店外の看板等について多言語未対応
が多い。
・現在配布しているパンフレット等には外国語対応したものがほぼな
い。
・外国人観光客へ向けた情報発信の手段が少ない。

【課題】（すべて寒川町）
・ホームページ、twitterや他のＳＮＳについてはその管理者とともに課
題の抽出と実施可能な方法の検討を行い、多言語対応を進めていく。
・観光案内板については、多言語対応の有無を確認し、各管理者と多言
語対応のための検討を行う。
・町内商店については、ピクトグラム等の多言語化ツールを紹介する。

【R6年度取組】
・作成済みのパンフレット等により周知を行った。
・町観光協会にて、英語によるSNSの発信を行った。
・町観光協会ホームページは多言語対応済。（英語、中国語、韓国語）
・Guidoorにて多言語によるインバウンド向けの観光情報発信を継続。
・神奈川県にて実施している「外国人観光客の観光資源周遊に資する受
入環境整備事業」の採択を受けた事業者と連携し、多言語対応のWEBサ
イトを活用した町内観光情報の発信を行った。
【成果】
観光協会のHPでの多言語情報。

・インバウンド施策として検討。
・Guidoorを活用した、より効果的なPRの継続実施を検討する。
・神奈川県にて実施している「外国人観光客の観光資源周遊に資する受
入環境整備事業」の採択を受けた事業者と連携し、町内観光情報を掲載
する多言語対応のWEBサイトについては必要に応じて更新を行う。

寒川町,寒川町観光協会 関東運輸局

81 多言語対応による情報発信 インバウンド回復 観光地等の外国人対応の推
進

関東 【課題】
　多言語対応看板の整備（二宮町）
【現状】
　エリア内における観光看板について、多言語対応ができていない。

【R6年度取組】
令和６年度は取り組みなし。

二宮駅北口前の駐車場に令和２年３月から外国語表記観光案内看板を設
置しているが、引き続き多言語対応看板についての設置対応を検討し、
重要な箇所より順次進めていく。

二宮町・二宮町観光協会 関東運輸局
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82 多言語対応による情報発信 インバウンド回復 観光地等の外国人対応の推
進

関東 【課題】
・多言語対応設備の設置には時間と費用を要する。(松田町)
【現状】
・多言語対応について整備が十分ではない。
・案内看板、観光パンフレット等の言語について多言語対応はしていき
たいが、見やすさを優先すると多言語表記は難しい。
・多言語対応できる職員がいない。
・町内店舗、宿泊施設ともに多言語対応が難しい状況。

【R6年度取組】
・多言語対応可能なデジタルサイネージの管理
・英表記の道路案内表示の管理
・英語表記の階段アートの管理
・町観光協会にインバウンドの推進や英会話ガイドの要請などを目的と
して、国際交流事業を委託。
　→英語が堪能なスタッフを雇用
・町内の外国人観光客受入環境の強化を目的として、ホームステイ受入
事業を実施
・町主催事業（寄ロウバイまつり）スタッフを対象とした外国人受入対
応講座（観光庁補助事業：周遊観光促進事業）を実施

・多言語対応可能なデジタルサイネージの管理
・英表記の道路案内表示の管理
・英語表記の階段アートの管理
・町内の外国人観光客受入環境の強化を目的として、ホームステイ受入
事業を実施

松田町 関東運輸局

83 多言語対応による情報発信 インバウンド回復 観光地等の外国人対応の推
進

関東 【課題】
・多言語対応について整備が十分ではない。(開成町)
【現状】
・多言語対応の観光パンフレットが整備できていない。
・観光パンフレットについては、３年～４年毎に改訂しているので、改
訂時期に多言語対応を検討していく。
・多言語対応できる職員がいない。

【R6年度取組】
観光パンフレットの改訂をせず、進捗に進展はないが、
町の主要観光施設である瀬戸屋敷の指定管理者や地域団体と共に
外国人ツアーの受け入れを１８０回程度実施した。
観光施設である瀬戸屋敷では英語表記の案内を徐々に増やしている

改訂の時期に合わせ、町観光パンフレットや
瀬戸屋敷の観光パンフレットの多言語対応を検討していく。
また、引き続き外国人ツアーの受け入れも予定しており、観光施設であ
る瀬戸屋敷では英語表記の案内を増やしていく。

開成町 関東運輸局

84 多言語対応による情報発信 インバウンド回復 観光地等の外国人対応の推
進

関東 【課題】
　多言語対応に費用及び意識改革を要する。(真鶴町)
【現状】
・観光パンフレットの多言語対応が十分でない。
・町内飲食店等のメニューの多言語対応が十分でない。

【R6年度取組】
観光協会で英語版パンフレットを作成している（過去製作したものをそ
のまま利用）。

【成果】
英語版パンフレットを用いて、外国人観光客へ案内を行った。

英語版パンフレットを用いた案内の継続及び内容の見直しを行う。 真鶴町 関東運輸局

85 多言語対応による情報発信 インバウンド回復 観光地等の外国人対応の推
進

関東 【課題】
・多言語対応設備の設置には時間と費用を要する。(海老名市)
【現状】
・多言語対応について整備が十分ではない。
・多言語対応できる職員がいない。

【R6年度取組】
令和５年度に市作成の観光情報ホームページをリニューアルしたが、多
言語対応に配慮した掲載の実施には至らなかった。
【成果】
海老名市の公式ホームページで多言語対応が可能になった。

市作成のにぎわい情報ホームページの中で多言語対応に配慮した掲載を
検討する。

海老名市 関東運輸局

86 多言語対応による情報発信 インバウンド回復 観光地等の外国人対応の推
進

関東 【課題】(すべて南足柄市）
・多言語対応について整備が十分ではない。
・多言語対応設備の設置には時間と費用を要する。
・案内板の設置管理者が多岐に及んでいる。
・表記方法の統一性が図られていない。
【現状】
・多言語対応のパンフレットがない。
・多言語対応の看板がない。
・多言語対応のHPがない。

【R6年度取組】
・多言語対応アプリの情報を随時更新した。
・道の駅足柄・金太郎のふるさとに設置した多言語対応のデジタルサイ
ネージの情報を随時更新した。
【成果】
外国人の多言語アプリ使用者数が伸びておらず、外国人対応が進んでい
ない。

・多言語対応アプリの情報の拡充を図る。
・多言語アプリの周知を行う。

南足柄市 関東運輸局

87 多言語対応による情報発信 インバウンド回復 観光地等の外国人対応の推
進

関東 【課題】
・多言語対応設備の設置には時間と費用を要する。(三浦市)
【現状】
・多言語対応について整備が十分ではない。
・多言語対応の観光パンフレットが整備できていない。

【R6年度取組】
令和６年８月、三浦海岸駅前に観光案内所を新設し、外国語対応も行っ
た。
【成果】
不明（対応した外国人の人数等を集計中のため）

観光案内板等、パンフレットに出来るだけ英語表記をしていく。 三浦市 関東運輸局 平成29年度基礎調査、平成
30年度サインプラン策定に
ついては、地方創生推進交
付金を活用
令和元年度、令和２年度事
業については市町村自治基
盤強化総合補助金を活用

88 多言語対応による情報発信 インバウンド回復 観光地等の外国人対応の推
進

関東 【課題】
・多言語対応設備の設置には時間と費用を要する。
　（秦野市）
【現状】
・多言語対応の看板表示が整備できていない。
・公共施設、市内店舗とも多言語対応が難しい状況。
・公共施設等の多言語対応の整備については、統一的な取り組みは現状
検討されていない。

【R6年度取組】
新規に設置する案内看板について、英語表記を入れた。

案内看板やマップを更新または設置する際は、英語表記を入れるよう、
積極的に取り組む。

秦野市 関東運輸局

89 多言語対応による情報発信 インバウンド回復 観光地等の外国人対応の推
進

関東 【課題】
　町内にある相州刀を収集している美術館に、新型コロナウイルス感染
症の拡大以前は外国人観光客の来訪が増加していた、アフターコロナに
よるインバウンド需要が復活した際に、受入体制（セキュリティ対策、
多言語化案内、多言語に対応できる学芸員の確保）が整備されていな
い。（湯河原町）
【現状】
　特に進捗はない。

【R6年度取組】
既存美術館の有効活用について検討中。
収蔵品についての研修会・勉強会を実施し、英語が堪能な観光ボラン
ティアによる施設の案内コースの作成について検討中。

引き続き検討する。 湯河原町 関東運輸局

90 多言語対応による情報発信 インバウンド回復 観光地等の外国人対応の推
進

関東 ・多言語化対応についての整備が十分ではない。 【R6年度取組】
高尾山を訪れる外国人ハイカーを相模原市（相模湖・藤野方面）に誘客
することを目的とした英語版ハイキングマップ「ＳＡＧＡＭＩＫＯ/Ｆ
ＵＪＩＮＯ　Ｈｉｋｉｎｇ Ｍａｐ」について、令和２年４月からパンフ
レット等閲覧まとめサイト「Catalog　Pocket」に公開している。
　外国人ハイカー向けに高尾山から相模湖方面へのハイキングコースに
日本語と英語併記の案内看板を設置している。
【成果】
　今までの取組を継続して実施した。

パンフレットやホームページ、案内看板等を作成する際は必要に応じて
多言語対応の表記とする。

相模原市 関東運輸局

91 多言語対応による情報発信 インバウンド回復 観光地等の外国人対応の推
進

埼玉県 【課題】
観光施設等の多言語対応
【現状】
観光施設、宿泊施設、お土産店などでのコミュニケーション手段として
多言語化は必須だが、案内パンフレット、案内表示など多言語に対応で
きていない。

【R6年度取組】
■実施主体：埼玉県
■解決方法：県の観光パンフレットやインバウンド公式サイトは順次、
多言語化を進めている。
・県観光パンフ（英語、繁体字、簡体字、タイ語）
　また、各観光施設でシートを見ながらコミュニケーションが図れるよ
う「指さしコミュニケーションシート」を作成（平成26年度作成済）
し、県ホームページでダウンロードできるようになっている。
【成果】
県DMOが運営するインバウンド向け公式サイトの多言語化を進め、新た
にタイ語と韓国語にも対応した。

インバウンド公式サイト等の内容の充実については引き続き実施してい
く。

埼玉県 関東運輸局

92 多言語対応による情報発信 インバウンド回復 観光地等の外国人対応の推
進

関東 【課題】
・多言語対応設備の設置には時間と費用を要する。（平塚市）
【現状】
・多言語対応について整備が十分ではない。

【R6年度取組】
英語表記付きの「湘南ひらつか観光ガイドマップ」を配布した。
【成果】
数値等では測定できてはいないが、文化交流として来庁していた外国籍
の方にも配布することができた。

引き続き、マップやホームページ等を更新する際は、多言語化対応を検
討する。

平塚市、平塚市観光協会 関東運輸局
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資料１ー２

No.
観光ビジョン

掲載施策
観光立国推進基本計画

基本的な方針
観光立国推進基本計画

掲載施策
市町村

・地域等 課題・現状 令和6年度の成果及び取組 令和7年度以降の対応方針 実施主体
ブロック
担当部局

連携省庁
活用可能な
補助事業等

93 「世界一安全な国、日本」
の良好な治安等を体感でき
る環境整備

持続可能な観光地域づくり 旅行者の安全の確保等 全国 【課題】自然災害時においても外国人旅行者が安心して日本に滞在でき
るようＨ30年度に気象警報等の多言語辞書を6カ国語で公表。引き続き
さらなる情報の拡充や周知・普及を推進。

【R6年度取組】
・気象警報等の多言語辞書を公表（11か国語、R元.7）
・気象庁HPで11か国語の危険度分布や雨雲の動きを提供（R元.7）
・気象庁HPで11か国語の防災気象情報を提供（気象（天気、大雨、高温
等）・地震・津波・火山）（R元.9）
・多言語辞書の11→15か国語への拡充（緊急地震速報、津波警報、気象
警報等）（R2.3）
・気象庁HPで防災気象情報を11→15か国に拡充して提供開始（R2.4）
・15か国語チラシを内閣府防災情報ページで公開（R2.6）
　「新型コロナウイルス感染症が収束しない中における災害時避難」
・気象庁HPで15か国語で台風情報を提供開始（R2.9）
・多言語辞書追加：熱中症警戒アラートに関する用語（R3.4）
・多言語辞書更新：「災害対策基法」改正に伴う用語等（R3.7）
・気象庁HP改修：気象警報・注意報の警戒レベル対応表示（R4.3）
・多言語辞書更新：多言語HPの警戒レベル対応に基づく用語等（R4.3）
・多言語辞書追加：北海道・三陸沖後発地震注意情報等の用語（R5.3）
・気象庁HP更新：和歌山県の気象警報等の発表区域変更等（R5.3）
・多言語辞書更新：静岡県浜松市の行政区再編に伴う更新（R6.1）
・法務省出入国在留管理庁主催イベントで多言語HPを周知（R6.1）
　「オール・トゥギャザー・フェスティバル」
・地方公共団体窓口や国際空港等における周知・広報（R5年度）
・気象庁HP改修：熱中症関連情報の表示（R6.4）
・気象庁HP更新：奈良県奈良市の気象警報等の発表区域変更（R7.3予
定）
・多言語辞書追加：南海トラフ地震関連情報の用語（R7.3予定）
・首長訪問等の機会に多言語による情報発信やHPの周知広報（R6年度）
【成果】
・多言語辞書のさらなる充実（追加、更新）
・地方自治体等の公的機関を通じた周知・広報による、より多くの外国
人居住者・旅行者に対する多言語情報の普及

引き続き、気象庁HPや多言語辞書の充実を図りつつ、それらを地方自治
体や民間事業者等に活用いただくよう普及・啓発を進める。合わせて、
外国人をサポートする団体や通訳等の支援者にも使いやすいものとなる
よう、多言語HPの表示方法やコンテンツの改善を図る

気象庁総務部企画課 東京管区気象台総務部業務
課

内閣府、総務省、消防庁、
観光庁

94 「地方創生回廊」の完備 インバウンド回復 交通機関の整備・外国人対
応

関東 【課題】道路案内標識の英語表記への改善（道路）
【現状】
■観光立国実現に向けた対策として、全国で「訪日外国人旅行者の受け
入れ環境整備事業」における戦略拠点（１８箇所）・地方拠点（３１箇
所）を選定し、英語表記改善を先行して実施しており、各道路管理者が
連携して面的に整備を進めているところ。（関東管内の１８拠点）
■観光立国や地方創生の実現に向け、交差点名標識に観光地等の名称を
表示することにより、観光地等へのわかりやすい案内とすべく、交差点
名標識の改善を推進。（国土交通省、都県政令市、区市町村）

・外国人観光客の多いエリアなど、道路案内標識を効果的・戦略的に検
討するエリアについて、各自治体、道路管理者と連携し、道路標識適正
化委員会において調整の上、英語表記の改善を推進。
・観光地に隣接又は、観光地へのアクセス道路入口となる交差点名標識
に観光地の名称を表示することにより、観光地へのわかりやすい案内と
なるように標識改善の取組を推進。

・道路案内標識を効果的・戦略的に検討するエリアにおいて、英語表記
の改善を更に進めていく。
・観光地に隣接又は、観光地へのアクセス道路入口となる交差点名標識
に観光地の名称を表示することにより、観光地へのわかりやすい案内と
なるように標識改善の取組を継続していく。

国土交通省、都県政令市、
区市町村

関東地方整備局

95 「地方創生回廊」の完備 インバウンド回復 交通機関の整備・外国人対
応

関東 【課題】高速道路ナンバリング（道路）
【現状】
■訪日外国人をはじめ、すべての利用者にわかりやすい道案内の実現を
進めるため、「高速道路ナンバリングの実現に向けた提言」が出され、
今後、高速道路ナンバリングについては2020年までに標識整備の概成を
目指して、各道路管理者が、より一層連携して取り組みを進めていく必
要がある。（国土交通省、都県政令市、区市町村、高速道路会社等）

・関東管内の都県において平成30年4月から高速道路ナンバリングによ
る道案内を開始。引き続き、各道路管理者等で連携し、わかりやすい道
案内を推進。

・関係する道路管理者等で構成する都県の道路標識適正化委員会におけ
る調整を経て、必要な道路標識の整備を推進する。

国土交通省　関東地方整備
局、都県政令市、区市町
村、NEXCO、首都高速道路

関東地方整備局

96 「地方創生回廊」の完備 インバウンド回復 交通機関の整備・外国人対
応

関東 【課題】交通モード間の接続強化(インフラ施策)
　海外からの旅行者の増加により、ますます成田空港から都心へ移動が
集中するため、道路整備による交通の分散や、都心におけるターミナル
駅の交通結節点の改善による移動円滑化が必要である。
【現状】
　主な交通結節点事業
　・新宿駅南口地区基盤整備：平成２８年４月４日バスタ新宿開業
　・渋谷駅周辺整備：地下歩道・歩道橋の整備
 　・日本橋地区都市再生事業：地下歩道改修
    ・品川駅西口基盤整備：令和元年度新規事業化
　 ・追浜駅交通ターミナル整備事業：令和３年度事業化

・新宿駅南口基盤整備：利用者の実感やニーズを把握し、更なる利便性
の向上を図る。
・渋谷駅周辺整備：地下歩道等の整備
・日本橋地区都市再生事業：地下歩道改修
・品川駅西口基盤整備：調査設計、用地買収
・追浜駅交通ターミナル整備事業：調査設計

・新宿駅南口地区基盤整備：利用者の実感やニーズを把握し、更なる利
便性の向上を図る。
・渋谷駅周辺整備：地下歩道等の整備
・日本橋地区都市再生事業：地下歩道改修
・品川駅西口基盤整備：調査設計、用地買収
・追浜駅交通ターミナル整備事業：調査設計

・バスタ新宿：国土交通
省、新宿高速バスターミナ
ル(株)
・渋谷駅地下広場・地下通
路・歩道橋の整備、日本橋
地下歩道整備、品川駅西口
基盤整備、追浜駅交通ター
ミナル整備事業：国土交通
省

関東地方整備局

97 「地方創生回廊」の完備 インバウンド回復 交通機関の整備・外国人対
応

関東 【課題】「道の駅」において、６次産業化や地域の農林水産物等の販売
を行い、地域の魅力の向上を図ること、「道の駅」において、着地型旅
行商品の販売を行い、観光客誘致の強化を図ることが課題（国土交通
省）
【現状】道の駅に関する会議等において、先進事例や好事例の更なる周
知が求められている。

・道の駅「もてぎ」、「川場田園プラザ」、「とみうら」などの先進事
例や好事例をとりまとめ、HPで周知
・『全国「道の駅」シンポジウムin下妻』で、道の駅「もてぎ」、「と
みうら」のまちぐるみの先進的な取組を各市町村等へ周知

・今後、道の駅に関する会議や、道の駅のイベント等で、各市町村等へ
周知するなど取り組みを進める。

国土交通省 関東地方整備局

98 地方空港のゲートウェイ機
能強化とLCC就航促進

インバウンド回復 交通機関の整備・外国人対
応

羽田空港
成田空港

羽田空港の飛行経路見直し等により、首都圏空港の空港処理能力を２０
２０年までに約８万回（羽田４万回、成田４万回）拡大する取組を進め
ており、２８年７月には、首都圏空港機能強化の具体化に向けた協議会
において、羽田空港機能強化に必要となる施設整備に係る工事費、環境
対策費を国が予算措置することについて関係地方公共団体の理解を得
た。
また、２０２０年以降、首都圏空港については、年間発着容量を世界最
高水準の約100万回とするため、引き続き首都圏空港の機能強化に取り
組む。
　具体的には、成田空港のＢ滑走路の延伸、Ｃ滑走路の増設等といった
更なる機能強化について、取組を進める。

【R6年度取組】
・羽田空港は新飛行経路の運用を令和２年３月２９日に開始。騒音対
策、落下物・安全対策を徹底し、丁寧な情報提供を行った。
・成田空港においては、地域との共生・共栄の考え方のもと、既存のB
滑走路延伸やC滑走路新設等の発着容量を年間50万回とする機能強化に
係る事業について、準備工事等の取組を進めた。
【成果】

引き続き、騒音対策、落下物対策を強化し、丁寧な情報提供を行う。
成田空港においては、地域との共生・共栄の考え方のもと、既存のB滑
走路延伸やC滑走路新設等の発着容量を年間50万回とする機能強化に係
る事業を着実に進める。

航空局 東京航空局

99 「世界一安全な国、日本」
の良好な治安等を体感でき
る環境整備

持続可能な観光地域づくり 旅行者の安全の確保等 成田空港 【課題】
・災害時等における避難誘導での訪日外国人への情報提供
【現状】
・有事の際に館内放送を通して４か国語でお客様をご案内することので
きる多言語放送サービスを導入。【解決済】

【R6年度取組】
・4言語対応できる館内放送システムを通して有事の際に旅客に多言語
での案内を実施する。
【成果】

・成田空港公式WEBサイトでの多言語表記を行いながら、より良い情報
提供に向けて市場動向を注視していく。
・引き続き4言語対応できる館内放送システムを通して有事の際に旅客
に多言語での案内を実施する。

成田国際空港（株） 東京航空局
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資料１ー２

No.
観光ビジョン

掲載施策
観光立国推進基本計画

基本的な方針
観光立国推進基本計画

掲載施策
市町村

・地域等 課題・現状 令和6年度の成果及び取組 令和7年度以降の対応方針 実施主体
ブロック
担当部局

連携省庁
活用可能な
補助事業等

100 インバウンド回復 交通機関の整備・外国人対
応

羽田空港 （羽田空港全体）
・空港が広大であり、館内の構造も複雑であるため、
　お客様のスムーズな案内は課題となる。

・多言語対応可能な案内人員のリソースも限られており、コロナ対策も
並行して実施する必要がある為、より対応の難易度が高まっている。

（羽田空港国内線）
・搭乗・降機・乗継時に発生する、お客様の横方向に長大な館内の移動
について、移動負荷を軽減する必要性がある。

【R6年度取組】
（羽田空港全体）
・一時的に途絶えているが、将来回復が予想される訪日外国人旅客への
対応の一環として、多言語対応での空港施設（店舗の概要・場所等を含
む）案内や、施設内における移動案内支援などのサービス提供を継続的
に実施した。

・コロナウィルス感染対策として、対面による案内を回避し遠隔におい
ても案内が可能なロボット（名称：mini MORK / AI・遠隔操作・サイ
ネージロボット一体型案内装置）の開発を行い、令和4年3月末から試験
導入を開始。

・導入済みのマスク型翻訳装置（名称：C-FACE）のベースを活かした
耳掛けタイプの翻訳装置（名称：clip EAR）の実証を行った。脱マスク
を見据え、引き続き検証を行っていく。

（羽田空港国内線）
・館内移動の際の負荷軽減のため、GoogleMapによる館内のAR案内が可
能となるよう、館内の地図情報の更新を行った。

・自動運転技術を搭載したパーソナルモビリティ（WHILL 自動運転シス
テム）運行サービスを羽田空港国内線第 1・第 2 ターミナル出発ゲート
ラウンジ全域にて展開。令和4年3月末に全24台導入済。
【成果】
・お客さまご自身で気軽に自動運転パーソナルモビリティ（一人乗りの
移動手段）をご利用いただける点が特徴であり、より自由な空の旅を提
供可能。利用の際、空港係員との接触が回避されることにより、感染症
感染リスクの低減にも寄与することができた。

（羽田空港全体）
・今後さらに増加する訪日外国人旅客への対応の一環として、多言語対
応での空港施設（店舗の概要・場所等を含む）案内や、施設内における
移動案内支援などのサービス提供を継続的に実施する。

・令和3年度試験導入開始した（名称：mini MORK / AI・遠隔操作・サイ
ネージロボット一体型案内装置）について、令和５６年度においては、
運用の習熟やAI応答性能の向上・多言語対応性能の向上に取り組んでい
たが、令和７年度以降についても、より適した場所への設置等、旅客の
利便性に合わせたサービスを提供できるよう、検証していく。

・到着ロビー中央エリアにおいて乗継案内に関する問い合わせが多いこ
とから、乗継旅客（特に際⇒内乗継ぎ旅客）への案内が可能な案内カウ
ンターをT1・T2各1ヶ所に新設し、旅客利便向上を図る

（羽田空港国内線）
・自動運転技術を搭載したパーソナルモビリティ（WHILL 自動運転シス
テム）運行サービスについて、同一階のみの移動だけでなく、上下階の
移動にも対応できるよう、エレベーターとの連携検証も実施中。

日本空港ビルデング㈱ 東京航空局
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No.
観光ビジョン

掲載施策
観光立国推進基本計画

基本的な方針
観光立国推進基本計画

掲載施策
市町村

・地域等 課題・現状 令和6年度の成果及び取組 令和7年度以降の対応方針 実施主体
ブロック
担当部局

連携省庁
活用可能な
補助事業等

101 インバウンド回復 交通機関の整備・外国人対
応

【R6年度取組】
（羽田空港全体）
・一時的に途絶えているが、将来回復が予想される訪日外国人旅客への
対応の一環として、多言語対応での空港施設（店舗の概要・場所等を含
む）案内や、施設内における移動案内支援などのサービス提供を継続的
に実施した。

・コロナウィルス感染対策として、対面による案内を回避し遠隔におい
ても案内が可能なロボット（名称：mini MORK / AI・遠隔操作・サイ
ネージロボット一体型案内装置）の開発を行い、令和4年3月末から試験
導入を開始。

・導入済みのマスク型翻訳装置（名称：C-FACE）のベースを活かした
耳掛けタイプの翻訳装置（名称：clip EAR）の実証を行った。脱マスク
を見据え、引き続き検証を行っていく。

（羽田空港国内線）
・館内移動の際の負荷軽減のため、GoogleMapによる館内のAR案内が可
能となるよう、館内の地図情報の更新を行った。

・自動運転技術を搭載したパーソナルモビリティ（WHILL 自動運転シス
テム）運行サービスを羽田空港国内線第 1・第 2 ターミナル出発ゲート
ラウンジ全域にて展開。令和4年3月末に全24台導入済。
【成果】
・お客さまご自身で気軽に自動運転パーソナルモビリティ（一人乗りの
移動手段）をご利用いただける点が特徴であり、より自由な空の旅を提
供可能。利用の際、空港係員との接触が回避されることにより、感染症
感染リスクの低減にも寄与することができた。

（羽田空港全体）
・今後さらに増加する訪日外国人旅客への対応の一環として、多言語対
応での空港施設（店舗の概要・場所等を含む）案内や、施設内における
移動案内支援などのサービス提供を継続的に実施する。

・令和3年度試験導入開始の（名称：mini MORK / AI・遠隔操作・サイ
ネージロボット一体型案内装置）について、令和4年度においては、運
用の習熟やAI応答性能の向上・多言語対応性能の向上に取り組んでいた
が、令和5年度以降は、より適した場所への設置等、旅客の利便性に合
わせたサービスを提供できるよう、検証していく。

（羽田空港国内線）
・自動運転技術を搭載したパーソナルモビリティ（WHILL 自動運転シス
テム）運行サービスについて、出発動線だけでなく、到着動線でのサー
ビス提供を開始予定。また、同一階のみの移動だけでなく、上下階の移
動にも対応できるよう、エレベーターとの連携検証も実施予定。

102 インバウンド回復 インバウンド受入環境の整
備

茨城空港 搭乗橋の不採用、出発・到着導線の一層集約など、運航コストの節減を
図りやすい「日本初のＬＣＣ対応空港」としてスタートしたが、近年の
就航路線の増加に伴い、旅客が急増している。
現在、国際便の出発、到着時刻を中心に入出国審査場をはじめとして
ターミナルビルが相対的に狭隘となり、その影響も有りビル内の下記の
場所で、旅客が混雑する場合がある。
①チェックインロビー　②チェックインカウンター　③出国審査場・保
安検査場
④搭乗待合室　⑤入国審査場　⑥到着手荷物受取所　⑦税関検査場　⑧
到着ロビー
※⑤～⑧は、ＣＩＱ入国エリア

【R6年度取組】
・国際線の全面運航再開に向けて、入国手続オンラインサービス利用者
のために、国際線到着エリアを含む空港全体のWi-Fi設備の増強を行うな
ど、国際線の受け入れに必要な体制を整えるとともに、関係機関との意
見交換や情報収集を随時行っている。
【成果】
国際線到着エリアを含む空港全体のWi-Fi設備の増強が完了し、利用者の
利便性が向上するとともに、満足度の向上が期待される。

・引き続き、国際線の受け入れ体制等について、関係機関との意見交換
や情報収集を行うとともに、新たな路線誘致や観光需要の取込みを図っ
ていく。

茨城県開発公社 東京航空局

103 インバウンド回復 交通機関の整備・外国人対
応

茨城空港 現状は，中国・台湾からの就航があることから，旅行客への対応の充実
が必要である。

【R6年度取組】
訪日外国人向けの各種施策について国際線の運航再開に合わせた実施に
向け関係機関と調整中。
（各種施策）
・東京や県内への連絡バスの運行、レンタカーキャンペーン等の実施
・県内宿泊を条件とした空港行き連絡バス運賃の助成
・外国語スタッフによるチェックイン手続き、入国審査等のサポート
【成果】
韓国便の運航に伴い、韓国語対応が可能な外国語スタッフを増員し、対
応体制を強化した。

二次交通の充実や県内の宿泊施設・観光施設等への誘客について、関係
機関との意見交換や情報収集を行い、連携して取り組んでいく。

茨城県開発公社 東京航空局

104 クルーズ船受入の更なる拡
充

インバウンド回復 交通機関の整備・外国人対
応

東京都
神奈川県
横浜市
千葉県
茨城県

○2020年当初に国内初の新型コロナウイルスの感染が確認されて以降、
度重なる緊急事態宣言の発令、コロナウイルスの世界的拡大もあり、ク
ルーズに大きな影響を与えていた。令和5年3月31日に閣議決定された観
光立国推進基本計画内において、クルーズ再興に向けた訪日クルーズ本
格回復への取組として、新たな３つの目標値が定められ、目標達成に向
けた取組が必要となる。

【R6年度取組】
○クルーズ再興に向けた訪日クルーズ本格回復への取組として、客船
ターミナル及びその周辺のハード・ソフト両面からの支援として、補助
事業を実施。
【成果】
○令和6年度第2回公募にて「茨城港大洗港区へのクルーズ船寄港促進に
向けたPR動画作成事業」、第3回公募にて「大さん橋国際客船ターミナ
ルボーディングブリッジ整備事業計画 」をそれぞれ採択。

○今後も、客船ターミナル及びその周辺のハード・ソフト両面からの支
援として、補助対象事業者である地方公共団体、民間事業者及びクルー
ズ振興のための地域の協議会等にも働きかけ、積極的な支援に取り組
む。

○訪日クルーズ旅客数の増加に伴う、今後のオーバーツーリズム対策の
ための新たな補助事業としてクルーズ等訪日旅客の受入促進事業の支援
に取り組む。

国・各港湾管理者 関東地方整備局 観光庁 ・国際クルーズ旅客受入機
能高度化事業
・クルーズを安心して楽し
める環境づくりを通じた地
域活性化事業
・海洋周辺地域における訪
日観光の魅力向上及び安全
安心な再開促進事業　・ク
ルーズ等訪日旅客の受入促
進事業

105 公共交通利用環境の革新 インバウンド回復 観光地等の外国人対応の推
進

羽田空港
成田空港

（羽田空港国内線）
・訪日外国人の増加等により、配送受付手荷物が増え、回収時間までの
預かりスペースが不足している。混雑時間帯は受付待ちの行列ができて
いるのに加え、回収済みの荷物と混在し、煩雑となっている。

・T1では行先に応じて保安検査場が異なるが、番号案内サインが小さ
く、低い位置に設置されており、離れた場所から視認性が悪かった。
【解決済】
※T2は、2020/3に先行で実施済み。T1は、2022/2に実施済み。

・出発ロビーの保安検査場待ち旅客に対して充電環境が未整備だった。
【解決済】
※到着ロビー及び保安エリア内は先行整備済み

・旅客が集中するエリアを中心として、出発/到着ロビー（バス待合ス
ペース含む）の公衆無線LANが繋がりにくい状況だった【解決済】

・視覚障害者用の点字鋲（案内所誘導用）の劣化が進み、部分的に点字
鋲の剥がれがあった。【解決済】

（成田空港）
・手ぶら観光の推進については、平成27年3月、国土交通省において、
「手ぶら観光」の普及促進のための共通ロゴマークが作成されたことを
受け、成田空港内で宅配カウンターを運営する事業者については、その
使用にかかる申請を行い、承認を得られており、平成27年7月から共通
ロゴマークを掲出したカウンター運営を行っているところ。

【R6年度取組】
【羽田空港国内線】
・宅配受付カウンターを再配置し十分な荷物回収スペースを確保するな
ど必要な機能強化を図りながら円滑な運用を進めた。

・保安検査場上部に内照式サインを新設し、離れた場所からの視認性向
上に取り組んだ。

・2022年3月までにT1/T2の出発ロビーに各20台のポール型充電設備を
整備した。

・公衆無線LAN環境を改善すべく、段階的に整備工事を実施した。
（STEP1：2021年6月に完工済み、STEP2：2023年3月完工）2024年3
月より通信回線速度の向上予定。

・カーブサイド、館内の点字鋲、誘導ブロックを強固なステンレス化へ
変更を実施した。

・到着旅客に対し、二次交通情報（京急、モノレール）の運航状況案内
サイネージを2022年10月に設置した。
※令和5年度以降の対応方針に対し、先行実施。

【成田空港】
・宅配及び手荷物一時預かりカウンターへ「手ぶら観光共通ロゴマー
ク」を掲出

【羽田空港国内線】
今後は日々の運用を見ながら順次対応を検討していく。

・STEP３以降の公衆無線LAN改善工事の内容が取り纏まり次第、順次整
備工事を実施予定。
・到着旅客へ二次交通情報（京急、モノレール）の運航状況案内サイ
ネージの設置を検討中。

【成田空港】
・今後も手ぶら観光の普及促進のため、PRへの協力を行うなど、随時、
関係者との連携を図っていく。

日本空港ビルデング㈱
成田国際空港（株）

東京航空局

106 公共交通利用環境の革新 インバウンド回復 交通機関の整備・外国人対
応

成田空港 現状課題：
首都圏空港のアクセス利便性向上に向けては、交通事業者に対し利用者
ニーズに合った多様なサービスの提供をお願いしているが、関係者と連
携し、以下のような課題の解決から優先的に取り組んでいるところ。
・多様なアクセス手段に対応するモード横断的な情報提供
・増加する訪日外国人旅行者等の受入環境の整備　等
・ターミナル内の旅客用トイレ（146箇所）については令和2年3月にリ
ニューアル完了【解決済】

【R6年度取組】
・更なる機能強化を見据えて、50万回時の中長期的なアクセス拡充につ
いて、関係者と協議・検討を実施
・T3拡張及び新たなT2-T3間のアクセス通路の整備を実施し、供用。拡
張した出発ロビーにおいて、非接触対応やファストトラベルに寄与する
CUSSとCUBDを大きく展開し安心・スムーズな手続きを実現するととも
に、T2-T3間の移動距離短縮により利便性向上を図った。

・今後も、更なる機能強化を見据えた空港アクセスの拡充について、関
係者と協議・検討を行う
・今後もターミナルの拡張やリニューアルに合わせ、利用者のご意見を
踏まえながら、多様化するニーズに対応できるよう施設整備を行ってい
く。

成田国際空港（株） 東京航空局
関東運輸局

107 公共交通利用環境の革新 インバウンド回復 観光地等の外国人対応の推
進

成田空港 【課題】
・手ぶら観光の推進
【現状】
・「手ぶら観光共通ロゴマーク」をカウンターへ掲出

【R6年度取組】
・宅配及び手荷物一時預かりカウンターへ「手ぶら観光共通ロゴマー
ク」を掲出

・今後も手ぶら観光の普及促進のため、随時関係者と連携を図る。 成田国際空港（株） 東京航空局
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No.
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観光立国推進基本計画
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市町村
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連携省庁
活用可能な
補助事業等

108 公共交通利用環境の革新 インバウンド回復 交通機関の整備・外国人対
応

羽田空港 （羽田空港国際線）
・現在のバスレーンがリフトバスの発着に対応できない。
・タクシーレーンは、旅客からの認知されにくい場所にある。

【R6年度取組】
・狭隘なタクシー乗り場改善のため関係各所と協議し、乗車幅の拡幅、
タクシーバースの増加、方面別乗り場の動線整理、待ちスペースの拡張
を計画。次年度に工事実施予定頂いているため、施設改修も含めた解決
策を関係各所と協議する。
【成果】
・当初供給不足を理由に神奈川方面行きタクシー乗り場を休止したが、
混乱が解消されるメリットが感じられることに加え、レーン全般の乗車
効率が好調であることを踏まえ、休止についてタクシー協会の理解を得
られたことから次年度も継続となった。

・タクシー乗り場の環境改善に向けて、国/東京ハイヤータクシー協会/
住友不動産等の関連機関と協議中であり、コロナ前には想定していな
かった”アプリタクシー”などにも対応できるプランを策定の上、段階
を踏んで工事等の対応をしていく。
・旅客の回復に伴い第１レーンの 2 重 3 重駐車が常態化していること
に加え、P5駐車場の待ち列により、環八や国内線へのアクセス道路の渋
滞に繋がっている。また、アプリタクシーや白タクの増加も問題となっ
ており、引き続き対策協議会、各種WGにおける協議を継続する。

東京国際空港ターミナル
(株)

東京航空局

109 公共交通利用環境の革新 インバウンド回復 交通機関の整備・外国人対
応

羽田空港 （羽田空港全体）
ピーク時間帯において、国内線と国際線ターミナル間の乗り継ぎ用循環
バスが混雑し、しばしば順番待ちが発生している。
（羽田空港国際線）
ピーク時間帯において
・出発時の保安検査場で 旅客が長い列を作り、通過に時間がかかる。
・到着ロビーに入国直後の旅客が滞留する。

【R6年度取組】
（羽田空港国内線）
・国内線から国際線への乗継旅客に対して、旅客需要にあわせた無料連
絡バスの運行を行うとともに、手荷物受取所内に無料乗車票の利用を促
す看板およびデジタルサイネージでの告知を行い移動手段の分散化を
図った。
・無料連絡バスの運行状況・到着時間がわかるよう、無料連絡バス停に
デジタルサイネージの設置を行った。
・無料連絡バスのダイヤが大幅に乱れた混雑が見込まれる場合は、コン
シェルジュがバス停にて国内線から国際線への乗継旅客へ無料乗車票を
配布し、移動時間が計算できる鉄道への振替を行った。

（羽田空港国際線）
・第3ターミナルでの乗り継ぎ無料乗車票（モノレール・京急線）の配
布を再開した。
・到着動線上にて、デジタルサイネージやポスターを活用し、無料連絡
バスや京急・モノレールの無料乗車券のみならず、際内ランプバスの利
用も促進し、無料連絡バスの混雑緩和に務めた。
・バスの乗降をスムーズにするため、0番バス停混雑時に誘導員を配置
した。
・入国審査混雑緩和のため、時間帯によって北側出発検査場を閉鎖し、
出入国管理官を到着へ配置する暫定運用を行なった。
【成果】
・出国時の保安検査場の混雑は、航空会社による繁閑に合わせた保安検
査レーンの運用拡充により、以前より発生頻度は軽減した。
・入国審査の待ち列の劇的な解消には至らないものの、待ち時間の短縮
に繋がった。

・コロナ禍において運行を中止していた乗り継ぎランプバスの運行を再
開し、旅客利便の向上を図る。無料連絡バス・乗り継ぎ無料乗車表・ラ
ンプバスの3つの手段を整備することで分散化を図る。
無料連絡バスの混雑は引き続き課題となっているため、人流調査を行
い、混雑緩和に努めていく。
・国内線から国際線への乗継旅客に対しては、旅客需要にあわせた無料
連絡バスの運行を行うとともに、乗継旅客へ無料乗車票を配布し鉄道利
用を促すことで、移動手段の分散化を図る。

（羽田空港国際線）
・出発時の保安検査場の継続的な混雑緩和に向けては、出発ロビーにお
ける旅客誘導に適したサイネージの設置などを継続検討する。

日本空港ビルデング㈱
東京国際空港ターミナル
（株）

東京航空局

110 最先端技術を活用した革新
的な出入国審査等の実現
（東京国際空港ターミナル
㈱に回答一本化）

インバウンド回復 出入国に関する措置等の受
入体制の確保

羽田空港 (羽田空港国際線）
FAST TRAVEL事業を推進する。チェックイン、荷物預け、保安検査場入
場、搭乗など各プロセスにて先進機器･システム導入および利用拡大
し、ビジョンの具現化を図る必要がある。
具体的には、出発に関しては午前７－９時台出発の手荷物専用カウン
ター利用の旅客において「手荷物預待ち～預け手続～保安検査待ち」を
10分以内で通過できる旅客の割合を2018.11の41％から2020.11に70％
への向上を目指す。
到着に関しては午後８－１０時台到着の旅客（日本人/外国人比率 約
50%）において、「検疫前～到着出口」を30分以内で通過する旅客を
2018.11の81％から、2020.11に90％への向上を目指す。
以上、2点を目標値と設定した。

【R6年度取組】
・システムの安定稼働と機能性向上を目的として、読取リーダの改修や
ソフトウェアのアップデートを行った。
・利用旅客への認知度向上のために館内各所で案内表示を増やした。
【成果】
・旅客操作時のエラーの減少につながり、一人あたりの処理時間の短縮
につながった。
・利用航空会社が下記の通り増加した
Face Express 　：2社から4社
自動手荷物預機：4社から7社

・新システムの名称を「Face Express」とし、安定運用を図る。
・Face Expres利用航空会社の拡大に向けて、関連機器の増設や各エアラ
インへの働きかけを行っていく。
・利用旅客の促進に向けて空港内だけの顔情報の登録だけにとどまら
ず、空港外でも登録できるように検討を行う。
・全航空会社に自動搭乗ゲートへの運用移行を実施頂き、移行完了後は
仮設置されているリーダ機器の移設を実施し、ゲート機器構成を最適化
する

東京国際空港ターミナル
(株)

東京航空局 国土交通省
法務省

観光振興事業費補助金
（FAST TRAVEL推進支援事
業）

111 最先端技術を活用した革新
的な出入国審査等の実現

インバウンド回復 出入国に関する措置等の受
入体制の確保

成田空港 【課題】
○コロナ禍からの航空需要の回復を背景に、ターミナル処理能力の向上
が急務となっているが、大規模な施設の拡充がすぐに対応できないこ
と。
○今後労働力不足が深刻化し、航空会社現場スタッフや警備員の確保が
難しくなると想定されること。
○お客様に対する空港サービスの一環としてセルフサービスによる手続
きを拡充させる必要があること。
【現状】
上記の課題に対応するためファストトラベルを推進することとし、以下
事項に取り組んでいる。
　　(1)  自動化される旅客手続に合わせた館内の案内表示リニューアル
　　(2)　自動チェックイン機（CUSS）の導入拡大・再配置
　　(3)　自動手荷物預け機（CUBD）の本格導入
　　(4)　保安検査の高度化・スムーズ化（スマートセキュリティの本格
導入）
　　(5)　標準運用手順書（SOP）および (6)  旅客動態管理システム
（PFM）の導入 によるスムーズな旅客フローの構築

　また顔認証技術を用いた次世代のファストトラベルの取り組みとして
「OneID」についても導入を進めることとした。

【R6年度取組】
【ファストトラベル】
(1) 自動化される旅客手続に合わせた館内の案内表示リニューアル
　自動手荷物預け機（CUBD）の導入にあわせ館内の主要動線上の案内
表示を、2020年度末までにリニューアル済。
(2) 自動チェックイン機（CUSS）
　航空会社が導入しているものであり、CUBDの導入に合わせ再配置を
実施済。一方、第3ターミナルにおいては、国際線用CUSSを2019年度末
までに導入済。
(3) 自動手荷物預け機（CUBD）
　2020年度末までに、全てのターミナルへ導入済。
(4) 保安検査の高度化・スムーズ化
　2019年度末までに、全てのターミナルでスマートセキュリティを導入
済。
(5) 旅客動態管理システム（PFM）
　旅客動態を日常的に計測・予測するため、2020年度末までに、第1、
第2ターミナルに導入済。
(6)SOP
　チェックインにおける案内サイン及び待ち行列管理SOPのほか、
チェックインカウンター周りのCUSS/CUBD運用にかかるSOP導入に向け
た調整に着手。

【次世代ファストトラベル（OneID）】
2021年7月に顔認証技術による搭乗手続き“Face Express”第1ターミナ
ル南ウィング(ANA)、第2ターミナル(JAL)の一部カウンターで運用開
始。

・航空会社各社において旅客ハンドリングスタッフの確保が厳しい状況
にあり、搭乗手続きにおける自動化・機械化のニーズが高まっているこ
とから、FastTravel関連設備の追加整備に着手。あわせて、空港全体で
の省人化・省力化に向けて、FasｔTravelサポートスタッフの共用化を検
討。
・2021年7月に導入した"Face Express”の導入拡大に向けて、航空会社
を含む関係者との協議を進めていく。
・成田国際空港ファストトラベルワーキンググループにて設定した目標
値については、PFMによる計測を開始後、必要に応じて目標値の修正を
行うこととし、関係者とともに各種手続きの円滑化に努める。

成田国際空港株式会社 東京航空局 国土交通省
法務省

観光振興事業費補助金
（FAST TRAVEL推進支援事
業）

112 公共交通利用環境の革新 国内交流拡大 交通機関の整備・外国人対
応

栃木県 県域をまたぐ広域観光周遊ルートを設定する場合、観光地間の交通アク
セスのネットワーク化が必要である。

【R6年度取組】
市町村が行う二次交通対策に対して支援した。
【成果】
　６市町８件の二次交通対策事業に補助金を交付し、交通アクセスの向
上を図った。

引き続き、市町村内での二次交通対策や市町村が連携した二次交通対策
を支援し、交通アクセスの向上を図る。

栃木県 関東運輸局

113 公共交通利用環境の革新 インバウンド回復 交通機関の整備・外国人対
応

関東 【課題】環状道路のミッシングリンク解消
【現状】放射方向の高速道路とのJCT周辺で慢性的な渋滞が発生
■海外からの旅行者が増加すると、ますます成田空港から都心へ移動が
集中するため、道路整備による交通の分散や、都心におけるターミナル
駅の交通結節点の改善による移動円滑化が必要である。
■圏央道等の道路整備率（令和４年４月末）
　  ・中央環状線：１００％（約47km/約47km）
  　・外環道：約６０％（約50km/約85km）
　  ・圏央道：約９０％（約270km/約300km）
　  ・中部横断道：約７３％（約97km/約132km)

・ミッシングリンクとなっている以下区間の開通に向けて整備を推進。
■圏央道
・釜利谷JCT～戸塚IC
・栄IC・JCT（仮称）～藤沢IC
・大栄JCT～松尾横芝IC
■外環道
・東名JCT（仮称）～大泉JCT

・引き続き、全線開通に向けて整備を推進。
■圏央道
・大栄JCT～松尾横芝IC：令和８年度までの開通を目指す
　　　　　　　　　　　  ※大栄JCT～多古IC間は１年程度前倒しでの開
通を目指す

国土交通省、NEXCO 関東地方整備局

114 公共交通利用環境の革新 インバウンド回復 交通機関の整備・外国人対
応

関東
鎌倉市
軽井沢町

【課題】ICT・AIを活用した観光渋滞対策（国土交通省・鎌倉市・軽井沢
町）
【現状】平成29年9月にICT による人や車の動向把握等の実証実験に着
手するエリア観光渋滞対策の実験実施地域として関東では神奈川県鎌倉
市、今後の取組方針や実験計画等の更なる具体化に向けて検討を行う地
域として長野県軽井沢町を選定し、検討を推進

■鎌倉市において、駐車場予約システムの導入に係る実証実験を実施。
■エリアプライシングの技術検討について、今後の進め方等を検討。
■軽井沢町において、基礎的な検討を推進。

■鎌倉市域において、駐車場予約システムやパークアンドライドなどの
短期施策の検討を推進。
■軽井沢において、渋滞状況分析、観光交通特性分析。

鎌倉エリア観光渋滞対策実
験協議会
　（有識者、国土交通省、
神奈川県警、神奈川県、鎌
倉市、ＪＲ東、江ノ島電
鉄、京浜急行バス、観光協
会、商工会議所）

関東地方整備局
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資料１ー２

No.
観光ビジョン

掲載施策
観光立国推進基本計画

基本的な方針
観光立国推進基本計画

掲載施策
市町村

・地域等 課題・現状 令和6年度の成果及び取組 令和7年度以降の対応方針 実施主体
ブロック
担当部局

連携省庁
活用可能な
補助事業等

115 持続可能な観光地域づくり 観光 DX の推進 関東ブロック
（東京、神奈
川、埼玉、千
葉、茨城、栃
木、群馬、山
梨、長野）

【課題】
・新型コロナの蔓延により、東京のバス輸送は大幅に減少し、一昨年5
月の５類移行後も元には戻らず、路線バス貸切バス共にコロナ前の９割
程度にとどまっている状況。これは、特に２０２４年問題により、運転
手が構造的に不足しているため、バスの供給力そのものが制約を受けて
いることが原因である。運賃改定を定期的に実施するとともに協会と事
業者が連携した合同説明会を大々的に実施するなどにより、運転手の確
保に努めているが、現状を維持していくのが精いっぱいの状況。このた
め、新たなバス輸送需要を開拓することが必要であり、首都東京やグ
レーター東京圏において観光資源を路線バスや貸切バスで収集する新た
なバス観光需要を取り込んでいくことが重要。特にグレーター東京圏に
おいては、関東運輸局が推進している「江戸街道プロジェクト」とも連
携し、歴史的な観光資源や地域DMO等が開発した観光資源も取り込みな
がら従来にない魅力的なモデルルート作成やモデルツアーの実施を行う
ことでバス観光需要を創設していくことが重要。その際DXを積極的に活
用する観点から、既に年間利用回数が２１００万回を超える当協会の
「東京バス案内ＷＥＢ」を積極的に活用し、モデルルートやモデル貸切
バスツアーの情報を発信する「東京EDO観光」及び「Tokyo＆around
Tokyoの旅」というバス観光案内サイトを令和６年２月に設置し、バス
観光情報の発信に取り組んだところ。５年度はサイトの知名度を高める
とともに利用者アンケートによるニーズ調査を中心にモデルルートの情
報発信を実施したが、新たなモデルルートやモデルツアーの作成等の
ニーズも高く、６年度は東京EDO観光においては、アンケートの結果を
踏まえたサイトの充実が必要。

１．東京EDO観光に新たに下町及び多摩地区のルートを新設し、５年度
末の６ルートから１０ルートに拡大した。また、Tokyo＆around Tokyo
の旅では、６年度に２８ツアーを造成し情報発信を行った。
２．６年度は、ページの閲覧者に強く訴求するため、新たにデジタルガ
イド（仮称）を試行的に導入し、利用客の満足度調査を実施し、来年度
以降の本格的なバス観光情報発信ツールに発展させるための実験をおこ
なった。

令和６年度実証事業をふまえ、モデルルートや貸切バスツアーの充実を
行うとともに、地域の物産やイベントとの連携など、その魅力向上につ
なげていくことを検討。

東京バス協会 関東運輸局
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資料１ー２

【関東ブロック】（二次交通WG）
令和６年度観光ビジョン推進関東ブロック戦略会議

No.
観光ビジョン

掲載施策
観光立国推進基本計画

基本的な方針
観光立国推進基本計画

掲載施策
市町村

・地域等 課題・現状 令和６年度の成果及び取組 令和７年度以降の対応方針 実施主体
ブロック
担当部局

連携省庁
活用可能な
補助事業等

1 公共交通利用環境の革新 インバウンド回復 交通機関の整備・外国人対
応

関東 【課題】
・主要ターミナル駅等から観光地までの一気通貫の情報提供、企画乗車
券に関する情報提供を、訪日外国人旅行者がわかりやすい方法で実現す
ることにより、FITが公共交通を利用して周遊できる環境の整備を図る必
要がある。
・最寄駅から観光地までのフィーダー交通について、路線バスなどの未
整備、乗り継ぎが悪い、適切な時間帯に運行されていない等利便性が低
い状況にある観光地については、最寄駅などから観光地までのフィー
ダー交通を整備する、乗り継ぎ利便の向上や改善を図る必要がある。
・加えて、観光地までのフィーダーの整備に当たっては、特に、バス路
線が通勤通学に対応した路線やダイヤ設定となっており、観光需要に適
切に応えるための工夫が必要である。
・また、観光地間の横移動による訪日外国人観光客の取り込みが課題と
なっているところ、日光などの主要観光地については成田空港からの直
通バスが運行開始されるなど空港や主要ターミナル駅からの各観光地へ
のアクセスの向上は図られているが、主要観光地から次の観光地への横
移動を担う二次交通については、更なる改善が必要である。
（運輸局）
【現状】
・関東地方については、新幹線、在来線、民間鉄道、高速バス等の幹線
ネットワークが高度に発達しており、これらを利用して多くの観光地に
アクセスできるものの、複数の交通機関、事業者を経由するため、出発
地（主要ターミナル駅）から観光地まで一貫した情報の入手が難しく、
特に、ラストワンマイルを担う路線バスは、来訪者にとって非常に分か
りにくく、利用しづらい状況となっている。

【R6年度取組】
①地方自治体との連携による路線バス等フィーダー交通の整備・改善
・地域公共交通確保維持改善事業費補助金（地域内フィーダー系統）の
交付によりフィーダー交通の維持に寄与するとともに、法定協議会にお
いて二次交通整備の重要性を自治体や事業者に説明し、その取組を促し
た。
・フィーダー交通の持続可能性を高めることを目的に、地方公共団体に
対し地域公共交通計画の策定を促した。

②観光地における周遊の円滑化
・観光地における周遊を円滑化する観点から、様々な交通モードや観
光・商業施設、飲食店等のサービスをスマートフォン等により一括して
予約・決済ができるようにすることが重要であることから、観光促進地
型MaaSの取組について、協議会への参画、補助金等により支援した。

③二次交通WGの開催
・「観光先進国」の実現に向けて、訪日外国人を含む全ての旅行者がス
トレスフリーで快適に旅行できる環境の整備を図るため、無料公衆無線
LAN環境の一層の充実、多言語翻訳システムの普及等の多言語対応の一
層の促進等により、旅行環境整備を行うための対策を促進することを目
的とする、観光振興事業及び訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事
業費補助金における取り組みを促進するため、二次交通WGを開催。
・二次交通関係については、「観光ビジョン推進地方ブロック戦略会
議」に二次交通ＷＧを設置し、事業者からの要望を踏まえて地方運輸局
が作成する事業実施計画について、同ＷＧの了承を得ることとされてお
り、了承が得られた同計画に基づき、補助対象事業者が補助申請を実施
しているところ。

【成果】
①地域公共交通計画等策定状況は令和7年1月末日時点で194自治体（関
東圏内）。

②令和6年度日本版MaaS推進・支援事業（観光促進型）では関東で2件
採択され、二次交通WGに諮った。

③二次交通WGの開催状況　R6.4.1～R7.3.31に７回開催。

官民の連携により「交通空白」に係る共通課題を解決するためのパイ
ロット・プロジェクトを展開すること等によって、「地域の足」及び
「観光の足」の確保に取り組む。

①地方自治体との連携による路線バス等フィーダー交通の整備・改善に
よる「地域の足」の確保
・令和７年度以降も引き続き地域公共交通確保維持改善事業費補助金
（地域内フィーダー系統）の交付によりフィーダー交通の維持に寄与す
るとともに、管内自治体対象の勉強会等においてフィーダー補助金活用
のノウハウ面についても支援する。
・管内自治体対象の勉強会等において、フィーダー交通の持続可能性を
高めることを目的に、引き続き地方公共団体に対し地域公共交通計画の
策定を促していく。

②地方誘客に向けた「観光の足」の確保
・複数の交通事業者による多種多様な交通サービスを「一つのサービ
ス」として利用可能とするMaaSを活用して、交通結節点等における円滑
な乗継や観光地での周遊を推進するため、補助金（日本版MaaS推進・支
援事業（観光促進型））により支援する。

関東運輸局 関東運輸局 ・地域公共交通確保維持改
善事業費補助金　地域内
フィーダー系統確保維持費
国庫補助金
・地域公共交通確保維持改
善事業　地域公共交通調査
等事業（地域公共交通計画
等の策定等への支援）
・地域における受入環境整
備促進事業費補助金　交通
サービス利用向上促進事業
（企画乗車船券の造成）
・日本版MaaS推進・支援事
業（観光促進型）

2 公共交通利用環境の革新 インバウンド回復 観光地等の外国人対応の推
進

関東 二次交通等の充実 【R6年度取組】
東京・神奈川のタクシーセンターにおける外国人旅客接遇研修による運
転者教育の実施
・令和6年4月から令和6年12月末までに東京タクシーセンターが実施し
た外国人旅客接遇研修（英語）受講者実績は法人タクシー運転者1,986
名（上級483名、中級1,494名、UD英語9名）、個人タクシー運転者84名
（上級20名、中級62名、UD英語2名）の合計2,070名となっており、令
和5年度受講者1,493名（令和5年4月から令和5年12月末まで）と比べ、
コロナ明けによるインバウンド旅行者の急増もあり、40%程増加。加え
て、令和5年1月、2月、3月の実施により、さらに増加するものと思料。
また神奈川タクシーセンターの同期間における外国語研修（英語）で
は、法人タクシー運転者23名となった。
※UD英語とは、外国人高齢者、障がいのある方にも安心安全で快適にタ
クシーを利用できるようユニバーサルドライバー研修の一部の講習を英
語で実施し、バリアフリー対応の接遇強化を図る研修

外国人旅客接遇研修をさらに拡充するとともに、インバウンド旅行者が
母国語で乗車できるスマホアプリ配車の拡大、アプリ等と連動した
キャッシュレス決済器の導入拡大及び後部座席タブレット等を活用した
外国語対応等の早期普及を図る。

関東地区ハイヤータクシー
協議会

関東運輸局

3 公共交通利用環境の革新 インバウンド回復 交通機関の整備・外国人対
応

香取市 成田空港から15㎞圏に位置するが、成田空港を起点とした訪日外国人観
光客の周遊ルートとして成田駅を経由した鉄道移動が主であり、空港か
らの交通移動手段の充実が必要である。

【R6年度取組】【成果】
「トランジット旅客の訪日観光促進協議会」による成田空港利用のトラ
ンジット客等を対象にした定期観光バスツアーや各種ツアーの企画を、
周辺自治体や成田国際空港等と実施。
令和３年度以降は、新型コロナウイルス感染症の影響により、ツアーを
休止しているが、SNSによる情報発信等を行い、旅行意欲の醸成を図っ
た。
また、協議会で千葉県と連携し、将来的な商品化を見据えた「空港を拠
点とした県内周遊ツアーの造成」に向けてのモニタツアーが実施され
た。

令和6年度の取り組みに引き続き、成田空港を発着地とする周辺地域の
観光モニターツアーが実施される予定。また、引き続き、SNSによる情
報発信等を行い、旅行意欲の醸成を図る。

香取市 関東運輸局 観光庁

4 公共交通利用環境の革新 インバウンド回復 交通機関の整備・外国人対
応

木更津市 観光施設などを行き来する交通手段が乏しい 【R6年度取組】
①木更津市地域公共交通計画に基づき、高速バスの利便性向上および路
線バスの再編等について、事業者と協議・検討を行った。
②運転士不足により、高速・路線バスともに減便となっていることか
ら、バス事業者の運転士確保に向けた支援を行った。
③木更津市観光案内所及びきさらづCAMP ORGANIC FIELD in みたてに
て、レンタサイクルの貸出を行った。

【成果】
①②バスについては運行が縮小傾向にある中、利用者数は増加してい
る。
③利用実績は昨年度比で増加しており、二次交通の補填に一定の効果が
あったと思慮される。
R5上半期実績：227件　R6上半期実績：302件

公共交通については、利用者のニーズに応えたネットワークの構築につ
いて事業者との協議・検討を継続する。
レンタサイクルについては、今後も事業を継続する。

木更津市、観光協会 関東運輸局 地域公共交通確保維持改善
事業費補助金

既存観光拠点の再生・高付
加価値化推進事業

5 公共交通利用環境の革新 インバウンド回復 交通機関の整備・外国人対
応

館山市 ・二次交通の充実が課題。
・現状、観光施設などへ行き来する際の交通手段が乏しく、自動車以外
での周遊が難しい状況である。
・終電や東京・横浜からの最終高速バスで館山に来た人の交通手段が無
い。

【R6年度取組】
①館山市観光協会におけるレンタサイクル事業を活用。
また、広域連携組織の南房総観光連盟（4市町）でもサイクルツーリズ
ムを推進している。
②二次交通をより使いやすくするため、南房総市と合同で、地域内バス
路線を対象とし、Webで購入できる１日乗車券や回数乗車券を継続して
販売している。将来的には、タクシーや鉄道等、バス以外のモードも含
め、地域内の二次交通をストレスなく利用できる環境づくりを行いたい
と考えている。
③夜間～早朝の時間帯にかけて市域全体が交通空白となることから、南
房総・館山地域公共交通活性化協議会として、３月から「公共ライド
シェア」の実証運行を行う予定としている。
【成果】
①、②は従来から継続して実施しており、一定程度の定着があるものと
考えられる。引き続き実施・ブラッシュアップを行っていく。
③はこれから実証運行を行う予定である。

令和７年度以降も継続事業として進めていく予定である。また、令和3
年8月に本市と南房総市が合同で作成した「南房総・館山地域公共交通
計画」に従い、魅力ある観光二次交通の整備を2市（広域）で検討して
いきたいと考えている。

館山市、南房総観光連盟 関東運輸局

1



資料１ー２

【関東ブロック】（観光資源魅力向上WG）
令和６年度観光ビジョン推進関東ブロック戦略会議

No.
観光ビジョン

掲載施策
観光立国推進基本計画

基本的な方針
観光立国推進基本計画

掲載施策
市町村

・地域等 課題・現状 令和６年度の成果及び取組 令和７年度以降の対応方針 実施主体
ブロック
担当部局

連携省庁
活用可能な
補助事業等

1 文化財の観光資源としての
開花

インバウンド回復 文化観光の推進 千葉県 日本遺産北総四都市江戸紀行を活用した地域振興・観光振興に向けた、
関係部局との連携強化が課題である。

【R6年度取組】
日本遺産北総四都市江戸紀行を活用した地域振興・観光振興に向けた、
関係部局との連携強化を進めた。
１　観光客誘致に向けた取り組み
（１）旅行商品造成支援事業への参画
　　・日本遺産を訪問するバスツアーの造成
（２）観光商談会への参加
　　・旅行会社等への日本遺産の売り込み
（３）デジタルを活用したプロモーションの実施
２　教育旅行誘致に向けた取り組み
（１）学校向け広報紙への記事掲載
　　・児童生徒向けの広報紙への記事掲載（年２回）
（２）小中学校の校外学習向け情報提供
　　・教職員向けの情報提供
　　・教員向け研修の実施（１回）
３　ＰＲ事業
（１）ＪＲ東日本駅構内でのポスター掲示
（２）ＳＮＳやホームページを使った情報発信
（３）各種イベントへの出展等

【成果】
関係部局との連携強化を進め、適切に実施することができた。

日本遺産北総四都市江戸紀行を活用した地域振興・観光振興に向けた関
係部局との連携強化を引き続き進めるとともに、令和６年度と同様に、
「１観光誘客に向けた取り組み」「２教育旅行誘致に向けた取り組み」
「３ＰＲ事業」の３本柱で事業を進めていく予定である。

千葉県
佐倉市
成田市
銚子市
香取市

関東運輸局 文化庁
観光庁

文化芸術振興費補助金（日
本遺産魅力発信推進始業）
文化財保存整備事業

2 文化財の観光資源としての
開花

インバウンド回復 文化観光の推進 神奈川県 【現状】
・神奈川県が所有する国指定重要文化財である「旧横浜正金銀行本店本
館」は、博物館として活用しており、「神奈川県庁本庁舎」は、休日に
一般公開を行うなど、魅力発信に取り組んでいる。
【課題】
・保存修理に係る補助に関し、予算確保に努めているが十分な額には
なっていない。
・現に公開・活用を行っている公共的施設以外では、そもそも所有者の
意向が不明であるところが多く、文化財の価値を損なわずに活用してい
くだけの人的・金銭的裏づけもないことが大きな課題である。

【R6年度取組】
・神奈川県が所有する国指定重要文化財「旧横浜正金銀行本店本館」
は、県立歴史博物館として保存活用されているところ、令和６年度にお
いては工事により博物館が令和７年１月から休館するため、令和６年４
月から12月までの９か月間で、常設展示及び例年と同程度の特別展（講
演会等関連行事を含む。）のほか建物見学会を開催した。
　「神奈川県庁本庁舎」の一般公開は、令和元年12月に開催した以降、
新型コロナ感染拡大防止の観点から、実施を見合わせていたが、令和６
年５月より知事室、旧貴賓室、旧議場、正庁、歴史展示室等の公開を再
開した。

・神奈川県が所有する国指定重要文化財「旧横浜正金銀行本店本館」を
保存活用している県立歴史博物館では、令和７年度は休館し、博物館機
能の向上・施設の長寿命化の為の工事を実施する。令和８年10月からの
再開館を予定している。
・「神奈川県庁本庁舎」の一般公開は、５月のゴールデンウイークでの
開催のほか、神奈川県庁本庁舎開催の県イベント等に併せ実施する予定
である。

神奈川県 関東運輸局 文化庁 文化財関係補助

3 通信環境の飛躍的向上と誰
もが一人歩きできる環境の
実現

関東・山梨
（1都7県地域）

【現状】
・地方公共団体への直近の「防災等に資するWi-Fi環境の整備計画」調査
における各地方公共団体の整備意向を反映し、令和3年度までの整備目
標数として、引き続き約3万箇所の目標を設定。
・関東ブロックの自治体では、Wi-Fi整備に係る総務省補助事業が開始さ
れた平成25年度から令和3年度までに、2県41市区町村が整備。
【課題】
・令和3年10月に総務省が調査した「防災等に資するWi-Fi環境の整備状
況」では、全国約3万箇所以上が整備済みとなり、整備計画目標を達成
した。今後は、Wi-Fi環境の適切な維持管理等による継続的な運用が望ま
れる。

【成果】
・令和3年10月に総務省が調査した「防災等に資するWi-Fi環境の整備状
況」では、全国約3万箇所以上が整備済みとなり、整備計画目標を達
成。
・令和3年度総務省補助事業について令和3年3月に公募を行い、応募の
あった千葉県鴨川市（計1事業主体）において、補助事業を活用したWi-
Fi整備を実施。
【R6年度取組】
令和3年度総務省補助事業等については、地方公共団体向けのオンライ
ン説明会及び農林水産省、経済産業省など地域情報化所管他府省との自
治体向けオンライン合同説明会を開催して紹介した。また、当該事業の
活用意向のある自治体に対しては、補助事業に関する詳しい説明等を
行った。

・「防災等に資するWi-Fi環境の整備計画」の目標となる、「令和3年度
までに約3万箇所のWi-Fi環境の整備」が達成されたことに伴い、総務省
補助事業は今年度（令和3年度）で終了となる。

関東総合通信局
関東運輸局

関東総合通信局
関東運輸局

総務省補助事業「公衆無線
ＬＡＮ環境整備支援事業」

4 通信環境の飛躍的向上と誰
もが一人歩きできる環境の
実現

インバウンド回復 観光地等の外国人対応の推
進

関東・山梨（１
都７県地域）

【現状】
　2016年に観光庁が実施した「訪日外国人旅行者の国内における受入環
境整備に関するアンケート」によると、訪日外国人旅行者の32.9%が旅
行中に困ったこととして、観光施設や飲食店等のスタッフとコミュニ
ケーションがとれないことを挙げている。また、施設内に多言語による
案内板･地図･メニュー等が設置されているものの、「表示の少なさ」
「わかりにくさ」が不満となっている。
【課題】
　外国語による対応については、日本人の外国語（英語）苦手意識
（「流暢に話さなければならない」という思い込み等）等が積極的なコ
ミュニケーションにつながらない原因となっている。さらに昨今の訪日
外国人は多国籍･多言語化しており「言葉の壁」は高度化･困難化の方向
にある。グローバル化への対応として、外国語教育の充実とともに日本
が誇る情報通信技術により「言葉の壁」をなくす取り組みが必要であ
る。

【取組の方針】
　VoiceTra技術（NICTの多言語翻訳技術）を導入した多言語音声翻訳シ
ステムの認知度向上と更なる普及拡大に取り組む。また、観光案内所、
宿泊施設、公共交通機関等に加えて、観光地の「まちあるき」の満足度
向上を図るべく地域の飲食店小売店等における多言語翻訳システムの活
用を含めたまちなかにおける受入環境の面的整備を進める。
【R6年度取組】
【取組状況】
・VoiceTra技術（NICTの多言語翻訳技術）を導入した多言語音声翻訳シ
ステムの電子チラシ、ポスター、名刺サイズカード、三つ折りチラシ、
Ａ４チラシを関東総合通信局主催のセミナー会場や展示会、観光案内
所・センター等の公的施設に配布活用し、関係団体等に周知した。
・第8回自動翻訳シンポジウム（令和7年2月19日、リアルイベント開
催）の周知活動を実施
・けいはんなR&Dフェア2024（令和6年10月3～5日、リアルイベント開
催）の周知活動を実施
・「多言語翻訳に関する公開資料（令和6年8月）（最新版）」の周知を
実施

【今後の取組方針】
　引き続き、NICTの多言語翻訳技術を導入した多言語翻訳システムの普
及推進を通して、所管地域における多言語対応の課題解決を図る。ま
た、観光案内所、宿泊施設、公共交通機関等に加えて、観光地の「まち
あるき」の満足度向上を図るべく地域の飲食店、小売店等における多言
語翻訳システムの活用を含めたまちなかにおける受入環境の面的整備を
進める。

【具体的な計画】
　関東地域における多言語対応の課題解決に向けて、引き続き、以下の
取組を実施する。
・多言語翻訳技術の研究開発や社会実装・普及推進に資するイベント等
（総務省主催・後援）の開催を関係団体等に周知する。
・各団体・企業からの多言語対応に関する問合せに対応する。
・当局が主催・共催するオンラインセミナー、電子チラシ等でNICTの多
言語翻訳技術を導入した製品やサービス、活用可能な補助事業等を紹介
する。

関東総合通信局
関東運輸局

関東総合通信局
関東運輸局

総務省
国土交通省
観光庁

○観光振興事業(観光地の
「まちあるき」の満足度向
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○訪日外国人旅行者受入環
境整備緊急対策事業

5 滞在型農山漁村の確立・形
成

インバウンド回復 農泊の推進 ８都県（茨城
県、栃木県、群
馬県、埼玉県、
千葉県、東京
都、神奈川県、
山梨県）

「農泊」は、 持続可能な農泊地域を創出 する観点から、500 地域創出
を掲げた「草創期」から、「年間延べ宿泊者数を2025（令和７）年度ま
でに700万人泊」とする目標の下、成果を示す「成長期」へ移行すべき
段階にある。
　地域自身が、地域の持続的な自立に資する事業を起こすことを目指す
起業家精神「農山漁村アントレプレナーシップ」 を持ち、「新規来訪者
の獲得」「来訪１回当たり平均泊数の延長」「来訪者のリピーター化」
に取り組むとともに、農林水産省が都道府県・事業者等と連携して広域
的な課題解決に向けた支援を企画・実施することを通じ、目標の達成と
農山漁村地域の持続性確保を目指す。

①  農泊地域の創出
・農山漁村振興交付金による農泊推進の支援を実施。（関東ブロック91
地域（茨城県8地域、栃木県12地域、群馬県11地域、埼玉県6地域、千
葉県21地域、東京都6地域、神奈川県11地域、山梨県16地域
・農山漁村振興交付金による農泊推進の支援の活用を希望する者からの
相談への対応
②　農泊推進体制の強化
・農泊地域を牽引する経営人材の育成を目的とした「経営人材育成研
修」を全国各地で開催
・関東農政局管内の農泊地域に対し、事業の円滑な実施にむけた指導･
助言及び研修会を実施するとともに、ネットワーク化を推進。
③　「農泊」の認知度向上
・関東農政局ホームページで管内の農泊地域の概要を情報発信。
・農村振興局Facebookにおいて管内農泊地域の情報を発信。

・農泊を持続的なビジネスとして実施できる体制の構築、農林漁業体験
プログラム等の開発や古民家の改修等による魅力ある観光コンテンツの
磨き上げへの支援、優良地域の国内外へのプロモーションの強化 、子ど
もの農林漁業体験等に取り組む 。

関東農政局 関東農政局農村振興部 農林水産省
観光庁

農山漁村振興交付金

6 産業界ニーズを踏まえた観
光経営人材の育成・強化

インバウンド回復 観光地等の外国人対応の推
進

千葉市 ・ムスリム受入環境整備を行っている市内観光事業者の情報を集約し、
WEB及びSNSに掲載の上、訪日を検討するムスリムへ情報を届ける必要
があるところ、十分とは言えない。

【R6年度取組】
【ムスリムインバウンド環境整備】
・本市及び市観光協会の運営するSNSやWebサイトを活用するととも
に、マレーシアや国内で開催された旅行博及び商談会など対面でのプロ
モーションを行い、本市の充実したムスリム受入環境を海外に向けて発
信した。

【成果】
・インバウンド観光客向けFacebookアカウントにおいて、インドネシア
及びマレーシアからのフォロワー数が1,958人増加（令和6年4月1日：

27,678人➡令和7年1月31日：29,636人）

・マレーシア旅行代理店12社へ訪問営業を行い、本市のムスリム受入環
境整備について情報提供を行った。（令和6年9月）
・マレーシアクアラルンプールで開催された旅行博に参加し、本市のム
スリム受入環境等についてPRを実施（令和6年9月）

・WebやSNS等のメディアを活用した情報発信と旅行博や商談会等の対
面でのプロモーションを継続し、本市の充実したムスリム受入環境を海
外に向けて発信する。

千葉市 関東運輸局 関東運輸局 訪日外国人旅行者受入環境
整備緊急対策事業
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資料１ー２

No.
観光ビジョン

掲載施策
観光立国推進基本計画

基本的な方針
観光立国推進基本計画

掲載施策
市町村

・地域等 課題・現状 令和６年度の成果及び取組 令和７年度以降の対応方針 実施主体
ブロック
担当部局

連携省庁
活用可能な
補助事業等

7 国立公園の「ナショナル
パーク」としてのブランド
化

インバウンド回復 国立公園の魅力向上とブラ
ンド化

栃木県、日光
市、那須塩原
市、矢板市、那
須町、塩谷町、
群馬県、片品
村、福島県、下
郷町、西郷村
（日光国立公園
内）【実質的な
変更はなく、内
容を明確化した
もの】

・東京からの日帰り訪問者が多く、宿泊や長期滞在につながっていな
い。
・外国人観光客が世界遺産周辺のみに集中し、全体に波及していない。
・観光需要が繁忙期に集中し、特に冬季の観光客が少ない。

【R6年度取組】
・国立公園満喫プロジェクトの行動計画である日光国立公園ステップ
アッププログラム2025に基づく取組を各主体が実施した。
　満喫プロジェクトの４つのエリア分科会(日光・鬼怒川・那須･塩原）
及び作業部会により、地域課題の深掘り議論を進めた。(計６回）
・日光及び那須エリアにおけるIP計画策定や、日光国立公園全体を通底
するテーマ設定に向けたWSを開催。（那須エリア：観光庁「地方にお
ける高付加価値なインバウンド観光地づくり事業」。日光エリア：環境
省の国立公園感動体験創出事業により取組）
・展望地における修景伐採を継続的に実施（R６実施：那須塩原市）
・温泉組合・ガイド事業者と連携した、マルシェやイベント等をはじめ
那須町DMO・ビジターセンターによる情報連携や協働プロモーションを
展開するなど地域との連携した国立公園の魅力づくりを実施。
・奥日光の地域資源である、釣り・修験道・自然体験・水の要素を組み
入れたアドベンチャーツーリズム（AT）の磨き上げを実施。
・奥日光での脱炭素先行地域の取り組み開始。
・那須平成の森において、インタープリテーション計画に基づき、人と
自然がともに創ってきた森づくりの能動的推進や、地域連携強化、プロ
グラムの上質化、人材育成支援の推進などを掲げたマスタープランの具
体化に向けた検討・実証事業の実施
・利用者に安全かつ自然環境に配慮した高付加価値な体験を提供すると
ともに、日光国立公園及び自然ガイドの価値やブランド力を向上させる
ため、日光国立公園認定ガイド制度を構築した。
・日光国立公園指定90周年を契機とし、記念マークの作成、記念フォー
ラム、連携イベントの開催等、さらなる魅力を発信するとともに、100
周年に向け歩み出した。
・那須平成の森の情報発信・案内力の強化を推進。
【成果】
・那須平成の森のウェブサイト、SNS、動画、その他メディア等を活用
した、マーケティングの基本戦略を作成。
・那須平成の森ウェブサイトを、体験利用者数の増加や満足度の向上等
を目的として、訴求力を高めたウェブサイトに一部改修（残りは来年度
以降順次対応）。
・那須平成の森の各種取り組みを特集する記事を、幅広く一般に情報発
信を行うウェブサイトに掲載。

・国立公園満喫プロジェクトの５ヵ年の行動計画であるステップアップ
プログラム2025を着実に実行していく。
・国立公園満喫プロジェクトの次期５ヵ年の行動計画を策定する。
・日光国立公園の価値や魅力を来訪者に伝え体感してもらう取組、さら
には保全と利用の好循環に繋がる取組を位置づけし、日光国立公園のコ
アバリュー・ストーリー・体験してほしい活動を入れ込み、日光の強み
を活かした取組を柱とし、IP計画と連動したSUPとしていく。
・自然体験を中心としたコンテンツの充実と案内機能・情報発信・人材
育成を強化し、宿泊者増・観光消費額増に向けた取組を推進する。・日
光国立公園への誘客プロモーションや観光客の受入態勢の環境整備によ
り、外国人利用者・宿泊者増に向けた取組を推進する。
・脱炭素・循環型を実現する国立公園として、脱炭素先行地域やゼロ
カーボンパークの取組とも連動し受益者負担による環境保全の仕組みづ
くりや再生可能エネルギーの利用促進に向けた環境整備やEVの利用促進
等を図る。
・４つのエリア分科会をコアとした、ボトムアップ型の取組を進める。
・地域の価値の再確認・再整理を進め、国立公園内の広域連携したコン
テンツ造成やアドベンチャーツーリズム・サステナブルツーリズム視点
での磨き上げや、IP全体計画との連動や地域ブランディング・ストー
リーの構築を図っていく。
・日光国立公園認定ガイド制度の磨き上げ及び、海外に向け積極的に情
報発信を行い、インバウンドの受入れ体制の強化を図る。
・利用者の利便性向上のため、奥日光地域で運行する低公害バス（ＥＶ
バス）のキャッシュレス化を図る。
・引き続き、那須平成の森マスタープランの具体化と令和8年度からの
本格実施を念頭に、各種計画策定と試行を行ない、持続可能な管理運営
体制を整えていく。また、マーケティング基本戦略に則った、Web改修
やプログラムの改善等を進め、訴求力を高め、来訪者の増加と満足度向
上に取り組む。

日光国立公園内の行政機
関、観光関係事業者（事務
局：栃木県、環境省）【実
質的な変更はなく、表現を
適正化したもの】

関東地方環境事務所、関東
運輸局

環境省、国土交通省、林野
庁、

国立公園等多言語解説等整
備事業、国立公園利用拠点
滞在環境等上質化事業、国
立公園利用促進事業、国立
公園満喫プロジェクト推進
事業

8 インバウンド回復 国立公園の魅力向上とブラ
ンド化

富士箱根伊豆国
立公園全体

※当面は「富士
山麓地域」及び
「箱根地域」を
重点地域として
取組を進める。

○旅行形態や目的の多様化などを踏まえ、地域特性を活かした新たなコ
ンテンツや受入環境の整備が求められている。

○オーバーツーリズムにより一部の自然環境や住民の生活環境への負荷
が見られる。

○利用者が多く、火山など自然災害への対応も求められているエリアで
あり、住民、関係者、観光客の協力も得ながら安全かつ快適な利用の推
進や普及啓発等の取組の実施が必要。

【R6年度取組】
【富士山麓エリア】
【IP全体計画作成に引継ぎ】
(1)　東海自然歩道を中心としたインタ―プリテーション全体計画の作成
(2)　保護と利用の好循環を実現するビジネスモデルの構築とビジネスモデル
を活用したコンテンツ造成・実施
(3)　富士山麓の登山道の官民連携の整備・維持管理体制構築に向けての意見
交換および登山道作業部会設置
(4)　国立公園満喫プロジェクトの行動計画である富士箱根伊豆国立公園ス
テップアッププログラム2025に基づく取組を各主体が実施
・田貫湖展望デッキリニューアル
・近自然工法による登山道補修の実施
・五合目以下の山麓の登山道、歩道の利用の推進
(5)　(3)の作業部会の場を活用し、富士山麓の登山道を対象とした標識ガイド
ラインの作成
(6)　東海自然歩道を活用したスタンプラリーの実施による山麓利用の推進

【箱根エリア】
(1)「富士箱根伊豆国立公園満喫プロジェクトステップアッププログラム
2025」箱根エリアアクションプランの改定
(2) 国立公園利用拠点計画（案）第２案の作成に必要な情報収集・整理及び現
地調査
(3) 国立公園利用拠点計画（案）第２案の作成
(4) 自然体験活動促進計画（案）の作成
(5) 畑引山集団施設地区の中心施設である森のふれあい館とその周辺地域を対
象にした今後の整備の方向性について国や地方自治体、民間事業者、観光協
会、NPO等を構成員とする満喫プロジェクト箱根地域協議会にてとりまとめ
(6) 環境省国立公園オフィシャルパートナー「サントリーホールディングス」
民間事業者、箱根DMO、箱根町と連携した箱根エリアにおけるペットボトル
水平リサイクルの取組推進（回収ボックス追加、啓発媒体の多言語化など）

【伊豆諸島エリア】
令和7年度以降のステップアッププログラム作成を見据え、伊豆諸島エリアで
の取組方針を検討していくため、利島、新島、式根島において、基礎情報の
整理や地域主体での取組に関する検討・提案等を実施

令和３年度に立ち上げた２地域の協議会を引き続き継続して「富士箱根
伊豆国立公園満喫プロジェクトステップアッププログラム2025（以下、
SUP）」にて定められた取組を推進すると共に、伊豆諸島地域における
「SUP」取組方針に向け検討・準備を進める。加えて、利用過密地域で
ある箱根エリアと周辺地域（伊豆半島エリア、富士山西麓エリア等）を
つなぐ富士箱根伊豆国立公園を代表するモデルコースの作成支援を行
い、自然環境や風致景観の保全を図りつつ国立公園の適正利用を推進す
る。

【富士山麓エリア】
今年度作成したIP全体計画の地域での周知・活用を促進する。IP全体計
画や令和5年度に作成したするストーリーおよびビジネスモデルを活用
したコンテンツ造成・販売を実施する。登山道作業部会において富士山
麓の登山道について情報整理を行う。

【箱根エリア】
「SUP」に基づき、各事業の具体化や関係者間の連携を引き続き図りな
がら、取組を推進していく必要がある。畑引山集団施設地区及びその周
辺地域を対象にした風致景観の維持に支障のない範囲で体験フィールド
の整備を行い、箱根エリアにおける滞在型コンテンツを提供するモデル
地区とすることを目指す。

【富士山麓エリア】関係事
業者、NPO、自治体、環境
省等
【箱根エリア】民間事業
者、箱根DMO、箱根町、神
奈川県、林野庁、環境省等

関東地方環境事務所 国土交通省、林野庁、観光
庁

国立公園利用拠点滞在環境
等上質化事業、国立公園満
喫プロジェクト推進事業

9 文化財の観光資源としての
開花

インバウンド回復 文化観光の推進 長野県 【課題】
　文化財の観光資源としての活用（長野県）
【現状】
　県内の有形や無形の様々な文化財の魅力が、国内外に発信しきれてお
らず、観光資源として有効活用されていない。

【R6年度取組】
〇長野県公式観光サイトに松本城、中山道、戸隠神社をテーマとしたラ
ンディングページを掲載。
〇観光庁特別体験事業として国宝善光寺を活用したインバウンド向けの
新規事業を実施し、これまで活用されていなかった場所や時間帯による
観光資源を発掘した。
【成果】
〇観光庁特別体験事業の実施により、新たな観光商品の造成・関係者間
の新たなネットワーク構築など成果が認められ、今後の取組にプラスの
影響が見込まれる。

〇長野県公式観光サイトにおいて、中山道ブランド（重要伝統的建造物
群保存地区、宿場町本陣等）記事の発信を継続
〇観光庁特別体験事業を通じて構築された新たなネットワークを通じ、
事業の検証結果に基づいた、新規の持続可能な旅行商品の造成などを目
指していく。

長野県 関東運輸局 文化庁
観光庁

「文化資源活用推進事業」
等
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No.
観光ビジョン

掲載施策
観光立国推進基本計画

基本的な方針
観光立国推進基本計画

掲載施策
市町村

・地域等 課題・現状 令和６年度の成果及び取組 令和７年度以降の対応方針 実施主体
ブロック
担当部局

連携省庁
活用可能な
補助事業等

10 文化財の観光資源としての
開花

インバウンド回復 文化観光の推進 山梨県 県内の文化財をはじめ神社仏閣やそれらにまつわる歴史などを活用した
歴史文化ツーリズムを推進

【R6年度取組】
・「山梨の歴史を旅するサイト」の運営や神社仏閣等の文化財をつなぐ
「歴史の道」を活用したツーリズムを促進し、歴史文化の観光資源を活
用した観光地づくりや誘客施策を展開した。
・日本遺産「葡萄畑が織りなす風景-山梨県峡東地域-」を推進する峡東
地域ワインリゾート推進協議会において、構成文化財をはじめ峡東地域
の果物やワインなどの魅力を周知し、誘客を促進するため、シンポジウ
ムの開催や県内外のイベントでのPR、サポータークラブの会員募集など
の取り組みを実施した。
・文化資源の観光や地域振興への活用促進による地域活性化に取り組
み、日本遺産「星降る中部高地の縄文世界」に関連する縄文文化資源を
活用し、以下の日本遺産魅力増進事業を実施した。
１）星ヶ塔遺跡観光体験ツアー磨き上げ及びツアーガイド養成事業
２）「縄文人ムサイさんがいく」ポスターの制作事業
３）デジタルスタンプラリー事業
また、一般社団法人「縄文文化発信会議」と連携し、会議設立記念シン
ポジウム「え、縄文ってこんなにすごいのか！」を共催。
・御師料理などの文化的側面も含めて吉田口登山道などの古の登山道の
再興を図ることを目的に、古の登山道や御師文化などの調査をR6～R7の
2カ年にわたり実施している。
【成果】
・シンポジウム等の開催：4回（75名参加）
・県内外イベントへの出展：7回（599名参加）
・サポーターの新規登録者数：105名
・星ヶ塔遺跡観光体験ツアー：参加人数21名
・ガイド養成事業：参加人数13名
・デジタルスタンプラリー事業：参加人数315名
・会議設立記念シンポジウム：参加人数450名

・神社仏閣等の文化財をつなぐ「歴史の道」を活用したツーリズムを促
進し、歴史文化の観光資源を活用した観光地づくりや、文化財の高付加
価値化による文化観光コンテンツの創出など、誘客施策をさらに展開し
ていく。
・日本遺産「葡萄畑が織りなす風景-山梨県峡東地域-」の魅力を更に周
知するため、シンポジウムの開催や県内外のイベントでのPR、サポー
ターの募集などを行っていく。
・日本遺産「星降る中部高地の縄文世界」の事業推進にあたり、民間事
業者との連携を強化し、受入環境の整備、情報発信機能の強化、周遊促
進を展開し、さらなる観光誘客と地域経済の活性化を図る。
・古の登山道や御師文化などの調査を引き続き実施する。

山梨県 関東運輸局

11 その他 埼玉県 【課題】
体験型コンテンツの充実による滞在強化
【現状】
従来の見る観光から体験する観光へと観光客のニーズが変化する中、地
域ならではの観光資源をPRすることで観光客の増加や観光消費額の増加
を図る必要がある。

【R6年度取組】
　県内訪問者数の多いアジア圏及び米国市場に向けて、有力コンテンツ
を選定し、集中的なプロモーションを実施した。
【成果】
　有力コンテンツを１０件選定し、これらをプロモーションするため、
台湾・米国市場に訴求力のあるKOLや旅行会社等をFAMツアーに招請し
た。SNSでの情報発信のほか、旅行会社によるツアー商品造成につなが
るものもあった。

これまでの実施してきた内容を踏まえつつ、体験型コンテンツの発掘・
商品化の実施主体を県から県物産観光協会に移管し、引き続き体験型コ
ンテンツの充実を目指す。

埼玉県 関東運輸局

12 景観の優れた観光資源の保
全・活用による観光地の魅
力向上

持続可能な観光地域づくり 良好な景観の形成・保全・
活用

山梨県 世界遺産富士山、南アルプスユネスコエコパーク、甲武信ユネスコエコ
パークの活用、発信

【R6年度取組】
・世界遺産富士山の保全管理、登山規制、登山者の安全対策、普及啓
発、世界遺産センターの運営等を実施した。
・南アルプス観光グレードアップを推進するため、南アルプス市広河原
でＷｉ－Ｆｉ環境の提供、広河原橋の補修工事を行った。
・甲武信ユネスコエコパーク推進協議会において、エリアを巡るデジタ
ルスタンプラリーの開催、サッカーJ2ヴァンフォレーレ甲府試合会場で
のPRブース出展、リーフレット増刷、エコバック作成により普及啓発事
業を実施した。

【成果】
・世界文化遺産登録時の宿題であった登山者コントロールの仕組みを構
築、通行料による利用者負担の義務化を実現、弾丸登山者が前年比95％
減少
・広河原の無料Wi-Fi の運用 令和6年6月～ 11月
・デジタルスタンプラリー参加人数916名
（アンケート回答者の9割以上から「参加したことにより甲武信ユネス
コエコパークについての理解が深まった」との回答を得た。）

・世界遺産富士山に関しては、これまでの取組を継続するとともに、登
山規制については、弾丸登山を目的とする駆け込み登山や軽装登山の課
題に対応するため、ゲート閉鎖時間の前倒しや装備確認と遵守事項を誓
約する機能を追加した通行予約システムの活用、富士山レンジャーによ
る五合目での登山指導体制の強化等を行う。
・南アルプス観光推進協議会の意見を聞きながら観光振興の取り組みを
推進していく。具体的には、広河原への誘客を促進するため、園地再整
備工事、大樺沢橋の補修工事を行う。
・甲武信ユネスコエコパーク推進協議会において、フォトコンテスト等
普及啓発事業を実施して認知度向上を図るとともに、甲武信ユネスコエ
コパークインフォメーションセンターにおいても、情報発信機能の強化
に努め、保全と利活用に向けた情報発信等を推進する。

山梨県 関東運輸局

13 休暇改革 国内交流拡大 国内旅行需要の平準化の促
進

関東 【課題】
働き方・休み方改革を推進し、年次有給休暇取得の一層の促進化
【現状】
大手企業の7割方については、残業時間の上限規制が進んでいるもの
の、中小企業に関してはなかなか進んでいない。また、休暇取得促進に
関しても大手企業で4割程度と、人手不足が深刻な現実もあり、より一
層の促進化を図る必要がある。

【R6年度取組】
・家族が休暇をとりやすい制度（キッズウィーク等）の導入
・休暇取得の分散化による観光需要の平準化。

キッズウィークについては、地域における休み方協議会の設置促進等を
行い、課題解決に向けて引き続き、施策実施を進めていく。

関東 関東運輸局 厚生労働省
文部科学省

14 インバウンド観光促進のた
めの多様な魅力の対外発信
強化

インバウンド回復 文化観光の推進 群馬県 群馬県は、埴輪の質・量ともに日本一と言われており、国宝・国指定重
要文化財の埴輪の４割が群馬県出土である。また、13,000基を超える古
墳や重要な発見が相次ぐ遺跡など、古墳時代を中心とした様々な歴史文
化遺産があり、これらを広く発信している。
こうした歴史文化遺産を観光資源として活用していくためには、古墳や
遺跡の整備や、ボランティアガイドを養成し受入体制の充実などに地元
市町村とともに取り組み、魅力ある観光資源として磨き上げていく必要
がある。（群馬県）

【R6年度取組】
群馬県の歴史文化遺産の価値や魅力を多くの方々に知ってもらうため、
群馬県・関係市町村・関係団体が連携して、次の事業を実施した。
・群馬県太田市出土の挂甲武人埴輪の国宝指定50周年を記念して開催さ
れた東京国立博物館の特別展「はにわ」との連携による埴輪王国ぐんま
ＰＲ事業の実施（特設ブース出展、パンフレット作成・配布、県内博物
館周遊スタンプラリーの実施等）
・群馬の埴輪ガイドブック「HANI－本」の販売、改訂
・「東国文化副読本（デジタル版・冊子）」の改定活用、冊子の販売
・群馬の埴輪アプリ「群馬HANI－アプリ」の運用
・県内の歴史文化遺産とその関連施設を巡る旅行商品の造成
・「HANI」の商標登録の活用した商品開発
・群馬県公式Instagramアカウント「ハニスタグラム」の運用
・群馬県公式YouTubeチャンネルでの動画配信（古墳・埴輪等）
・文化観光推進法に基づく「群馬県立博物館イノベーション文化観光拠
点計画」の推進(「榛名山噴火関連遺跡」調査研究、首都圏発着HANIバ
スツアー催行）
・世界の記憶「上野三碑」の普及啓発
【成果】
令和６年度は東京国立博物館の特別展「はにわ」を通じて、群馬県の埴
輪や埴輪を展示する博物館、さらに温泉地などをＰＲすることで、群馬
県立歴史博物館を中心に本県への観光誘客に繋げることができた。

群馬県の歴史文化遺産の価値や魅力を多くの方々に知ってもらうため、
群馬県・関係市町村・関係団体が連携して、引き続き次の事業を実施し
ていく。
・群馬の埴輪ガイドブック「HANI－本」の販売
・「東国文化副読本」（デジタル版・冊子）の活用、冊子の販売、デジ
タル版の改訂
・群馬の埴輪アプリ「群馬HANI－アプリ」の運用
・県内の歴史文化遺産とその関連施設を巡る旅行商品の造成
・「HANI」の商標登録の活用した商品開発
・群馬県公式Instagramアカウント「ハニスタグラム」の運用
・県公式YouTubeチャンネルでの動画配信（古墳・埴輪等）
・世界の記憶「上野三碑」の普及啓発

群馬県 関東運輸局
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No.
観光ビジョン

掲載施策
観光立国推進基本計画

基本的な方針
観光立国推進基本計画

掲載施策
市町村

・地域等 課題・現状 令和６年度の成果及び取組 令和７年度以降の対応方針 実施主体
ブロック
担当部局

連携省庁
活用可能な
補助事業等

15 インバウンド観光促進のた
めの多様な魅力の対外発信
強化

インバウンド回復 文化観光の推進 群馬県 世界遺産・日本遺産・ぐんま絹遺産・指定文化財等の活用・発信（文化
財保護課・文化振興課）

【R6年度取組】
（世界遺産・日本遺産・ぐんま絹遺産）（文化振興課）
群馬県の養蚕・製糸・織物にかかる歴史や文化を多くの人に知ってもら
うため、群馬県・関係市町村・関係団体が連携して、次の事業を実施し
た。
・「富岡製糸場と絹産業遺産群」世界遺産登録10周年記念事業の実施
（国際シンポジウムの開催、世界遺産周遊缶バッジラリーの実施、シル
ク商品の開発等）
・ぐんま絹遺産の周遊観光支援のアプリ「きぬめぐり」を活用したスタ
ンプラリー等を実施
・文化観光推進法に基づく「富岡製糸場を中核とする文化観光拠点計
画」の推進（企画展の開催

（指定文化財等の活用・発信）（文化財保護課）
・中山道や三国街道など、「群馬県歴史の道シリーズ」15分冊のパンフ
レットを販売。
・平成版『群馬県古墳総覧』と『ぐんま古墳探訪』を販売するととも
に、古墳アプリの普及を図り、群馬県内の古墳情報を広く発信。（R7年
1月までのアプリダウンロード数9,881件）
・史跡観音山古墳や史跡上野国分寺跡を広く公開し、解説員による情報
発信を実施。（R6年度観音山古墳見学者7,775人（R6年12月末））、R6
年度上野国分寺跡ガイダンス施設見学者10,299人（R6年12月末））
・近世寺社を中心とした装飾寺社について、外国語対応の寺社の周遊観
光支援アプリ「ぐんま寺社巡り」及びパンフレットを配布し広く情報発
信。（R7年1月までのアプリダウンロード数4,208件）

【成果】
・令和６年度は「富岡製糸場と絹産業遺産群」の世界遺産登録10周年を
機に、改めて世界遺産としての価値や魅力を周知するため、群馬県・関
係市町村・関係団体がとともに記念事業を実施することで、構成資産へ
の観光誘客に繋げることができた。（文化振興課）
・観音山古墳周辺の道の駅や商業施設等にチラシを配置することによっ
て、前年度比10%増の来場者に繋げることができた。

（世界遺産・日本遺産・ぐんま絹遺産）（文化振興課）
群馬県の養蚕・製糸・織物にかかる歴史や文化を多くの人に知ってもら
うため、群馬県・関係市町村・関係団体が連携して、引き続き次の事業
を実施していく。
・群馬県立世界遺産センター「世界を変える生糸（いと）の力」研究所
（略称：セカイト）で情報発信・普及啓発を実施し、世界遺産をはじ
め、ぐんま絹遺産の更なる周遊を推進する。
・周遊アプリ「きぬめぐり」等によりぐんま絹遺産の情報発信を図り周
遊観光を支援する。
「養蚕・製糸・織物」や世界遺産のPRなど、これまで制作した動画は県
公式YouTubeチャンネル等で継続して配信する。
・文化観光推進法に基づく「富岡製糸場を中核とする文化観光拠点計
画」の推進（企画展の開催、発型観光プランの造成）
・令和７年度は日本遺産「かかあ天下―ぐんまの絹物語―」認定10年事
業を実施し、改めて県内に数多く残る絹遺産や絹文化を国内外に発信
し、群馬県への観光誘客に繋げる。

（指定文化財等の活用・発信）（文化財保護課）
・「群馬県歴史の道シリーズ」パンフレット全15分冊を販売し、合わせ
て県HP等で情報発信する。歴史の道ウォーキングを推奨することで、沿
道の文化財を観光資源として活用し、観光振興を支援する。（文化財保
護課）
・古墳アプリ等により古代群馬の古墳・埴輪等情報発信を行う。（文化
財保護課）
・史跡観音山古墳や史跡上野国分寺跡を広く公開し、解説員がわかりや
すくその魅力を伝える。（文化財保護課）
・ぐんまの寺社総合調査報告書の内容を反映させた外国語対応の寺社ア
プリの内容更新や、多言語パンフレットの配布し広く情報発信。（文化
財保護課）

群馬県 関東運輸局

16 インバウンド観光促進のた
めの多様な魅力の対外発信
強化

インバウンド回復 地方誘客に資する各種のコ
ンテンツ整備

広域関東エリア
（東京、神奈
川、埼玉、千
葉、茨城、栃
木、群馬、山
梨、長野、新
潟、福島）

【課題】
観光による経済効果を広域関東エリア全体に波及させるため、インバウ
ンド需要を中心に取り込み、滞在日数・消費額を増加させる広域観光周
遊施策、地方誘客の取組を強力に進める必要がある。
広域関東エリアには魅力的な観光資源が存在しているものの、広範囲に
点在しているため、それらをテーマによってつなぐことが課題。
そのため、「江戸街道プロジェクト」を立ち上げ、同プロジェクトを軸
とした広域関東の一体化と関係者が情報発信・共有できる体制を構築す
る必要がある。

【現状】
主な指標
案件形成支援：21件（短期目標20件）
イベント参加団体数：18団体（短期目標30団体）
ロゴマーク使用数：33件（短期目標50件）

【R6年度取組】
・アドバイザリー会議の開催（取組の検証、方向性の確認）
・分散型宿泊支援（専門家派遣）
・街道プロジェクト関連案件形成支援
・各街道ストーリーの設定、ロゴマーク普及
・江戸街道関連事業者交流会の実施
・江戸街道ぶらり旅（BtoCイベント）の開催
・「GREEN」をテーマとした体験型観光による広域観光促進に関する
　実証事業との連携（モデルルートの構築による街道観光の周知）
・街道観光ポータルサイト（運輸局HP）におけるコンテンツ等の情報発
信
【成果】
・街道プロジェクト関連案件形成（支援）：21件
・ロゴ取得数：33件（通算）
・交流参加者：18団体40名
・イベント参加者：約1000名
・構築モデルルート：3ルート

アドバイザリー会議の開催による取組の継続的な検証、地域づくり・連
携支援に関する取組やブランディング強化の取組の継続に加え、プロ
モーション展開フェーズにおける情報発信等の強化を図る。
具体的には
・地域と連携したインバウンドプロモーション
・GREEN×EXPO2027と連携したプロモーション
・ファムツアーの実施
等が考えられる。

関東運輸局 関東運輸局

17 インバウンド回復 2027 年国際園芸博覧会に
向けた対外発信

広域関東ブロッ
ク（東京、神奈
川、埼玉、千
葉、茨城、栃
木、群馬、山
梨、長野、新
潟、福島）

【課題】
・2023年3月策定の観光立国推進基本計画においては、「地方誘客」が
キーワードに掲げられているところ、広域関東ブロックにおいてもより
一層の地方誘客が課題
・2027年には、国際園芸博覧会が横浜で開催され、この国際的なイベン
トを契機とし、各地域の魅力的な観光資源を活用し、地域間をつなげ、
魅力的な周遊観光に繋げていくことが重要
・その際には、街道を活用した「江戸街道プロジェクト」と連携するこ
ととし、本事業とともに広域観光の取組を促進していく

【R6年度取組】
・モデルルートの構築
・モニター調査の実施、検証
・情報発信、効果測定　等
【成果】
・モデルルート構築数
　3ルート
・GREENを題材とした体験コンテンツやガイドも好評であり、旅行客に
訴求するものと考えられる　等
・SNSの関連動画の総閲覧数
　約3.6万回(令和7年2月末現在)

・今年度の成果も踏まえ、引き続きモデルルートの調査、検証を実施
し、広域観光促進の取組を推進していく。その際には、2027年国際園芸
博覧会のテーマや江戸街道プロジェクトとの連動を想定
・「江戸街道ポータルサイト（仮称）」への掲載等、関係機関との連携
を通じたPR強化を図っていく

関東運輸局 関東運輸局

18 インバウンド回復 地方誘客に資する各種のコ
ンテンツ整備

関東 ・江戸街道をネット上で情報コンテンツ時期と費用負担
・地域の取り組みの浸透度

【R6年度取組】
①取組街道のブランド力がある道から情報提供
既に東京商工会議所・中央支部から50周年において日本橋を中心に街道
ウォークを実施 2024年10月19日
②板橋区～日本橋へ（金の道）
佐渡金山世界遺産登録助成の目的で中山道を歩いた。2024年12月
【成果】
①限定50名実施
PR効果＝日本橋名店街（チラシ配布）
②金を運ぶ服装をした人員限定70名＋一般参加者40
数名が参加
（板橋区、新潟日報、日本ウオーキング協会他）

・板橋区と協力、中山道ウォークを2025年
10月をめどに実施（目標200名）
・取組の横展開（2025年秋）
さいたま市スポーツコミッションと協業して年2回程度さいたま市を中
心に街道歩きをする計画を立案中。（GPSアートウォーク）

一般社団法人日本ウオーキ
ング協会

関東運輸局 国土交通省道路局
観光庁
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